
 
2020年度自己点検・評価シート

（大学全体）

基準1（企画・広報課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的が適切に設定されているか。

Ａ

本学は、「キリスト教の信仰に基づく女
子教育」を建学の精神と定め、「For
Others」を教育理念としている。このも
とに定められた学則において本学の使
命、目的を掲げており、次のとおり明示
している。
大学学則第1条
「本学は、キリスト教を教育の基本方針
となし、学問研究及び教育の機関とし
て、女子に高度の教育を授け、専門の学
問を教授研究し、もって真理と平和を愛
し、人類の福祉に寄与する人物を養成す
ることを目的とする。」
大学院学則第1条
「フェリス女学院大学大学院は、キリス
ト教を教育の基本方針となすフェリス女
学院大学の建学の精神に基づき、高度の
専門の学術に関して、その研究方法、倫
理及び応用を教授研究し文化の進展に寄
与するとともに、人類の福祉と世界の平
和に貢献する能力をもった女性を育成す
ることを目的とする。」

（2）大学の理念・目的と学部・研
究科の目的の連関性は適切か。 Ａ

本学は、建学の精神及び教育理念のもと
に大学及び大学院における使命・目的を
掲げ、学部、研究科ごとの教育研究目的
（人材養成目的）を定めている。また、
学部においては各学科の人材養成目的も
定めており、本学の基本理念と、学部・
学科、研究科の教育研究目的は連関して
いる。

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為

■学則、大学院学則又は教育研究上の目
的を規定したその他の規程
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則

大学基準1　理念・目的

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

大学は、自ら掲げる理念に基づき、人材育成の目的その他の教育研究上の目的を適切に設定し公表するとともに、それを実現するために将来を見据えた中・長期の計画そのたの諸施策を明
確にしなければならない。

101

大学の理念・目的を適切に
設定しているか。また、そ
れを踏まえ、学部・研究科
の目的を適切に設定してい
るか。

Ａ



 基準1（企画・広報課)

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的を適切に明示しているか。

Ａ

大学の目的及び使命は、大学学則第1条
に、各学部の教育研究目的（人材養成目
的）は第2条の2に明示している。
大学院の目的は、大学院学則第1条に、
課程の目的は第2条の2に、各研究科の教
育研究目的（人材養成目的）は第4条の2
に明示している。

（2）教職員、学生、社会に対して
刊行物、ウェブサイト等により大
学の理念・目的、学部・研究科の
目的等を周知・公表しているか。

Ａ

大学・大学院の目的及び使命、学部・研
究科の教育研究目的（人材養成目的）
は、大学学則、大学院学則に明示し、学
部の各学科における人材養成目的につい
ては、「三つの方針」とともに、毎年度
配布する『学生要覧』、『大学院要覧』
に掲載し、学生、教職員に周知してい
る。
また、大学公式サイトには、建学の精
神、教育理念、各学部・研究科の教育研
究目的（人材養成目的）のほか、学部の
各学科における人材養成目的も掲載し、
社会への周知を図っている。
受験生に対しては、『入学案内』に掲載
するとともに、オープンキャンパス等で
も重ねて周知を図り、理念・目的の理解
向上に努めている。

103

大学の理念・目的、各学
部・研究科における目的等
を実現していくため、大学
として将来を見据えた中・
長期の計画その他の諸施策
を設定しているか。

Ａ

（1）将来を見据えた中・長期の計
画その他諸施策は設定されている
か。

・認証評価の結果等を踏まえた
中・長期の計画等の策定＜2020年3
月追加項目＞

Ａ

本学では、10年の期間で設定する長期計
画であるグランドデザイン『Ferris
Univ.2020』と、そのもとに4年間の期間
で設定した中期計画を策定し、グランド
デザインの実現に向けて取り組んでき
た。グランドデザイン及び中期計画の計
画すべてを貫き掲げる最上位目標は、
フェリス女学院の建学の精神である「キ
リスト教の信仰に基づく女子教育」と教
育理念「For Others」のさらなる明確
化・具体化である。
グランドデザイン『Ferris Univ.
2020』は、2期目の中期計画である「17-
20 PLAN」において取り組みを進めた。
具体的な計画は、各学部・研究科をはじ
めとする大学内各部門の単年度の事業計
画に落とし込み、それらを確実に遂行で
きるよう、予算と合わせて策定した。ま
た、すべての部門に対し、各事業の進捗
と次年度の計画・予算内容に関する学長
によるヒアリングの機会を設けている。
2021年度以降の計画となるグランドデザ
イン『Ferris Univ.2030』及び中期計画
については、2017年4月から将来計画委
員会で検討し、2018年度第10回大学評議
会及び第6回定期理事会において基本方
針が承認された。具体的な内容は2019年
度に将来計画委員会で大枠を検討し、理
事会での承認を得た上で、2020年度末に
確定した。なお、大学中期計画において
は、2021年度に大学としての教学の自己
変革の方針「変革方針」を策定すること
が課題となっていることから、引き続
き、将来計画委員会及び全学内部質保証
委員会において検討していくこととして
いる。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
大学が目指す教育を実現していくために
は、学院との連携強化が求められる。こ
れまで以上の連携体制を組めるよう、次
期中期計画の策定の際には、具体的な方
策、体制整備を検討する必要がある。

（上記課題への対応）
2021年度以降の計画は、既に理事会で承
認された大学グランドデザイン『Ferris
Univ.2030』及び学院が2020年に策定し
た「学院ミッションステートメント」や
「学院中期計画」を踏まえ、5年間を期
間とする大学中期計画「21-25 PLAN」と
して策定した。この大学中期計画は、
「学院中期計画2021-2025」の中に位置
付けられ、「学院ミッションステートメ
ント」の実現に向けて、学院、大学、中
高、事務局が一体となって取り組んで行
くものとなっている。これまで以上に、
学院との連携を図りながら計画を遂行し
ていく。

■アクションプランや中長期計画など将
来を見据えた計画等にあたるもの
・大学グランドデザイン『Ferris
Univ.2020』
大学案内 > 大学の取り組み > フェリス
女学院大学グランドデザイン
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/grand-design.html

・大学中期計画「17-20 PLAN」
大学案内 > 大学の取り組み > 中期目
標・中期計画 > 21-24 PLAN
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/plan_17-20.html

■大学、学部・研究科を紹介するパンフ
レット
・2021年度大学案内

■大学及び学部・研究科の理念・目的を
公表しているウェブサイト
・大学公式サイト
大学案内 > フェリスの原点
https://www.ferris.ac.jp/information
/origin/

大学案内 > 大学の取り組み > 教育目
標・方針
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/

102

大学の理念・目的及び学
部・研究科等の目的を学則
又はこれに準ずる規則等に
適切に明示し、教職員及び
学生に周知し、社会に対し
て公表しているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（キリスト教研究所）

基準1（キリスト教研究所)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的が適切に設定されているか。

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為

（2）大学の理念・目的と学部・研
究科の目的の連関性は適切か。

■学則、大学院学則又は教育研究上の目
的を規定したその他の規程
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的を適切に明示しているか。

■大学、学部・研究科を紹介するパンフ
レット
・2020年度入学案内
・大学案内

（2）教職員、学生、社会に対して
刊行物、ウェブサイト等により大
学の理念・目的、学部・研究科の
目的等を周知・公表しているか。

Ａ

大学の理念・目的及び学部・研究科の目
的を学則、大学院学則に明示するととも
に、学生要覧、大学院要覧にも掲載し、
主に学生、教職員に周知している。
また、大学公式サイトには、建学の精
神、教育理念、各学部・研究科の教育研
究上の目的のほか、学部の各学科、研究
科の専攻ごとに定めた三つの方針も掲載
し、社会への周知を図っている。
受験生に対しては、入学案内に掲載する
とともに、オープンキャンパス等でも重
ねて周知を図り、理念・目的の理解向上
に努めている。

■大学及び学部・研究科の理念・目的を
公表しているウェブサイト
・大学公式サイト
大学案内 > フェリスの原点
https://www.ferris.ac.jp/information
/origin/

大学案内 > 大学の取り組み > 教育目
標・方針
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/

102

大学の理念・目的及び学
部・研究科等の目的を学則
又はこれに準ずる規則等に
適切に明示し、教職員及び
学生に周知し、社会に対し
て公表しているか。

Ａ

大学基準1　理念・目的

大学は、自ら掲げる理念に基づき、人材育成の目的その他の教育研究上の目的を適切に設定し公表するとともに、それを実現するために将来を見据えた中・長期の計画そのたの諸施策を明
確にしなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

101

大学の理念・目的を適切に
設定しているか。また、そ
れを踏まえ、学部・研究科
の目的を適切に設定してい
るか。



 基準1（キリスト教研究所)

103

大学の理念・目的、各学
部・研究科における目的等
を実現していくため、大学
として将来を見据えた中・
長期の計画その他の諸施策
を設定しているか。

Ａ

（1）将来を見据えた中・長期の計
画その他諸施策は設定されている
か。

・認証評価の結果等を踏まえた
中・長期の計画等の策定＜2020年3
月追加項目＞

Ａ

■アクションプランや中長期計画など将
来を見据えた計画等にあたるもの
・大学グランドデザイン『Ferris
Univ.2020』
大学案内 > 大学の取り組み > フェリス
女学院大学グランドデザイン
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/grand-design.html

・大学中期計画「17-20 PLAN」
大学案内 > 大学の取り組み > 中期目
標・中期計画 > 21-24 PLAN
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/plan_17-20.html



 2020年度自己点検・評価シート
（宗教センター）

基準1（宗教センター)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的が適切に設定されているか。

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為

（2）大学の理念・目的と学部・研
究科の目的の連関性は適切か。

■学則、大学院学則又は教育研究上の目
的を規定したその他の規程
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則

（1）学部においては、学部、学科
又は課程ごとに、研究科において
は、研究科又は専攻ごとに設定す
る人材育成その他の教育研究上の
目的を適切に明示しているか。

■大学、学部・研究科を紹介するパンフ
レット
・2020年度入学案内
・大学案内

（2）教職員、学生、社会に対して
刊行物、ウェブサイト等により大
学の理念・目的、学部・研究科の
目的等を周知・公表しているか。

Ａ

学内礼拝週報や、講演会や諸行事の案内
を学生に配布し、参加の呼びかけを行っ
ている。また、宗教センター活動案内の
リーフレット、講演および諸行事の記録
である「待望」、学内礼拝説教集「真理
に生きる」も、やはり学生に配布してい
る。
また、大学公式サイトでは、宗教セン
ターのページにおいて、フェリスのキリ
スト教教育や宗教センターの活動につい
て記し、また、フェリスブログにおいて
も活動報告を行い、社会への周知を図っ
ている。

チャペルサービスの動画配信を週二回行
い、視聴URLを学生および教職員に周知
した。その結果、動画は多くの再生回数
を得ることができた。

大学案内 > キャンパス・センター等 >
宗教センター
https://www.ferris.ac.jp/information
/campus-center/christian-center.html

・リーフレット（宗教センター活動案
内）
・大学礼拝週報
・「待望」（講演および諸行事の記録）
・「真理に生きる」（学内礼拝説教集）
・フェリスブログ

103

大学の理念・目的、各学
部・研究科における目的等
を実現していくため、大学
として将来を見据えた中・
長期の計画その他の諸施策
を設定しているか。

Ａ

（1）将来を見据えた中・長期の計
画その他諸施策は設定されている
か。

・認証評価の結果等を踏まえた
中・長期の計画等の策定＜2020年3
月追加項目＞

Ａ

■アクションプランや中長期計画など将
来を見据えた計画等にあたるもの
・大学グランドデザイン『Ferris
Univ.2020』
大学案内 > 大学の取り組み > フェリス
女学院大学グランドデザイン
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/grand-design.html

・大学中期計画「17-20 PLAN」
大学案内 > 大学の取り組み > 中期目
標・中期計画 > 21-24 PLAN
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/plan_17-20.html

102

大学の理念・目的及び学
部・研究科等の目的を学則
又はこれに準ずる規則等に
適切に明示し、教職員及び
学生に周知し、社会に対し
て公表しているか。

Ａ

大学基準1　理念・目的

大学は、自ら掲げる理念に基づき、人材育成の目的その他の教育研究上の目的を適切に設定し公表するとともに、それを実現するために将来を見据えた中・長期の計画そのたの諸施策を明
確にしなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

101

大学の理念・目的を適切に
設定しているか。また、そ
れを踏まえ、学部・研究科
の目的を適切に設定してい
るか。



 2020年度自己点検・評価シート
（本部事務局）

基準1（本部事務局)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）学部においては、学部、学科又は
課程ごとに、研究科においては、研究
科又は専攻ごとに設定する人材育成そ
の他の教育研究上の目的が適切に設定
されているか。

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為

（2）大学の理念・目的と学部・研究科
の目的の連関性は適切か。

■学則、大学院学則又は教育研究上の
目的を規定したその他の規程
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則

（1）学部においては、学部、学科又は
課程ごとに、研究科においては、研究
科又は専攻ごとに設定する人材育成そ
の他の教育研究上の目的を適切に明示
しているか。

■大学、学部・研究科を紹介するパン
フレット
・2020年度入学案内
・大学案内

（2）教職員、学生、社会に対して刊行
物、ウェブサイト等により大学の理
念・目的、学部・研究科の目的等を周
知・公表しているか。

■大学及び学部・研究科の理念・目的
を公表しているウェブサイト
・大学公式サイト
大学案内 > フェリスの原点
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/origin/

大学案内 > 大学の取り組み > 教育目
標・方針
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/
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大学の理念・目的、各学部・
研究科における目的等を実現
していくため、大学として将
来を見据えた中・長期の計画
その他の諸施策を設定してい
るか。

Ａ

（1）将来を見据えた中・長期の計画そ
の他諸施策は設定されているか。

・認証評価の結果等を踏まえた中・長
期の計画等の策定＜2020年3月追加項目
＞

Ａ

学院では、大学の教育の基本方針であ
る「大学グランドデザイン」とそのも
とに置かれた「大学中期計画」の実現
を支えるために、2015年度に「学院中
期計画」を策定した。2020年度は、
「学院中期計画」のアクションプラン
である2020年度事業計画「学院基盤の
強化に向けた取組」により、財政面、
体制整備等の面において大学の教育研
究に関する取組が推進されるよう学院
としての支援を行い、学院中期計画の
最終年度を終了した。
また、2019年度第5回理事会（2020年2
月27日開催）において、本学院が目指
す教学のビジョンであるミッションス
テートメントを決定し、さらに第6回理
事会（2020年3月26日開催）において
は、それを実現させるための次期学院
中期計画の骨子を承認した。2020年度
は学院中期計画骨子に基づき「フェリ
ス女学院中期計画2021-2025」を策定
し、2021～2025年度を本学院が長期的
に発展していくための「教学の自己変
革」の5年間と位置付け、フェリス女学
院一体となった中期計画の実行に向け
て着手した。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
2020年4月施行の私立学校法の一部改正
に対応し、認証評価の結果を踏まえて
学校法人としての中期計画を策定して
いくことになる。大学における内部質
保証の向上に向けた取組との具体的な
連携体制を構築するとともに、学院と
しての支援体制を整備する必要があ
る。

（上記課題への対応状況は、「④現状
説明」に記載。）

■アクションプランや中長期計画など
将来を見据えた計画等にあたるもの
・大学グランドデザイン『Ferris
Univ.2020』
大学案内 > 大学の取り組み > フェリ
ス女学院大学グランドデザイン
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/grand-design.html

・大学中期計画「17-20 PLAN」
大学案内 > 大学の取り組み > 中期目
標・中期計画 > 21-24 PLAN
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/plan_17-20.html

・学校法人フェリス女学院中期計画
（2015～2020）
・2019年度事業計画書
・フェリス女学院ミッションステート
メント（業達19-47）
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大学の理念・目的及び学部・
研究科等の目的を学則又はこ
れに準ずる規則等に適切に明
示し、教職員及び学生に周知
し、社会に対して公表してい
るか。

大学基準1　理念・目的

大学は、自ら掲げる理念に基づき、人材育成の目的その他の教育研究上の目的を適切に設定し公表するとともに、それを実現するために将来を見据えた中・長期の計画そのたの諸施策を明確にしな
ければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

101

大学の理念・目的を適切に設
定しているか。また、それを
踏まえ、学部・研究科の目的
を適切に設定しているか。



 2020年度自己点検・評価シート
（全学内部質保証推進委員会）

基準2（全学内部質保証推進委員会）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

201
内部質保証のための全学的な
方針と手続を明示している
か。

Ａ

（1）下記の要件を備えた内部質保証の
ための全学的な方針及び手続を設定し
明示しているか。
・内部質保証に関する大学の基本的な
考え方
・内部質保証の推進に責任を負う全学
的な組織（全学内部質保証推進組織）
の権限と役割、当該組織と内部質保証
に関わる学部・研究科その他の組織と
の役割分担
・教育の企画・設計、運用、検証及び
改善・向上の指針（ＰＤＣＡサイクル
の運用プロセスなど）

Ａ

内部質保証に関する全学的な方針を設
定し大学公式サイトで明示している。
2019年度に全学内部質保証推進委員会
を発足し、自己点検・評価委員会及び
大学外部評価委員会と連携して本学に
おける内部質保証を推進する活動に取
り組んだ。点検・評価に関わる各委員
会の役割と権限は各委員会規程におい
て明確にしている。また、年間を通し
た点検・評価スケジュールを一覧表と
してまとめ、各委員会及び大学評議
会・大学院委員会を始めとする関係委
員会に示し、学内全体に周知した。
なお、内部質保証を推進する委員会と
学部・研究科その他の組織との役割分
担については、2020年度に実施する
2019年度の自己点検・評価のプロセス
において、大学全体の点検・評価とは
別に、学部・研究科その他の組織にお
ける自己点検・評価を実施し、それぞ
れの視点からの検証を行うことをとお
して、役割と関係性を明確にした。

全学内部質保証推進委員会が発足した
ことで、本学における点検・評価、内
部質保証を推進する組織体制がこれま
でより明確になり、教育研究活動の向
上に向けた取組の活性化に繋がった。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
現在の「内部質保証に関する全学的な
方針」は第2期認証評価の際に設定した
方針のため、第3期認証評価に向けて見
直しの必要がある。

（上記課題への対応）
2020年度末から見直し作業に着手し
た。

■内部質保証関係の規程類
・全学内部質保証推進委員会規程
・自己点検・評価委員会規程
・大学外部評価委員会規程

■学位授与方針、教育課程の編成・実
施方針及び学生の受け入れ方針の策定
のための全学としての基本的な考え方
を明らかにし学内で共有した資料

≪参考≫
■内部質保証のための全学的な方針と
手続に関係するその他の資料として
は、全学内部質保証推進組織と学部、
研究科等との役割分担を示したチャー
ト図などが考えられます。

「2019年度自己点検・評価」に関する
各委員会の流れ

（1）全学内部質保証推進組織・学内体
制を整備しているか。 Ａ

本学の内部質保証の推進に責任を負う
全学的な組織として「全学内部質保証
推進委員会」を2019年度に発足した。
当該委員会のもとには、自己点検・評
価委員会と大学外部評価委員会を置
き、それぞれの役割を明確にしつつも
連携し、本学の教育研究の向上に向け
た取組を促進している。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
全学内部質保証推進委員会は発足して
間もないため、今後、委員会自体の定
期的な自己点検・評価、検証を行って
いく必要がある。

（上記課題への対応）
2019年度末に自己点検・評価を実施。
委員会の活動をルーティン化し、大学
内諸活動の活性化に一定の役割を果た
したことは確認できた。今後もさらな
る体制整備に向けた検討を進めて行く
必要がある。
なお、2020年度は次期中期計画「21-25
PLAN」策定の年度であり、その検討の
ために全学内部質保証推進委員会のも
とに検証・評価タスクフォースを設置
した。学長、副学長、各学部長、大学
選出理事、教務部長、入試部長、大学
事務部長、大学事務部次長で構成され
たタスクフォースにおいて中期計画の
方向性・具体的な事業を検討すること
により、教育の質保証を主眼とする全
学内部質保証推進委員会の取組と中期
計画及び事業計画を有効に関連付ける
活動を行った。

（2）全学内部質保証推進組織はどのよ
うなメンバーで構成されているか。 Ａ

全学内部質保証推進委員会は、学長、
副学長2名、各学部長、各研究科長、大
学事務部長、大学事務部次長で構成し
ている。

■内部質保証関係の規程類
・全学内部質保証推進委員会規程
・自己点検・評価委員会規程
・大学外部評価委員会規程

大学基準2　内部質保証

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、内部質保証システムを構築し、恒常的・継続的に教育の質の保証及び向上に取り組まなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

202
内部質保証の推進に責任を負
う全学的な体制を整備してい
るか。

Ａ



基準2（全学内部質保証推進委員会）

（1）学位授与方針、教育課程の編成・
実施方針及び学生の受け入れ方針の策
定のための全学としての基本的な考え
方を設定しているか。

Ａ

学部については学則第1条「目的及び使
命」に基づき、また、大学院も同様に
大学院学則第1条「目的」に基づき、学
位授与方針、教育課程の編成・実施方
針及び学生の受け入れ方針を策定して
いる。

・大学学則
・大学院学則

（2）方針及び手続に従った内部質保証
活動を実施しているか。 ＜2020年3月
追加項目＞

Ａ

自己点検・評価、外部評価に関する手
続き・方法は、それぞれの委員会規程
に明示している。2019年度に関する自
己点検・評価とそれに対する外部評価
が規定に沿って実施されているかを
2020年度第4回全学内部質保証推進委員
会において検証し、適切に対応された
ことを確認した。

（3）全学内部質保証推進組織による学
部・研究科その他の組織における教育
のＰＤＣＡサイクルを機能させる取組
をおこなっているか。

Ａ

全学内部質保証推進委員会において、
自己点検・評価委員会及び大学外部評
価委員会の検証を行い、その結果に基
づき、学長（全学内部質保証推進委員
長）は教育研究活動の改善・向上のた
めの行動計画を作成することとしてい
る。行動計画に記載した事項について
は、大学評議会及び大学院委員会の議
を経て適切な措置を取り、各学部・研
究科その他の組織におけるＰＤＣＡサ
イクルの機能を促進させることとして
いる。なお、点検・評価の過程で急ぎ
対応することが必要な課題に関して
は、年間の検証プロセスを経ず、課題
が顕在化した時点で大学評議会及び大
学院委員会において報告あるいは審議
し、措置を取ることとしている。

学長（全学内部質保証推進委員長）に
よる教育研究活動の改善・向上のため
の行動計画は11月の大学評議会及び大
学院委員会において承認され、次年度
の事業計画・予算策定のための各学
部・研究科その他の組織とのヒアリン
グの際に活用した。

■全学内部質保証推進組織の活動が分
かる資料
・2020年度全学内部質保証推進委員会
記録
・「2018年度自己点検・評価」に関す
る各委員会の流れ

≪参考≫
■内部質保証システムの機能を示すそ
の他の資料として、大学全体の情報収
集・分析等の取組（ＩＲ）に関する資
料や、全学的な自己点検・評価の結果
を踏まえて立案した改善計画書、その
成果を表した資料等が考えられます。
・2018年度に関する点検・評価の検証
結果に基づく改善・向上のための行動
計画
・2019年度第8回大学評議会記録（2019
年11月13日開催）

（4）学部・研究科その他の組織におけ
る点検・評価を定期的に実施している
か。

Ａ

学部・研究科、その他の組織における
点検・評価について、従来は大学全体
として行う自己点検・評価の中で取り
扱っていたが、2019年度自己点検・評
価から、大学全体の視点とは別に、学
部・研究科、CLA、その他の組織（セン
ター等）による自己点検・評価の実施
を開始した。

■各学部・研究科における自己点検・
評価の活動が分かる資料
・2020年度自己点検・評価シート（各
学部、研究科）

・2019年度第7回全学内部質保証推進委
員会記録（2019年12月4日）

（5）学部・研究科その他の組織におけ
る点検・評価結果に基づく改善・向上
に計画的に取り組んでいるか。

Ａ

学部・研究科、CLA、その他の組織（セ
ンター等）については、各所管委員会
において自己点検・評価を行うことと
し、課題があった場合には、改善に向
けた対応についても委員会で検討する
こととしている。また、各所管におけ
る自己点検・評価結果は、大学自己点
検・評価委員会に報告し、効果が上
がっている点や今後改善が必要な点な
どを共有することとしている。各所管
委員会で取り扱うことが難しい課題に
ついては、自己点検・評価委員会及び
全学内部質保証推進委員会で全学的に
共有した後、学長が改善に向けた計画
（行動計画）を作成する。行動計画
は、大学評議会での承認を経た上で、
関係部門に伝え対応を要請するサイク
ルを構築している。

203
方針及び手続に基づき、内部
質保証システムは有効に機能
しているか。

Ａ

203 （つづき）



基準2（全学内部質保証推進委員会）

（6）行政機関及び認証評価機関等から
の指摘事項（設置計画履行状況調査
等）に対し適切に対応しているか。

Ａ

第2期認証評価時に指摘された項目への
対応状況を「改善報告書」にまとめ、
2019年7月に大学基準協会に提出した。
審査の結果、「今後の改善計画につい
て再度報告を求める事項」についての
指摘はなかったが、各研究科の収容定
員に対する在籍学生数比率が低い状況
にあるので、研究科及び入試課を中心
に引き続き対応に取り組んでいくこと
とした。

■文部科学省及び認証評価機関からの
指摘事項への対応状況を示す資料
・改善報告書（2019年7月提出）
・大学基準協会からの指摘事項への対
応状況（自己点検・評価委員会での進
捗確認）

（7）点検・評価における客観性、妥当
性を確保しているか。 Ａ

自己点検・評価を含む全学的な内部質
保証の適切性・有効性を客観的に担保
し、教育研究水準の向上と活性化を図
るため、2018年度から大学外部評価委
員会を設置している。2020年度大学外
部評価委員会では、「2019年度事業報
告」「2019年度自己点検・評価結果」
をもとに本学の取組に関する意見交換
が行われ、点検・評価に関する学内体
制に関しては、「PDCAサイクルをベー
スとした点検・評価を行い、前年度に
あげた課題に対して一定の成果があげ
られている。」との評価を受けた一
方、「PDCAサイクルにおける検証の実
質化を図るためにも、それぞれの対応
スケジュールを明確にすることが望ま
れる。」との指摘があった。なお、
「フェリス女学院大学外部評価報告
書」としてまとめられた委員による改
革・改善のための提言・助言は学長に
提出され、学内の委員会を通じて教職
員に還元し、次年度の取組等に活かす
こととしている。

≪参考≫
■自己点検・評価の客観性・妥当性を
図る取組を示す資料として、外部評価
の受審に関する資料等が考えられま
す。
・2020年度フェリス女学院大学外部評
価報告書



基準2（全学内部質保証推進委員会）

（1）教育情報、自己点検・評価結果、
財務、その他の諸活動の状況等を公表
しているか。

Ａ

教育研究活動については、「学校教育
法施行規則」第172条の2に基づく「教
育情報の公表」として、法令に定めら
れている事項を中心に大学公式サイト
の「情報公開」ページに掲載してい
る。また、教職課程を設置しているこ
とから、教育職員免許法施行規則第22
条の6に基づく「教員の養成の状況につ
いての情報」も「情報公開」ページに
掲載している。
自己点検・評価結果については、各年
度の自己点検・評価結果の総括を大学
公式サイトに掲載しているが、全学内
部質保証推進委員会において公表資料
の適切性について意見交換を行い、
2019年度自己点検・評価結果からは、
総括に加えて各学部・研究科、各部門
が行った自己点検・評価資料（自己点
検・評価シート）もあわせて掲載する
こととした。
財務情報については、「情報公開」
ページに学院ホームページの当該ペー
ジをリンクさせ掲載している。
その他、学校安全計画、障がい学生支
援に関する情報なども関連法令に基づ
き公表している。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
2020年2月に文科省が公表した「教学マ
ネジメント指針」では、情報公表も教
育研究水準の向上を図る上で重要な取
組の一つとして位置付けられ、公表例
が示されている。指針は「そのまま従
う「マニュアル」ではない」とされて
いるが、本学における教育の質の保
証、教学マネジメントの確立の観点か
ら、学修成果・教育成果の把握・可視
化を進め、適切に公表していく必要が
ある。

（上記課題への対応状況）
「教学マネジメント指針」の中で「公
表することが考えられる内容」とされ
ている項目のうち、本学として対応し
ていないもの（例：入学年度別・年度
ごとの平均履修単位数、平均修得単位
数など）については、公表内容・公表
方法等について担当部署と相談の上検
討していく。

■教育情報を公表しているウェブサイ
ト
・大学公式サイト
大学案内 > 情報公開 > 法令に基づく
情報公開
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/information-disclosure/

■自己点検・評価の結果を公表してい
るウェブサイト
・大学公式サイト
大学案内 > 情報公開 > 大学評価・自
己点検
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/information-
disclosure/evaluation.html

■財務の情報を公表しているウェブサ
イト
・法人サイト
フェリス女学院の基本情報 > 事業計
画・事業報告・財務情報
https://www.ferris.jp/about/report.
html

（2）公表する情報は正確かつ信頼でき
るものであるか。 Ａ

教育情報は、学校基本調査の数値、学
内会議等で確定した情報を5月～6月上
旬を目途に掲載している。自己点検・
評価結果は、自己点検・評価委員会で
点検・評価を行った後、全学内部質保
証推進委員会及び大学評議会・大学院
委員会に報告した上で掲載している。
財務情報は、5月開催の理事会で承認さ
れたのち、すみやかに掲載している。

（3）公表する情報を適切に更新してい
るか。 Ａ

公表する情報は、年度末に点検を行
い、各項目の担当部門に更新依頼をし
ている。年度途中で変更が生じた項目
については随時更新し、常時最新の情
報が公表できるよう努めている。

≪参考≫
■情報公開の状況を示す資料のほか、
情報公開の適切性について検討した会
議体の議事録等を資料とすることが考
えられます。
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教育研究活動、自己点検・評
価結果、財務、その他の諸活
動の状況を適切に公表し、社
会に対する説明責任を果たし
ているか。

Ａ



基準2（全学内部質保証推進委員会）

（1）全学的なＰＤＣＡサイクルは、適
切かつ有効か。 Ａ

2019年度に発足した全学内部質保証推
進委員会を要として、その下に置かれ
る自己点検・評価委員会及び大学外部
評価委員会との連携により、点検・評
価機能は有効に働いている。また、全
学内部質保証推進委員会と大学評議
会・大学院委員会との関係やそれぞれ
が担う役割も規程上、明確化されてお
り、内部質保証体制の整備が進むとと
もに、合わせて学内のＰＤＣＡサイク
ル機能も充実化している。

2020年度は次期中期計画「21-25
PLAN」策定の年度であり、その検討の
ために全学内部質保証推進委員会のも
とに検証・評価タスクフォースを設置
した。学長、副学長、各学部長、大学
選出理事、教務部長、入試部長、大学
事務部長、大学事務部次長で構成され
たタスクフォースにおいて中期計画の
方向性・具体的な事業を検討すること
により、教育の質保証を主眼とする全
学内部質保証推進委員会の取組と中期
計画及び事業計画を有効に関連付ける
活動を行った。

（2）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く内部質保証システムの点検・評価を
実施しているか。

Ａ

内部質保証の適切性について、2020年
度第10回全学内部質保証推進委員会
（2021年3月3日開催）において、点
検・評価項目に従って、「2020年度自
己点検・評価シート（大学基準2）」の
記載内容をもとに点検・評価を行っ
た。

（3）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

「⑥今後改善が必要な点」で挙げた事
項についての対応を進め、本学におけ
る内部質保証のさらなる体制整備に取
り組んで行く。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【必須】

本学では、新型コロナウイルスへの対策について、大学として判断が必要な事項についての検討・調整を行うため、2020年3月25日に「新型コロナウイルス対策本部」を設置した。（学決19-1
（2020年3月25日発信））
授業の実施方針、キャンパスへの入構や課外活動に関する方針など、全学的な指示や発信が適切な事案については、適宜対策本部において検討を行い対応する一方で、個別の事案への具体的対応策
については、従来どおり関係各所管部署にて検討し、それぞれの判断において実施することが適切な場合には遅滞なく実施に移し、対策本部に報告することとしている。対策本部と各所管部署との
役割を明確にすることで、迅速かつきめ細やかな対応をとることができている。また、コロナ禍においても教育の質を維持するための対策を全学的に検討し実施することもできた。
全学内部質保証推進委員会では、大学基準協会からの通知「2021年度の大学評価及び短期大学認証評価について」を受けて、2020年度自己点検・評価において、従来の自己点検・評価に加え、
COVID-19への対応・対策についての点検・評価も行うことを決定した（2020年度第7回全学内部質保証推進委員会（2020年12月9日開催））。各所管における点検・評価結果は2021年6月の自己点
検・評価委員会で報告されることとなっており、これを受け、全学内部質保証推進委員会において対応・対策についての検証を行うこととしている。
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内部質保証システムの適切性
について定期的に点検・評価
を行っているか。また、その
結果をもとに改善・向上に向
けた取組を行っているか。

Ａ

≪参考≫
■内部質保証システムの改善実例を示
す資料や、全学的なＰＤＣＡサイクル
の適切性、有効性を学内で検証し改
善・向上に取り組んだことが分かる資
料などが考えられます。
・「2019年度自己点検・評価」に関す
る各委員会の流れ
・2020年度全学内部質保証推進委員会
記録
・2019年度に関する点検・評価の検証
結果
・2019年度に関する点検・評価の検証
結果に基づく改善・向上のための行動
計画
・2020年度自己点検・評価シート

・大学全学内部質保証推進委員会は、内部質保証システムを機能させる観点から、内部質保証に関する手続きや全学及び学科等を単位としたPDCAサイクルの運営などにおい
て、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたかを記述してください。



 2020年度自己点検・評価シート
（大学全体）

基準3（企画・広報課）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

Ａ

本学は、理念・目的の実現のための教
育研究組織として、文学部（英語英米
文学科、日本語日本文学科、コミュニ
ケーション学科）、音楽学部（音楽芸
術学科、演奏学科）、国際交流学部
（国際交流学科）の3学部・6学科、ま
たこれらを基礎とする人文科学研究
科、（英語英米文学専攻、日本語日本
文学専攻、コミュニケーション学専
攻）、音楽研究科（音楽芸術専攻、演
奏専攻）、国際交流研究科（国際交流
専攻）の3研究科・6専攻からなる大学
院を設置している。
これらの学部及び大学院は、大学学
則、大学院学則において明示されてい
る目的及び使命のもと教育研究目的を
定め、大学の理念・目的を具現化する
ための教育研究組織として編成されて
いる。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ａ

本学では、理念・目的の実現のための
教育研究組織として、学部、大学院の
ほかに、教育研究の拠点となる附属機
関・組織を設置している。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

本学では大学グランドデザイン
『Ferris Univ. 2020』の中で、共通教
育の見直しを行い、2017年度に全学教
養教育機構（CLA）を設置した。CLA
は、学部・学科の専門教育と並行し
て、新しい時代に主体的な役割を果た
すために必要な知識と語学運用能力、
課題発見・課題解決の方法を4年間にわ
たって学ぶリベラル・アーツ教育の拠
点である。
また、キャンパス内外の国際交流活動
をさらに活性化し、留学を志す学生と
受入留学生の支援を担う機能の充実を
図るため、前身である留学センターを
踏まえる形で2017年度に国際センター
を設置した。
音楽学部では、現代社会のニーズに
合った音楽分野の教育を実現するた
め、2019年度から従来の2学科体制から
1学科体制に改組統合しカリキュラムの
さらなる充実を図っている。

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ



基準3（企画・広報課）

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

学部・研究科、その他各組織におい
て、「点検・評価シート（大学基準
3）」の項目に沿って、各組織の適切性
について点検・評価を行っている。
さらに、2021年度第1回自己点検・評価
委員会（2021年6月23日開催）におい
て、学部・研究科、その他各組織の
「点検・評価シート（大学基準3）」を
もとに、教育研究組織の適切性に関す
る全学的な点検・評価を実施した。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

学部・研究科、その他各組織から提出
された点検・評価シートをとおして、
さらなる改善を必要とする課題につい
て確認した。

音楽学部は、現代社会のニーズに合っ
た音楽分野の教育を実現するため、
2019年度に従来の2学科体制から1学部1
学科体制に改組統合した。入学者数は
2019年度83名、2020年度81名、2021年
度84名と、入学定員（75名）を充足し
ている。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
音楽研究科では、2019年度の音楽学部
の改組統合を踏まえ、今後の研究科の
体制について検討を開始することを関
係者で確認した。
（上記課題への対応状況）
今後の研究科の体制について、2020年
度は新型コロナ感染症の影響で十分な
打ち合わせができなかったが、2021年
度は2019年度に開始した準備計画を進
展させる予定である。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
国際交流研究科では、長期履修制度の
あり方及び修了レポート制度の運用に
ついて見直しの必要があることを確認
した。
（上記課題への対応状況）
修了レポート制度により在学している
院生の修了が2021年前期末と見込まれ
るため、それを受けて社会人院生を対
象とした修了レポート、長期履修生両
制度の再検討を行う。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・全学教養教育機構（CLA)会議記録
・大学キリスト教研究所運営委員会記
録
・教職課程委員会記録
・言語センター運営委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・国際センター委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・宗教センター運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート
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教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（全学教養教育機構）

基準3（CLA) 

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料

・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ａ

全学教養教育機構（CLA：Center for
the Liberal Arts）は、本学における
全学教養教育の推進を通じて、学士課
程教育の質の向上並びに学則第1条の目
的及び使命を達成することを目的とし
て設置された。
これに基づき、全学教養教育機構で
は、本学における共通科目であるCLAコ
ア科目、語学科目、また外国人留学生
に関する授業科目の運営に必要な事項
を検討するとともに、その適切性の検
証と改革に取り組んでいる。
運営にあたっては、全学的基本方針を
策定する「全学教養教育機構（CLA）会
議」（議長：学長）、機構の諸事業の
運営・管理を担う「全学教養教育機構
（CLA）運営会議」（委員長:全学教養
教育機構長（全学教育担当副学長）、
CLAコア科目の実施・運営を担う「CLA
コア科目運営委員会」（委員長：委員
の互選）をそれぞれ置き、全学的な方
針のもとで運営する体制となってい
る。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

全学教養教育機構は、本学の伝統であ
るリベラルアーツ教育を21世紀型の教
養教育として展開する拠点として2017
年度に設置された。全学部の学生を対
象に、4年間を通じた体系的なカリキュ
ラムを編成し、「新しい時代を切り拓
く女性」を育成。高い言語運用能力と
幅広い教養を身につけ、しなやかに他
者と共生しつつ、21世紀の新たなス
テージを切り拓いていくためのカリ
キュラムがデザインされている。
CLAコア科目の中でも特徴的な科目「プ
ロジェクト演習」は、本学の教育理念
「For Others」を具体化した内容、か
つ、学部横断的・学際的な内容の課題
を解決することを目指すPBL（Project
Based Learning）の演習科目である。
大学での学びと社会との接点を意識し
つつ、現代社会で求められる教養につ
いて、主体的・体験的に学ぶ機会を提
供している。
語学科目については、「英語」「初習
外国語」ともに2021年度からの新カリ
キュラムに向けて改革に取り組んでい
る。「英語」は、4技能を総合的に活用
できるようなカリキュラムへの変更と
それを実現するための教育指導体制の
構築、「初習外国語」は、主としてイ
ンテンシブ・コースでPBLやアクティ
ブ・ラーニング形式の授業の展開な
ど、より実践的な要素を追加したカリ
キュラムの検討を進めた。

「プロジェクト演習」開講3年目の2020
年度は、「フェリス女学院150周年記念
プロジェクト」「横浜と音楽」「ボラ
ンティアと地球」「若者による文化の
創造と発信」をテーマに展開したほ
か、CLAコア科目、語学科目において
も、学問の動向、社会的要請、大学を
取り巻く環境に配慮した内容を適切に
取り入れている。　　　「フェリスプ
ラス実践教養探求課程」は多くの学生
の応募があり、46名の第2期修了生を予
定している。

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ



基準3（CLA) 

CLA科目の中に「フェリスプラス実践教
養探求課程」を設置した。この課程の
目標は、「フェリスらしいリーダーの
育成」「実践や体験を通じて社会貢献
を学ぶ」「学部横断型の学びで視野を
広げる」ことである。就職課のサポー
トを受けて、人材養成プログラムとし
て、実践型の力を身に付けることがで
きる。フェリスプラスノート（ポート
フォリオ）を使って、自らを振り返
り、成果を記録しながら、成長でき
る。必修科目「プロジェクト演習」を
含め、CLA科目の所定単位を履修し、修
了した学生には「実践教養探求課程修
了証」を発行する。修了にあたって
は、機構長・就職課長の面談を行い、
今後の学修、キャリア形成のアドバイ
スを行っている。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

全学教養教育機構における教員組織の
適切性について、2021年度第2回全学教
養教育機構（CLA）会議（2021年5月25
日～27日持ち回り開催）において、点
検・評価項目に従って、「2020年度自
己点検・評価シート（大学基準3）」の
記載内容をもとに点検・評価を行っ
た。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

今回の点検・評価の結果等を委員で共
有するだけでなく、次年度以降の諸事
業の運営・管理面において必要があれ
ば、機構長を中心に定期的に検討・調
整を図っていくことを確認した。

2019年度フェリス女学院大学外部評価
報告書（2019年度第7回大学評議会
(2019年10月9日開催)資料）

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
■役割等の適切性を検証したことを示
す各種委員会、全学内部質保証推進組
織等に関する資料、改善・向上に向け
て取り組んだことが分かる資料など

・全学教養教育機構（CLA)会議記録
・全学教養教育機構（CLA)運営会議記
録
・CLAコア科目運営委員会記録
・自己点検・評価シート

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（キリスト教研究所）

基準3（キリスト教研究所)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ａ

キリスト教研究所は、キリスト教、キ
リスト教文化及びキリスト教学校教育
について学術的研究を行い、広く学内
外へ成果を発表するとともに、本学の
教育の改善に寄与し、学則第1条の目的
及び使命を達成することを目的として
設置された。
2020年度は、新型コロナウイルス感染
症のために、いくつかの活動を中止・
延期せざるを得なかった。キリスト教
研究所における『キリスト教研究所紀
要』6号の編集・発行は、第7号（2022
年3月発行予定）との合併号とすること
とした。連続講演会として定着をみて
いるキリスト教研究所講演会について
も感染症拡大抑制のため延期とした。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

キリスト教研究所では、本学の建学の
精神をさらに明確化し、本学ならでは
の特色ある教育・研究を全学規模で実
現するため、本学のリベラルアーツ教
育の拠点「CLA」に開設されているキリ
スト教科目及びキリスト教関連科目の
ありかたや今後の教員配置などについ
て検討している。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教育研究組織の適切性について、キリ
スト教研究所では、2021年度第1回キリ
スト教研究所運営委員会（2021年４月
14日開催）において、点検・評価項目
に従って、「2020年度自己点検・評価
シート（大学基準3）」の記載内容をも
とに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

点検・評価の結果、新型コロナウイル
ス感染症に左右されない「キリスト教
研究所講演会」のあり方を検討し、
Zoom等のWeb会議システムを用いた講演
会を開催していくことを決定した。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・全学教養教育機構（CLA)会議記録
・大学キリスト教研究所運営委員会記
録
・教職課程委員会記録
・言語センター運営委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・国際センター委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・宗教センター運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（教職センター）

基準3（教職センター)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ａ

教職センターは、学則第42条の２の規
定に基づき、本学の教育理念‘For
Others'に示される、他者のために、そ
して他者とともにという観点に立ち、
幅広い教養と専門的な知識によって教
育活動を実践することのできる教員を
養成するため、本学における教職課程
の運営に係る諸事業の推進に当たるこ
とを目的として設置された。
2020年度においても引き続き、全学体
制で教職課程を推進するために教職課
程委員会を開催し、教職課程の現状な
どを報告・審議し、その結果に基づ
き、教職課程履修学生がスムーズに教
員免許状を取得できるよう、適宜、履
修者全体あるいは個人に宛てての連
絡・面談を実施し、指導・支援を行っ
た。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

教育に対する社会的要請が反映された
コアカリキュラム、ならびに、本学の
教育理念に基づく教員たるに必要な構
え、さらには、COVID-19の影響で教育
現場での対応が強く求められるように
なったICT教育にも対応出来る知識・技
能を履修学生が修得できるよう、最先
端の教育課題にふさわしい講師を適宜
科目内に招くなど配慮している。ま
た、教員免許状の取得に留学が足枷と
ならないよう、履修学生の留学にあ
たっては、事前・事後の説明・支援を
面談を含め実施している。
一方で、本学の教育理念に基づく教員
養成の内容をまとめ、社会に向け発信
すべく、2021年度に「教職センター報
告」を発行する準備を進めている。
なお、以上の配慮に関しては、教職課
程委員会での審議・報告を以てこれを
施行している。

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

301

大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ



基準3（教職センター)

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教育研究組織における教職センターの
適切性について、2021年度第2回教職課
程委員会（2021年6月1～3日開催）にお
いて、点検・評価項目に従って、
「2020年度自己点検・評価シート（大
学基準3）」の記載内容をもとに点検・
評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

点検・評価の結果に基づき、次年度も
引き続き、本学の教育理念に基づく教
員養成をスムーズに推し進められるよ
う、履修学生への支援ならびに新規開
講科目を含めた科目内容の充実に取り
組むことを決定した。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・全学教養教育機構（CLA)会議記録
・大学キリスト教研究所運営委員会記
録
・教職課程委員会記録
・言語センター運営委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・国際センター委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・宗教センター運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

COVID-19の影響で、教育実習の中止・期間短縮、また、介護等体験の中止・辞退が発生した。これらへの対応として、文部科学省からの通達を根拠に、下記の対応を実施した。

教育実習の中止・期間短縮への対応：
　・教育実習内容を補填出来るよう、教科教育法担当教員へ依頼し作成していただいた課題を該当する学生に課し、提出された課題へのフィードバックをもって対応した。

介護等体験の中止・辞退への対応：
　・文部科学省から提供された課題を該当学生に課し、提出された課題へのフィードバックをもって対応した。

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（言語センター）

基準3（言語センター) 

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ａ

言語センターは、本学における語学教
育の充実を図るために、次に掲げる事
項に係る諸事業の推進に当たることを
目的として設置された。
(1)語学科目の授業・行事支援に関する
事項
(2)語学科目の教材作成支援に関する事
項
(3)ＬＬ教室等の運営・管理に関する事
項
(4)語学学習支援プログラムの運営に関
する事項
(5)その他委員会が決定した業務に関す
る事項
2020年度は、初習外国語「Ⅰ（入
門）」共通テキスト『Varietas』及び
『Ferris Voices』の刊行、外国語に関
する正課外活動の遠隔での実施、今後
の運用を踏まえて言語センター、CALL
教室及びLL小教室を改修するなど、言
語に係る観点から本学における建学の
精神・教育理念の明確化・具体化の推
進に取り組んだ。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

言語センターでは、学生が本学のディ
プロマ・ポリシーに明記されている
「高度な外国語運用能力」を修得・涵
養し、人材養成目的を実現するため、
本学のリベラルアーツ教育の拠点
「CLA」に開設されている語学科目のあ
りかたや、それに伴う教室改修・語学
学習支援プログラムの運営について、
英語教育運営委員会及び初習外国語教
育運営委員会と連携のうえ、検討して
いる。

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ



基準3（言語センター) 

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教育研究組織の適切性について、言語
センターでは、2021年度第1回言語セン
ター運営委員会（2021年4月28日開催）
において、点検・評価項目に従って、
「2020年度自己点検・評価シート（大
学基準3）」の記載内容をもとに点検・
評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

点検・評価の結果、次年度は、次期大
学グランドデザイン『Ferris
Univ.2030』の教学改革の一つである
2021年度からの語学カリキュラム改革
に注力し、本学の建学の精神、教育理
念、またそれに基づく語学教育につい
て学内外に広く示す機会とすることを
決定した。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・全学教養教育機構（CLA)会議記録
・大学キリスト教研究所運営委員会記
録
・教職課程委員会記録
・言語センター運営委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・国際センター委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・宗教センター運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

主に語学学習支援プログラムの一環として次のような対応を行った。
・外国語に関する正課外活動として、過年度は対面で実施していた語学学習カウンセリング及び語学カフェについて、Zoomを使用して遠隔で実施した。
・語学学習に役立つ情報を１週間に１回メールマガジン形式で配信した。
・後期から、通常対面でのみ実施していた教材貸出について、郵送でも対応した。
また、語学科目の授業・行事支援の一環として次のような対応を行った。
・遠隔授業対応に係る英語教育運営委員会主催のFD活動（英語科目担当教員向け）を例年の2倍以上の頻度で実施した。
・上記FD活動には、初習外国語科目担当教員も任意で参加することができた。
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教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（学生支援センター）

基準3（学生支援センター)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ａ

学生支援センターは、本学学生の保健
管理、学生相談及び障がい学生支援を
企画推進する機関として、修学及び学
生生活における支援を積極的に支援す
るために設置された。
具体的な活動内容等は基準７に記載。

大学の理念・目的を実現するため、学
生が安心して大学生活を送ることがで
きるように、心身の健康管理の面から
適切に学生を支援している。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

学生支援センターでは、社会状況や学
生の変化を踏まえ、柔軟に支援方法に
ついて配慮している。また、2020年度
には学生支援センターからの提案科目
として、CLA科目で「学びの世界を広げ
る－女性を知る～身体・心理・社会の
側面より」を開講し、社会的な要請に
応えた学生支援を行っている。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教育研究組織の適切性について、2021
年度第3回学生委員会（2021年5月19日
開催）において、点検・評価項目に
従って、「2020年度自己点検・評価
シート（大学基準3）」の記載内容をも
とに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

・年度単位での点検・評価と共に、定
例会議にて各取組等の実施状況等を随
時報告し、必要な改善に取り組んでい
る。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

・相談室や保健室への相談や校医面談をオンラインでも対応した。
・総務課と連携し、入構時に体温を測り、発熱が認められる学生には個別に体調を確認し、適切な指示をした。
・総務課と連携し、学内での感染者発生時などに入構者を把握する目的で入構者を記録した。
・総務課と連携し、学内各所に手指用及びその他用の除菌スプレーとティッシュを配置して、学生による除菌行動を促した。
・総務課と連携し、学食、F-Caféなどの机上にパーティションを設け、椅子もディスタンスを保つような指示を貼るなどして感染リスクを軽減する行動を促した。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・全学教養教育機構（CLA)会議記録
・大学キリスト教研究所運営委員会記
録
・教職課程委員会記録
・言語センター運営委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・国際センター委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・宗教センター運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ

Ａ



  2020年度自己点検・評価シート
（国際センター）

基準3（国際センター) 

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科または課
程）構成及び研究科（研究科または専攻）
構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織等の
設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

国際センターは、「国際センター委員会規
程」第３条に規定されている通り、本学学生
の海外留学支援及び促進、外国人留学生
の受入れ、教育及び生活の支援の充実を
図る諸事業の推進を目的に設置されてい
る。

【海外留学支援及び促進】
2020年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、派遣留学プログラムを長期・
短期含めすべて中止とした。2020年度に交
換留学を予定していた学生の意向に基づ
き、在学中の交換留学を希望する学生に対
しては継続して支援を実施している。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
派遣留学プログラムの実施が困難な状況
において、学生の留学に対するモティベー
ションを維持することを目的に、外務省外
交講座の協力を得て「留学準備教養講座」
を計3回開催した、また、協定校との授業交
流（2回）、海外大学との学生交流会（１回）
など、オンラインを活用した多彩なイベント
を複数企画し、計150名以上の参加者を得
た。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等（教育
研究組織）

国際センター委員会規程
2020年度国際センター主催企画（国際セン
ター委員会資料）、各イベントのポスター
2017-2020　PLANの実績（2021年度第1回
国際化推進委員会資料）
オンライン個別相談フライヤー
メール「2021年度留学生入試に関するご案
内（フェリス女学院大学）」（２０２０.１０.７発
信）

【外国人留学生の受入及び支援】
新型コロナウイルス感染症に伴う感染症予
防を観点から、従来の日本語学校訪問は
行わず、電話でのアプローチとオンラインで
の学外の説明会への参加を中心に広報を
行った。
（9月指定校5校、その他4校、計9校に
Tel,/10月過去名刺交換した日本語学校教
員も含め21校にメールで案内）
また、初の試みとして、受験生（留学生）へ
の国際課スタッフによる個別相談会を企画
し実施した。（対応2件）
協定校からの受入交換留学生については、
新型コロナウイルス感染症に伴う日本政府
の水際対策等により、多くの留学希望者が
留学期間の変更、または中止を決めた、結
果的に2020年度後期に輔仁大学（台湾）か
ら2名の学生のみを受け入れた。

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。
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大学の理念・目的に照らして、学
部・研究科、附置研究所、セン
ターその他の組織の設置状況は
適切であるか。

Ａ

（2）大学の理念・目的と附置研究所、セン
ター等の組織は適合しているか。 Ａ

詳細は任意：国際課の「COVID-19 への対
応・対策」参照。
【海外留学支援及び促進】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が
進むなかで、国際交流の手段としてのオン
ラインの利便性が明らかになり、派遣・受入
事業が実施できない状況下でも、世界を近
く感じることのできる体験を学生に提供する
ことができた。

2020年度派遣交換留学予定であった学生
へのきめ細やかな留学支援を行うことで、
学生たちは引き続き、将来の留学実現に向
けて着実に準備を継続している。

【外国人留学生の受入及び支援】
従来型の日本語学校訪問は行わなかった
ものの、電話で各学校の進路担当者との情
報交換を行い、また学外でのオンライン説
明会にも参加権を得たものはすべて参加、
個別相談も随時実施した結果、引き続き私
費留学生の安定した志願者数を確保できて
いる。

【2020年度自己点検・評価における課題】
中期計画では、留学生の派遣件数の増加
が目標として掲げられているが、学生の
ニーズや経済状況及び大学の財政状況な
どから、2021-2014 PLANでは現実的な目
標設定を行った。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、
実際の現地への派遣、本学への受入が困
難な状況がしばらく続くことが考えられる。
ついては、学生の海外への興味、留学への
モティベーションの維持と国際的な学修の
機会を提供するために、2020年度に引き続
き、オンラインを活用した新たな取り組みを
検討していく。

外国人留学生受入事業を活性化することを
目的に、国際センター受入留学生関係の
ホームページ情報の多言語化を進める計
画を継続中である。当初、この計画は2020
年度中に完了することを目標としていたこと
から、2021年度、可能な限り早い段階での
実現を目指している。
多言語化：中国語（繁体字、簡体字）、朝鮮
語、ベトナム語、モンゴル語



基準3（国際センター) 

（3）教育研究組織は学問の動向、社会的要
請、大学を取り巻く国際的環境等に適切に
配慮しているか。

Ａ

国際センターでは、社会的要請や国際的環
境等に配慮しつつ、本学の各教育研究組
織における方針及び目的に沿って、海外留
学プログラム（派遣・受入れ）を適正に実施
している。また、世界各国の教育研究機関
と連携しながら、世界の安全状況に配慮し
つつ、本学在学生の国際交流の機会を提
供している。

交換留学に関連して、協定校との協定書の
更新を随時行った。またアメリカの協定校、
ワシントンカレッジとの協定書更新にあた
り、本学学生に対する学費減免（30％）適用
を得た。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
遠隔授業が主となったことで、留学生にとっ
てはより授業理解に困難が生じることが想
定されたため、チューター制度やLAラン
ゲージ・アシスタント制度を例年以上に積極
的に活用した。
また、在籍確認をオンラインで行うことに加
え、私費留学生の生活及び健康状況の把
握など、月に複数回のグループミーティング
を年間を通して実施した。（計35回）

海外留学支援・促進及び外国人留学生の
受入事業を包括的に担う国際センターとし
て、各国の協定校及び学内の各教育研究
組織との連携を強化することで、充実した
学生支援体制を構築できている。

既存の制度の利用とオンラインを活用し
た、よりきめ細やかなサポート体制を年間を
通して維持したことで、私費留学生及び交
換留学生について、適切な在籍管理と詳細
な生活状況把握に基づいた学修・生活全般
にわたる支援を行うことができている。

【2020年度自己点検・評価における課題】
新型コロナウイルス感染症の影響は今後も
続くことが予想されるため、健康上の理由
で一時帰国している私費留学生の継続的
な状況把握と支援を継続して行う必要があ
る。
日本に留まって修学している私費留学生に
ついても、2020年度同様に支援を継続す
る。

協定書の更新について（教授会資料）

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・
評価を実施しているか。 Ａ

2021年度第6回国際センター委員会（持ち
回り・2021年5月25～27日開催）において、
点検・評価項目に従って、「2020年度自己
点検・評価シート（大学基準3）」の記載内容
に基づく点検・評価を行った。

新型コロナウイルスの感染症拡大を受け、
もともと学生課と共催で計画していた「事故
対応の危機管理シミュレーション」を、規模
を縮小してSD研修「感染症対策の危機管
理を学ぶ」として開催した。この企画によっ
て、全学的に、現在直面している危機への
対応について学ぶことができた。

【2020年度自己点検・評価における課題】
2019年度中の完成を目標としていた「世界
規模での感染症に関する危機管理マニュア
ル」を早急に策定する必要がある。

・危機管理マニュアル

（2）点検・評価結果に基づく改善・向上に取
り組んでいるか。 Ａ

点検・評価の結果、従来の方針どおり、留
学派遣者数及び受入留学生者数の増加に
資する諸事業に取り組むことを確認してい
る。あわせて、学内における国際交流の機
会を充実させる計画である。新型コロナウ
イルス感染拡大に伴い、2020年度は留学
派遣事業及び外国人留学生の受入れにつ
いては、困難な状況となったため、収束後
の留学実現に向けた支援活動に力を注ぐ
方針を決定している。

継続的課題について、国際センター委員会
において議題として取り上げ、留学希望者
及び外国人留学生の日常的なニーズに臨
機応変に対応することができている。
海外留学経験者、外国人留学生の声も参
考に、日頃の活動の点検・評価を行なって
いる。

【2020年度自己点検・評価における課題】
国際センターの業務（とりわけ海外派遣事
業）は、海外の安全状況の影響を非常に受
けやすいため、自己点検・評価の枠組みか
ら外れる突発的な事態が起こり得る。その
ため、さまざまな突発的な事態を想定した
危機管理について点検する方策を考える必
要がある。

コロナ禍における新たな国際的な学びの
場、国際交流の機会を積極的に創造し、学
生に提供していく必要がある。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

・国際センター委員会記録
・2020年度事業計画・振り返り

【派遣留学】
新型コロナウイルス感染症対応の経験に基づき、派遣留学プログラムにおける「誓約書」の見直し、派遣留学プログラム再開に向けた新型コロナウイルス感染症にも対応できる具体的な危機管理体
制の整備を進める。
【留学準備、国際交流の機会提供】
英語検定対策講座、留学準備教養講座、協定校との交流のオンライン化。将来の留学について、留学・海外経験のある専任教員に相談できる機会の提供。
【海外協定校等が提供するオンライン・プログラムの提供】
派遣留学が実現しない間の代替措置として、国際センターを通して海外協定校等が提供するオンライン・プログラムを学生に提供できるよう学内手続きを進めている。
【交換留学生の受入】
日本政府の水際対策に伴う交換留学生の入国サポート、及びビザ取得、入国が困難な本学への交換留学希望者へのサポート。2021年度前期の交換留学希望者4名については、遠隔で実施されている
授業の履修を可能とし、授業回数1/3を超える5月末に入国ができない場合に、交換留学は不成立とするものの、希望者には4月から履修している授業を「聴講」できるよう、学内手続きを進めた。

302

教育研究組織の適切性について
定期的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改善・
向上に向けた取り組みを行ってい
るか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（情報センター）

基準3（情報センター)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ｂ

情報センターは、本学における情報教
育の推進及び情報機器を活用した教育
研究の改革及び改善を図ることを目的
として設置された。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ｂ
学問の動向、社会的要請を踏まえ、情
報機器を活用した教育方法の研究開発
及び支援を行うことを目指している。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｃ

2020年度においては、年度当初から新
学長がセンター長を務め、その後副学
長に交替するなど、運営委員会におい
て点検・評価を行うことが困難な状況
にあった。次年度に向けて、組織のあ
り方をふくめ、センターの運営体制を
見直しできるように取り組んでいる。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｃ

2019年度から組織体制の建て直しを掲
げ、そのための方策を具体的に議論し
ているが、これらの取り組みの成果が
出ているとは言い難い。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

情報センターでは、本部情報システム課及び大学教務課の主導と支援により、新型コロナウイルス感染症蔓延対策としての遠隔学修システムを充実させ、授業の円滑な運営を支援した。例年、初年
次生を対象とした授業の中で実施している情報教育支援については、ネット利用上の注意についての動画リストを配布し活用してもらう形式とした。年度末には緑園・山手両キャンパスの無線LAN
更新工事も実施し情報環境の向上を図った。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・全学教養教育機構（CLA)会議記録
・大学キリスト教研究所運営委員会記
録
・教職課程委員会記録
・言語センター運営委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・国際センター委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・宗教センター運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

301

大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ｂ

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ｃ



 2020年度自己点検・評価シート
（宗教センター）

基準3（宗教センター)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ａ

宗教センターは、本学の教育・研究の
基本精神であるキリスト教（プロテス
タント）に係る諸事業の推進に当たる
ことを目的として設置された。
2020年度は、学期期間中、月曜と木曜
の週二回、チャペルサービスの動画配
信を行い。視聴URLをFerris Passport
とサイボウズで配信した。
また、前期と後期のキリスト教講演会
とクリスマス礼拝を、やはり動画配信
にて行い、サマー・リトリートはzoom
にて行った。
さらに、聖書研究会、読書会もzoomに
て行い、そのほかに、諸行事を報告す
る「待望」を年二回発行、説教集「真
理に生きる」を年一回発行した。

・宗教センター規定

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

宗教センターは、本学の教育・研究の
基本であるキリスト教の諸活動が学内
において実質化・活発化されるため、
毎週の学内礼拝の週間主題の見直し、
講演会の適切な講師の選任、サマー・
リトリートなどの行事内容の刷新など
に取り組んだ。

・宗教センター運営委員会記録

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

教育研究組織の適切性について、宗教
センターでは、2020年度第8回宗教セン
ター委員会（20201年3月3日開催）にお
いて、点検・評価項目に従って、
「2020年度自己点検・評価シート（大
学基準3）」の記載内容をもとに点検・
評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

今年度は学院創立150周年にあたり、学
院や中高と連携しながらのキリスト教
関連諸事業に取り組む予定であった
が、ほとんど実施できなかった。それ
らを次年度改めて実施するか、検討す
る。
また、For Othersの精神のさらなる涵
養のため、バリアフリー推進室、ボラ
ンティアセンターと連携した研修プロ
グラムを実施する予定であったが、今
年度は実施できなかった。これも次年
度の実施について、検討する。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

COVID-19により、集会が実施できなくなったため、チャペルサービスや講演会は動画配信にて行い、それ以外の集会はzoomにより実施した。

・宗教センター運営委員会記録
・自己点検・評価シート

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

301

大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（ボランティアセンター）

基準3（ボランティアセンター) 

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的と学部（学科ま
たは課程）構成及び研究科（研究科ま
たは専攻）構成は適合しているか。

■附置研究所、センターその他の組織
等の設置趣旨や活動内容が分かる資料
・大学規程
・全学教養教育機構（CLA)規程
・大学キリスト教研究所規程
・教職センター規程
・言語センター規程
・学生支援センター規程
・国際センター規程
・情報センター規程
・宗教センター規程
・ボランティアセンター規程

（2）大学の理念・目的と附置研究所、
センター等の組織は適合しているか。 Ａ

当センターでは、外部講師を招致し、
講演会やシンポジウム等を開催し、学
生の専門性を高めるよう努めている。
また、アンネのバラプロジェクトにお
けるアンネのバラ礼拝等、本学の目的
と合致した取り組みを行っている。
また、ボランティアセンターでは、本
学の教育理念「For Others」に基づ
き、平和及び福祉に関するプロジェク
トを充実させ、学生スタッフの育成に
努めている。そして、国内で第一線で
活躍する女性の有識者とのプロジェト
を推奨しており、時代を先駆し、自立
した女性となるよう、努めている。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表1）組織・設備等
（教育研究組織）

（3）教育研究組織は学問の動向、社会
的要請、大学を取り巻く国際的環境等
に適切に配慮しているか。

Ａ

当センターでは、既存のプロジェクト
に加え、より学生が国内外の課題解決
に自発的に取り組めるよう、様々な取
り組みを実施している。

 当センターが国際シンポジウムを主催
したTICAD（アフリカ開発会議）にて提
唱された「横浜行動計画」を実現でき
るよう、持続可能な社会の実現のため
全国の RCE（Regional Centers  of
Expertise on ESD:ESD推進の地域拠
点）との連携に務め、特にRCEの拠点で
ある国連大学や神戸大学、中部大学と
の関係を強化した。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

ボランティアセンターでは、プロジェ
クトの終了後、アンケートを実施して
おり、運営委員会に対しそのアンケー
ト結果を共有し、それを元に適切に点
検・評価を実施してる。

Googleフォームを利用したアンケート
実施により、学生から高い回答率を得
ており、また、評価も項目ごとに可視
化したデータを収集しており、次のプ
ロジェクトに効果的に反映している。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

点検・評価の結果、学生スタッフがよ
り広報活動に参画するよう、取り組み
を強化している。学生スタッフによる
広報動画制作等、芸術的な側面の育成
も重視している。また、学生が広報活
動に携わるために、プロジェクトの理
解、ボランティアに関する理解や知識
の補間に一層取り組む。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・附置機関等において、全学的なCOVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
■学部・研究科構成、附置研究所等の
役割等の適切性を検証したことを示す
各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けて
取り組んだことが分かる資料などが考
えられます。
・全学教養教育機構（CLA)会議記録
・大学キリスト教研究所運営委員会記
録
・教職課程委員会記録
・言語センター運営委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・国際センター委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・宗教センター運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

大学基準3　教育研究組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、教育研究組織を適切に整備しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

301

大学の理念・目的に照らし
て、学部・研究科、附置研究
所、センターその他の組織の
設置状況は適切であるか。

Ａ

302

教育研究組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を行っ
ているか。また、その結果を
もとに改善・向上に向けた取
り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（大学全体）

 基準4（教務課）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

■学位授与方針を公表しているウェブ
サイト

・大学公式サイト
【大学全体】
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

【文学部英語英米文学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/literature/english-literature/

【文学部日本語日本文学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/literature/japanise-literature/

【文学部コミュニケーション学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/literature/communication/

【国際交流学部国際交流学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/international-exchange/course/

【音楽学部音楽芸術学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/music/musical-art/

【人文科学研究科英語英米文学専攻
博士前期課程・博士後期課程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-
school/humanities/english-
literature.html

【人文科学研究科日本語日本文学専攻
博士前期課程・博士後期課程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-
school/humanities/japanese-
literature.html

【人文科学研究科コミュニケーション
学専攻　博士前期課程・博士後期課
程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-
school/humanities/communication.htm
l

【国際交流研究科国際交流専攻　博士
前期課程・博士後期課程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-school/international-
course/course.html

【音楽研究科　修士課程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-school/music/

大学基準4　教育課程・学習成果

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を定め、公表しなければならない。また、教育課程の編成・実施方針に則して、十分な教育上の成果
を上げるための教育内容を備えた体系的な教育課程を編成するとともに、効果的な教育を行うための様々な措置を講じ、学位授与を適切に行わなければならない。さらに、学位授与方針に示した学
習成果の修得状況を把握し評価しなければならない。

401
授与する学位ごとに、学位授
与方針を定め、公表している
か。

Ａ

（1）課程修了にあたって、学生が修得
することが求められる知識・技能・態
度等、当該学位にふさわしい学習成果
を明示した学位授与方針を適切に設定
し公表しているか。

Ａ

＜学士課程＞
■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のディプロマ・ポリシーとして明記
している。【学生要覧、大学公式webサ
イト】
<修士課程・博士課程＞
■学生要覧、大学公式webサイトに各研
究科のディプロマ・ポリシーとして明
記している。【学生要覧、大学公式web
サイト】



基準4（教務課）

（1）下記内容を備えた教育課程の編
成・実施方針を設定し公表している
か。（授与する学位ごと）
・教育課程の体系、教育内容
・教育課程を構成する授業科目区分、
授業形態等

Ａ

＜学士課程＞
■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のカリキュラム・ポリシーとして明
記している。【学生要覧、大学公式web
サイト】
<修士課程・博士課程＞
■学生要覧、大学公式webサイトに各研
究科のカリキュラム・ポリシーとして
明記している。【学生要覧、大学公式
webサイト】

■教育課程の編成・実施方針を公表し
ているウェブサイト
・大学公式サイト
※401の根拠資料「学位授与方針」と同
じページ

（2）教育課程の編成・実施方針と学位
授与方針とは適切な連関性があるか。 Ａ

■カリキュラム・マップ及びシラバス
における各科目の到達目標という形で
連関性を持たせている。【学生要覧、
シラバス】

（1）各学部・研究科において適切に教
育課程を編成するための措置を講じて
いるか。
・教育課程の編成・実施方針と教育課
程の整合性
・教育課程の編成にあたっての順次
性・体系性への配慮
・単位制度の趣旨に沿った単位の設定
・個々の授業科目の内容・方法
・授業科目の位置づけ（必修、選択
等）
 ・各学位課程にふさわしい教育内容の
設定
 ・初年次教育、高大接続への配慮
（【学士】【学専】）
 ・教養教育と専門教育の適切な配置
（【学士】）
 ・コースワークとリサーチワークを適
切に組み合わせた教育への配慮等
（【修士】【博士】）
 ・教育課程の編成における全学内部質
保証推進組織等の関わり

Ａ

■カリキュラム・ポリシーに基づき、
毎年度科目の改廃を実施している。
■科目の改廃にあたっては科目設置の
目的、内容・授業方法の概要、科目区
分、単位数、履修年次、ナンバリング
を明記した資料により大学教務委員会
で審議する。【大学教務委員会資料】
■学士課程においては各学科で導入教
育科目（文学部各学科：「R&R（入門ゼ
ミ）」、国際交流学科：「導入演
習」、音楽芸術学科：「基礎演習」）
を設け初年次教育、高大接続を行って
いる。
【開講科目表、学生要覧】
■修士課程・博士課程では各専攻にお
いてコースワーク（研究科目）とリ
サーチワーク（演習科目）を設け、両
科目の修得を課している。【大学院要
覧】

（2）学生の社会的及び職業的自立を図
るために必要な能力を育成する教育を
適切に実施しているか。

Ａ

■各学科専門科目の大部分が他学科学
生履修可能となっており、学生は幅広
く教養、技能を修得することが可能と
なっている。【学生要覧】
■全学教養教育機構のCLAコア科目では
社会と仕事を学ぶ「キャリア形成の理
解１，２」「キャリア系の知識を深め
る１，２，３」「社会人基礎力の取得
と実践１，２」「キャリア実習（短期
インターンシップ、長期インターン
シップ」を開講しいている。【学生要
覧、開講科目表】

403

教育課程の編成・実施方針に
基づき、各学位課程にふさわ
しい授業科目を開設し、教育
課程を体系的に編成している
か。

Ａ

■履修要項やシラバスなど、教育課程

の内容が分かる資料※

・学生要覧
・大学院要覧
・カリキュラムマップ
（CLA、英語科目、初習外国語科目、英
語英米文学科、日本語日本文学科、コ
ミュニケーション学科、国際交流学
科、音楽芸術学科、演奏学科、教職課
程、日本語教員養成講座）

≪参考≫
■教育課程の体系性を示す資料として
は、カリキュラム・マップ、学協会等
が定めるモデルカリキュラムとの関係

性を示した資料などが考えられます。※

≪参考≫
■当該学位課程に相応しい内容である
ことを示す資料としては、学外者によ
る評価結果など、教育課程の適切性を
第三者的に示す資料などが考えられま

す。※

402
授与する学位ごとに、教育課
程の編成・実施方針を定め、
公表しているか。

Ａ



基準4（教務課）

Ａ Ａ
学生の学習を活性化し、効果
的に教育を行うための様々な
措置を講じているか。

■1学期の登録単位数の上限を24単位と
するCAP制度を設けている。【学生要
覧】
■授業及び授業外に必要な学生の学習
を活性化するため、シラバスにおいて
参考資料の提示、授業外学修の指示を
行っている。
■シラバスは各科目担当部署において
確認をし、カリキュラムとの整合性を
担保している。【「2020年度開講科目
のシラバス点検について（依頼）」
2020年2月17日発信及び「2020年度後期
授業実施方針決定に伴うシラバス修正
の点検について（依頼）」2020年8月26
日発信】

<学士課程>
■演習、実習、ワークショップ等の授
業形態では学科選抜、初回授業時選
抜、要手続、履修者数制限といった手
段で適切な履修数としている【開講科
目表】
■講義科目においても履修者数が200名
を超えた科目は、教育効果の観点から
次年度において120名に制限している。
【開講科目表、大学教務委員会資料】
<修士課程・博士課程>
■大学院要覧「カリキュラムの説明」
及び「履修の説明」において各課程の
研究指導計画を明示し、これに基づき
指導を実施している。【大学院要覧】

■授業期間、単位計算及び履修登録単
位の上限を定めた学則等の資料
・学生要覧

■履修要項、シラバスなど、授業の方

法等が分かる資料※

・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/department
s/syllabus/
・シラバス執筆要領
・開講科目表

＜修士課程、博士課程＞
■研究指導の内容・方法、年間スケ
ジュールをあらかじめ学生が理解する

ための資料※

・大学院要覧

≪参考≫
■学生の学習の活性化を図る取り組み
を示す資料として、学生の能動的参加
を促す授業方法、学習支援ツールや履
修指導等のガイダンス資料などが考え
られます。また、その効果を示す資料
として、授業時間外における学習時間
の状況に関する資料などが考えられま

す。※

・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/department
s/syllabus/
・学修行動調査結果

404

（1）各学部・研究科において授業内外
の学生の学習を活性化し、効果的に教
育を行うための措置を講じているか。
・各学位課程の特性に応じた単位の実
質化を図るための措置（１年間又は学
期ごとの登録単位数の上限設定等）
・シラバスの内容（授業の目的、到達
目標、学習成果の指標、授業内容・方
法、授業計画、授業準備のための指
示、成績評価方法・基準等の明示）及
び実施（授業内容とシラバスとの整合
性の確保等）
・学生の主体的参加を促す授業形態、
授業内容及び授業方法
＜学士課程＞
・授業形態に配慮した１授業あたりの
学生数
＜学士課程＞
・適切な履修指導の実施
＜修士課程・博士課程＞
・研究指導計画（研究指導の内容・方
法、年間スケジュール）の明示とそれ
に基づく研究指導の実施



基準4（教務課）

（1）成績評価及び単位認定を適切に行
うための措置を講じているか。
・単位制度の趣旨に基づく単位認定
・既修得単位の適切な認定
・成績評価の客観性・厳格性を担保す
るための措置
・卒業・修了要件の明示

Ａ

■編入学者の既修得単位については、2
年次編入については30単位以上、3年次
編入については62単位以上を編入学前
大学で修得していることを編入学の条
件とし、編入学時には成績証明書で確
認のうえ、前者については30単位、後
者については62単位を認定している。
いずれの場合においても本学の建学の
精神を具現化したキリスト教科目区分
としては認定せず、本学における修得
を課している。【大学学則、学生要
覧】
■編入学者以外の者についての既修得
単位については、自由選択科目区分と
して、他の単位認定と合わせて60単位
までを認定可としている。【大学学
則、学生要覧】
■成績評価基準は学生要覧に定め、各
科目での具体的成績評価については、
シラバスの「到達目標「成績評価基
準」「成績評価方法」に明記してい
る。【学生要覧、シラバス】
■また学士課程においては成績評価の
ガイドラインを定め、S,A評価の上限を
50%までとしている【学生要覧】
■卒業・修了要件は、学生要覧に明記
している。【学生要覧】

（2）学位授与を適切に行うための措置
を講じているか。
・学位論文審査がある場合、学位論文
審査基準の明示・公表
・学位審査及び修了認定の客観性及び
厳格性を確保するための措置
・学位授与に係る責任体制及び手続の
明示
・適切な学位授与

Ａ

■各研究科各課程は学位論文審査基準
を定め、大学院要覧に明記している。
【大学院要覧】
■学位審査は各研究科委員会の下に最
低３名の教員で構成する審査委員会が
審査し、審査委員会は審査結果を研究
科委員会に報告し、修了判定を行う。
【学位規則】
■特に博士後期課程においては、最低1
名の学外者を審査委員とすることと
し、客観性を担保している。【学位規
則】
■学位授与に係る手続は大学院要覧に
明記している。【大学院要覧】

（1）各学位課程の分野の特性に応じた
学習成果を測定するための指標を適切
に設定しているか。（特に専門的な職
業との関連性が強いものにあっては、
当該職業を担うのに必要な能力の修得
状況を適切に把握できるもの。）

Ａ

■学士課程を通じた統合的な科目とし
て卒業論文等を必修として課し、課程
を通じた成果を測定している。

■修士課程・博士課程においては学位
申請論文の評価によって分野の特性に
応じた学習成果を測定している。

（2）学位授与方針に明示した学生の学
習成果を把握・評価するための方法を
開発しているか。
≪学習成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト
・ルーブリックを活用した測定
・学習成果の測定を目的とした学生調
査
・卒業生、就職先への意見聴取

Ａ

■成績、GPAによって学修成果を把握し
ている。
■成績以外の手段として全学生を対象
とした学修行動調査を毎年度実施して
いる。
■特に１，３年次の学修行動調査は他
大学と共同で実施（ALCS学修行動調
査）することにより、他大学との比較
も行い本学の強み、弱みを把握してい
る。

Ａ

406
学位授与方針に明示した学生
の学習成果を適切に把握及び
評価しているか。

≪参考≫
■卒業生調査の調査票やルーブリック
など、学習成果の把握に用いている資
料、その運用が分かる資料などが考え

られます。※

・学修行動調査結果
・授業アンケート結果
・卒業生アンケート結果

≪参考≫
■学習成果を把握し評価する学内組織
に関する資料など、学習成果の把握・
評価にあたる体制が分かる資料などが

考えられます。※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録

■卒業・修了の基準、判定方法、基
準、体制等を明らかにした規程類
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・学生要覧
・大学院要覧

■成績評価方法、基準をあらかじめ学

生が理解するための資料※

・学生要覧
・大学院要覧

■卒業要件、修了要件をあらかじめ学

生が理解するための資料※

・学生要覧
・大学院要覧

≪参考≫
■成績評価の適正な実施を示す資料と
して、成績評価基準に関する教員間の
申し合わせやその運用事実が分かる資

料などが考えられます。※

＜修士課程、博士課程＞

■学位論文審査基準を示す資料※

・大学院要覧

405
成績評価、単位認定及び学位
授与を適切に行っているか。

Ａ
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（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。
・学習成果の測定結果の適切な活用＜
2020年3月追加項目＞

Ａ

教育課程の適切性及びその内容、方法
の適切性について、2021年度第7回大学
教務委員会（2021年5月26日開催）にお
いて、点検・評価項目に従って、
「2020年度自己点検・評価シート（大
学基準4）」の記載内容をもとに点検・
評価を行った。

（2）学習成果の測定結果を適切に活用
しているか。 Ａ

■特定科目の修得状況、GPA等の学修成
果をを用いて３，４年次必修ゼミ科目
クラス選抜に活用している。【各学科
ゼミ募集資料】
■特に英語科目においてはプレイスメ
ント・テストの結果によりレベル別の
クラス分けをおこなっている。【英語
教育運営委員会資料】
■学修行動調査の結果を各科目所管部
署でのカリキュラム改革の検討材料と
して利用している。【大学FD委員会資
料】

（3）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

■教員は授業アンケートの結果を確認
し、各担当授業の改善、学生への応答
を各授業内で行うとともに、これを授
業改善計画という形で学内に公表して
いる。
【大学FD委員会資料】

COVID-19への対応・対策に関わる事項

授業は4月の授業開始時から全面的にオンライン授業とし、年間を通じて教育活動を停止することなく継続できた。
オンライン授業実施にあたっては、利用するツール（web会議システム、学修視線システム）の利用説明会を授業開始前に述べ10回開催し、すべての教員が円滑にオンライン授業を実施できるよう
に備えた。また前期授業開始から2週間経過した時点で、全教員・学生に対し「授業実施状況調査（授業開始編）」を実施し、これを踏まえたFD勉強会「遠隔授業の特徴を活かした授業運営とは～
これまでの振り返りとコロナ後の活用に向けて～」によって、オンライン授業のメリット・デメリットや効果的な取り組み事例の共有を行った。
さらに前期授業終了後には「2020年度前期遠隔授業に関する調査（授業終了編）」を実施し、次年度カリキュラムにおいて取り組むべき課題や後期のオンライン授業に向けたフィードバックをおこ
なった。
この結果、学期末の授業アンケートの、高い授業満足度（80以上）と授業外学習時間の伸びという成果を得た。

・各学部・研究科等は、通常の教育課程や教育方法に加え、COVID-19への対応・対策として、教育内容、教育方法、成績評価等の一連の教育活動においてどのような工夫を講
じたか、記載してください。また、これらの教育活動の効果についても記載してください。

407

教育課程及びその内容、方法
の適切性について定期的に点
検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・
向上に向けた取り組みを行っ
ているか。

Ａ

≪参考≫
■学習実態の把握とそれに基づく改
善・向上の取り組みを示す資料や、教
授会や教育の運用にあたる各種委員
会、全学内部質保証推進組織等の活動

が分かる資料などが考えられます。※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録
・全学教養教育機構会議記録
・自己点検・評価シート



 2020年度自己点検・評価シート
（大学全体　※共通科目含む）

 基準4（大学全体（CLA含む）) 

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

■学位授与方針を公表しているウェブ
サイト

・大学公式サイト
【大学全体】
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

【文学部英語英米文学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/literature/english-literature/

【文学部日本語日本文学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/literature/japanise-literature/

【文学部コミュニケーション学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/literature/communication/

【国際交流学部国際交流学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/international-exchange/course/

【音楽学部音楽芸術学科】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/music/musical-art/

■カリキュラム・ポリシーが分かる資
料
・学生要覧

【人文科学研究科英語英米文学専攻
博士前期課程・博士後期課程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-
school/humanities/english-
literature.html

【人文科学研究科日本語日本文学専攻
博士前期課程・博士後期課程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-
school/humanities/japanese-
literature.html

【人文科学研究科コミュニケーション
学専攻　博士前期課程・博士後期課
程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-
school/humanities/communication.htm
l

【国際交流研究科国際交流専攻　博士
前期課程・博士後期課程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-school/international-
course/course.html

【音楽研究科　修士課程】
https://www.ferris.ac.jp/department
s/graduate-school/music/

■カリキュラム・ポリシーが分かる資
料
・大学院要覧

大学基準4　教育課程・学習成果

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を定め、公表しなければならない。また、教育課程の編成・実施方針に則して、十分な教育上の成果
を上げるための教育内容を備えた体系的な教育課程を編成するとともに、効果的な教育を行うための様々な措置を講じ、学位授与を適切に行わなければならない。さらに、学位授与方針に示した学
習成果の修得状況を把握し評価しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

401
授与する学位ごとに、学位授
与方針を定め、公表している

か。
Ａ

（1）課程修了にあたって、学生が修得
することが求められる知識・技能・態
度等、当該学位にふさわしい学習成果
を明示した学位授与方針を適切に設定
し公表しているか。

Ａ

＜学士課程＞
■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のカリキュラム・ポリシーとして明
記している。

<修士課程・博士課程＞
■学生要覧、大学公式webサイトに各研
究科のカリキュラム・ポリシーとして
明記している。



402
授与する学位ごとに、教育課
程の編成・実施方針を定め、
公表しているか。

Ａ

（1）下記内容を備えた教育課程の編
成・実施方針を設定し公表している
か。（授与する学位ごと）
・教育課程の体系、教育内容
・教育課程を構成する授業科目区分、
授業形態等

Ａ

＜学士課程＞
■学生要覧、大学公式webサイトに各学
科のカリキュラム・ポリシーとして明
記している。

<修士課程・博士課程＞
■学生要覧、大学公式webサイトに各研
究科のカリキュラム・ポリシーとして
明記している。

■教育課程の編成・実施方針を公表し
ているウェブサイト
・大学公式サイト
※401の根拠資料「学位授与方針」と同
じページ

■カリキュラム・ポリシーが分かる資
料
・学生要覧

402 （つづき） Ａ
（2）教育課程の編成・実施方針と学位
授与方針とは適切な連関性があるか。 Ａ

■カリキュラム・マップ及びシラバス
における各科目の到達目標という形で
連関性を持たせている。

■カリキュラム・マップが分かる資料
・学生要覧
■シラバスがわかる資料
・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/department
s/syllabus/

（1）各学部・研究科において適切に教
育課程を編成するための措置を講じて
いるか。
・教育課程の編成・実施方針と教育課
程の整合性
・教育課程の編成にあたっての順次
性・体系性への配慮
・単位制度の趣旨に沿った単位の設定
・個々の授業科目の内容・方法
・授業科目の位置づけ（必修、選択
等）
 ・各学位課程にふさわしい教育内容の
設定
 ・初年次教育、高大接続への配慮
（【学士】【学専】）
 ・教養教育と専門教育の適切な配置
（【学士】）
 ・コースワークとリサーチワークを適
切に組み合わせた教育への配慮等
（【修士】【博士】）
 ・教育課程の編成における全学内部質
保証推進組織等の関わり

Ａ

■カリキュラム・ポリシーに基づき、
毎年度科目の改廃を実施している。

■科目の改廃にあたっては科目設置の
目的、内容・授業方法の概要、科目区
分、単位数、履修年次、ナンバリング
を明記した資料により大学教務委員会
で審議する。

■学士課程においては各学科で導入教
育科目（文学部各学科：「R&R（入門ゼ
ミ）」、国際交流学科：「導入演
習」、音楽芸術学科：「基礎演習」）
を設け初年次教育、高大接続を行って
いる。

■修士課程・博士課程では各専攻にお
いてコースワーク（研究科目）とリ
サーチワーク（演習科目）を設け、両
科目の修得を課している。

■科目の改廃がわかる資料
・大学教務委員会資料
・開講科目表

（2）学生の社会的及び職業的自立を図
るために必要な能力を育成する教育を
適切に実施しているか。

Ａ

■各学科専門科目の大部分が他学科学
生履修可能となっており、学生は幅広
く教養、技能を修得することが可能と
なっている。

■全学教養教育機構のCLAコア科目では
社会と仕事を学ぶ「キャリア形成の理
解１，２」「キャリア系の知識を深め
る１，２，３」「社会人基礎力の取得
と実践１，２」「キャリア実習（短期
インターンシップ、長期インターン
シップ）」「プロジェクト演習」を開
講している。

■他学科学生履修可能とわかる資料
・開講科目表

403

教育課程の編成・実施方針に
基づき、各学位課程にふさわ
しい授業科目を開設し、教育
課程を体系的に編成している
か。

Ａ

■履修要項やシラバスなど、教育課程

の内容が分かる資料※

・学生要覧
・大学院要覧
・カリキュラムマップ
（CLA、英語科目、初習外国語科目、英
語英米文学科、日本語日本文学科、コ
ミュニケーション学科、国際交流学
科、音楽芸術学科、演奏学科、教職課
程、日本語教員養成講座）

≪参考≫
■教育課程の体系性を示す資料として
は、カリキュラム・マップ、学協会等
が定めるモデルカリキュラムとの関係

性を示した資料などが考えられます。※

≪参考≫
■当該学位課程に相応しい内容である
ことを示す資料としては、学外者によ
る評価結果など、教育課程の適切性を
第三者的に示す資料などが考えられま

す。※



404
学生の学習を活性化し、効果
的に教育を行うための様々な
措置を講じているか。

Ａ

（1）各学部・研究科において授業内外
の学生の学習を活性化し、効果的に教
育を行うための措置を講じているか。
・各学位課程の特性に応じた単位の実
質化を図るための措置（１年間又は学
期ごとの登録単位数の上限設定等）
・シラバスの内容（授業の目的、到達
目標、学習成果の指標、授業内容・方
法、授業計画、授業準備のための指
示、成績評価方法・基準等の明示）及
び実施（授業内容とシラバスとの整合
性の確保等）
・学生の主体的参加を促す授業形態、
授業内容及び授業方法
＜学士課程＞
・授業形態に配慮した１授業あたりの
学生数
＜学士課程＞
・適切な履修指導の実施
＜修士課程・博士課程＞
・研究指導計画（研究指導の内容・方
法、年間スケジュール）の明示とそれ
に基づく研究指導の実施

Ａ

■1学期の登録単位数の上限を24単位と
するCAP制度を設けている。

■授業及び授業外に必要な学生の学修
を活性化するため、シラバスにおいて
参考資料の提示、授業外学修の指示を
行っている。

■シラバスは各科目担当部署において
確認をし、カリキュラムとの整合性を
担保している。【「2020年度開講科目
のシラバス点検について（依頼）」
2020年2月17日発信】

<学士課程>
■演習、実習、ワークショップ等の授
業形態では学科選抜、初回授業時選
抜、要手続、履修者数制限、履修者選
抜といった手段で適切な履修者数とし
ている。

■講義科目においても履修者数が200名
を超えた科目は、教育効果の観点から
次年度において120名に制限している。

<修士課程・博士課程>
■大学院要覧「カリキュラムの説明」
及び「履修の説明」において各課程の
研究指導計画を明示し、これに基づき
指導を実施している。

■授業期間、単位計算及び履修登録単
位の上限を定めた学則等の資料
・学生要覧

■履修要項、シラバスなど、授業の方

法等が分かる資料※

・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/department
s/syllabus/
・シラバス執筆要領
・開講科目表

＜修士課程、博士課程＞
■研究指導の内容・方法、年間スケ
ジュールをあらかじめ学生が理解する

ための資料※

・大学院要覧

≪参考≫
■学生の学習の活性化を図る取り組み
を示す資料として、学生の能動的参加
を促す授業方法、学習支援ツールや履
修指導等のガイダンス資料などが考え
られます。また、その効果を示す資料
として、授業時間外における学習時間
の状況に関する資料などが考えられま

す。※

・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/department
s/syllabus/
・学修行動調査結果

■CAP制度がわかる資料
・学生要覧



（1）成績評価及び単位認定を適切に行
うための措置を講じているか。
・単位制度の趣旨に基づく単位認定
・既修得単位の適切な認定
・成績評価の客観性・厳格性を担保す
るための措置
・卒業・修了要件の明示

Ａ

■編入学者の既修得単位については、2
年次編入については30単位以上、3年次
編入については62単位以上を編入学前
大学で修得していることを編入学の条
件とし、編入学時には成績証明書で確
認のうえ、前者については30単位、後
者については62単位を認定している。
いずれの場合においても本学の建学の
精神を具現化したキリスト教科目区分
としては認定せず、本学における修得
を課している。

■編入学者以外の者についての既修得
単位については、自由選択科目区分と
して、他の単位認定と合わせて60単位
までを認定可としている。

■成績評価基準は学生要覧に定め、各
科目での具体的成績評価については、
シラバスの「到達目標「成績評価基
準」「成績評価方法」に明記してい
る。

■学士課程においては成績評価のガイ
ドラインを定め、S,A評価の上限を50%
までとしている

■卒業・修了要件は、学生要覧に明記
している。

■編入学者の既修得単位の条件、認定
可能な単位数、成績評価基準がわかる
資料
・フェリス女学院大学学則
・学生要覧
■具体的成績評価がわかる資料
・大学公式サイト「シラバス」
https://www.ferris.ac.jp/department
s/syllabus/
■学士課程において成績評価のガイド
ラインがわかる資料
・学生要覧

（2）学位授与を適切に行うための措置
を講じているか。
・学位論文審査がある場合、学位論文
審査基準の明示
・学位審査及び修了認定の客観性・厳
格性を確保するための措置
・学位授与に係る責任体制及び手続の
明示
・適切な学位授与

Ａ

■各研究科各課程は学位論文審査基準
を定め、大学院要覧に明記している。

■学位審査は各研究科委員会の下に最
低３名の教員で構成する審査委員会が
審査し、審査委員会は審査結果を研究
科委員会に報告し、修了判定を行う。

■特に博士後期課程においては、最低1
名の学外者を審査委員とすることと
し、客観性を担保している。

■学位授与に係る手続は大学院要覧に
明記している。

405
成績評価、単位認定及び学位
授与を適切に行っているか。 Ａ

■卒業・修了の基準、判定方法、基
準、体制等を明らかにした規程類
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・学生要覧
・大学院要覧

■成績評価方法、基準をあらかじめ学

生が理解するための資料※

・学生要覧
・大学院要覧

■卒業要件、修了要件をあらかじめ学

生が理解するための資料※

・学生要覧
・大学院要覧

■成績評価の適正な実施を示す資料と
して、成績評価基準に関する教員間の
申し合わせやその運用事実が分かる資
料
・教員ハンドブック

＜修士課程、博士課程＞

■学位論文審査基準を示す資料※

・大学院要覧



（1）各学位課程の分野の特性に応じた
学習成果を測定するための指標を適切
に設定しているか。（特に専門的な職
業との関連性が強いものにあっては、
当該職業を担うのに必要な能力の修得
状況を適切に把握できるもの。）

Ａ

■学士課程を通じた統合的な科目とし
て卒業論文等を必修として課し、課程
を通じた成果を測定している。

■修士課程・博士課程においては学位
申請論文の評価によって分野の特性に
応じた学習成果を測定している。

（2）学位授与方針に明示した学生の学
習成果を把握・評価するための方法を
開発しているか。
≪学習成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト
・ルーブリックを活用した測定
・学習成果の測定を目的とした学生調
査
・卒業生、就職先への意見聴取

Ａ

■成績、GPAによって学修成果を把握し
ている。

■成績以外の手段として全学生を対象
とした学修行動調査を毎年度実施して
いる。

■特に１，３年次の学修行動調査は他
大学と共同で実施（ALCS学修行動調
査）することにより、他大学との比較
も行い本学の強み、弱みを把握してい
る。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。
・学習成果の測定結果の適切な活用＜
2020年3月追加項目＞

Ａ

■教育課程の適切性及びその内容、方
法の適切性について、2021年度第2回全
学教養教育機構（CLA）会議（2021年5
月25日～27日持ち回り開催）におい
て、点検・評価項目に従って、「2020
年度自己点検・評価シート（大学基準
4）」の記載内容をもとに点検・評価を
行った。

（2）学習成果の測定結果を適切に活用
しているか。 Ａ

■特定科目の修得状況、GPA等の学修成
果を用いて３，４年次必修ゼミ科目ク
ラス選抜に活用している。

■特に英語科目においてはプレイスメ
ント・テストの結果によりレベル別の
クラス分けをおこなっている。

■学修行動調査の結果を各科目所管部
署でのカリキュラム改革の検討材料と
して利用している。

■特定科目の修得状況、GPA等の学修成
果がわかる資料
・各学科ゼミ募集資料
■プレイスメント・テストの結果がわ
かる資料
・英語教育運営委員会資料
■学修行動調査の結果がわかる資料
・大学FD委員会資料
・各学部教務委員会資料
・各科目運営委員会資料

（3）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

■教員は授業アンケートの結果を確認
し、各担当授業の改善、学生への応答
を各授業内で行うとともに、これを授
業改善計画という形で学内に公表して
いる。

■授業アンケートの結果、授業改善計
画がわかる資料
・大学FD委員会資料

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

≪参考≫
■卒業生調査の調査票やルーブリック
など、学習成果の把握に用いている資
料、その運用が分かる資料などが考え

られます。※

・学修行動調査結果
・授業アンケート結果
・卒業生アンケート結果

≪参考≫
■学習成果を把握し評価する学内組織
に関する資料など、学習成果の把握・
評価にあたる体制が分かる資料などが

考えられます。※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録

406
学位授与方針に明示した学生
の学習成果を適切に把握及び
評価しているか。

Ａ

授業は4月の授業開始時から全面的にオンライン授業とし、年間を通じて教育活動を停止することなく継続できた。
オンライン授業実施にあたっては、利用するツール（web会議システム、学修支援システム）の利用説明会を授業開始前にのべ10回開催し、すべての教員が円滑にオンライン授業を実施できるよう
に備えた。
また前期授業開始から2週間経過した時点で、全教員・学生に対し「授業実施状況調査（授業開始編）」を実施し、これを踏まえたFD勉強会「遠隔授業の特徴を活かした授業運営とは～これまでの
振り返りとコロナ後の活用に向けて～」によって、オンライン授業のメリット・デメリットや効果的な取り組み事例の共有を行った。
さらに前期授業終了後には「2020年度前期遠隔授業に関する調査（授業終了編）」を実施し、次年度カリキュラムにおいて取り組むべき課題や後期のオンライン授業に向けたフィードバックをおこ
なった。
この結果、学期末の授業アンケートの、高い授業満足度（80以上）と授業外学習時間の伸びという成果を得た。

407

教育課程及びその内容、方法
の適切性について定期的に点
検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・
向上に向けた取り組みを行っ
ているか。

Ａ

≪参考≫
■学習実態の把握とそれに基づく改
善・向上の取り組みを示す資料や、教
授会や教育の運用にあたる各種委員
会、全学内部質保証推進組織等の活動

が分かる資料などが考えられます。※

・大学FD委員会記録
・大学教務委員会記録
・全学教養教育機構会議記録
・自己点検・評価シート

・各学部・研究科等は、通常の教育課程や教育方法に加え、COVID-19への対応・対策として、教育内容、教育方法、成績評価等の一連の教育活動においてどのような工夫を講
じたか、記載してください。また、これらの教育活動の効果についても記載してください。



 2020年度自己点検・評価シート
（入試課）

基準5（入試課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）学位授与方針及び教育課程の編
成・実施方針を踏まえた学生の受け入
れ方針の適切な設定及び公表がされて
いるか。

Ａ

各学科ごとにディプロマ・ポリシー、
カリキュラム・ポリシーを踏まえた学
生の受け入れ方針を設定し、本学公式
サイト及び学生募集要項にて公表を
行っている。

（2）下記内容を踏まえた学生の受け入
れ方針を設定しているか。
・入学前の学習歴・学力水準・能力等
の求める学生像
・入学希望者に求める水準等の判定方
法

Ａ

各学科の学生の受け入れ方針において
は、本学が受験生に対して入学前に求
める水準や意欲・学生像について記
し、学士課程においては各入学試験で
評価・確認する点を明記している。ま
た、上記については、受験生が理解し
やすいよう平易に表現した入試ガイド
を発行したり、各種入試広報媒体に本
学公式サイトのURLを公表するなど、よ
り情報にアクセスしやすい状況に配慮
している。

■入試ガイド
■大学院パンフレット

（1）学生の受け入れ方針に基づく学生
募集方法及び入学者選抜制度を適切に
設定しているか。

Ａ

学生の受け入れ方針に基づいた学生の
募集方法を設定し、入試MM委員会・各
学部教授会・各研究科委員会・大学評
議会・大学院委員会の議を経て本学公
式サイト及び学生募集要項にて公表さ
れている。

■入学試験要項※

・学生募集要項
（一般入試・共通テスト利用入試、秋
期特別入試・公募制推薦入試・帰国生
徒入試・社会人入試、指定校推薦入
試、留学生入試、編入学試験、大学院
入試）

（2）授業その他の費用や経済的支援に
関する情報提供を行っているか。＜
2020年3月追加項目＞

Ａ

本学公式サイトに公表されており、受
験生応援サイトでも「よくある質問」
として情報提供を行っている。その他
同様の内容を大学案内パンフレットに
も掲載している。

（3）入試委員会等、責任所在を明確に
した入学者選抜実施のための体制を適
切に整備しているか。

Ａ

入学者選抜については、学長の責任の
もと、各学部・研究科で審議の上、決
定している。

（4）公正な入学者選抜を実施している
か。 Ａ

入学者選抜は、文部科学省が通知する
大学入学者選抜実施要項及び大学院入
学者選抜実施要項に沿って適切に行
い、上記の運営体制にて公正に実施し
ている。

（5）入学を希望する者への合理的な配
慮に基づく公平な入学者選抜を実施し
ているか。

Ａ

本学公式サイトに「受験上の配慮等」
として受験時及び入学後の生活につい
て事前に相談を受けつける体制を公表
しており、相談内容に応じて学内関係
部署と協議の上、合理的な配慮に基づ
く公平な入学者選抜を実施している。

502

学生の受け入れ方針に基づ
き、学生募集及び入学者選抜
の制度や体制を適切に整備
し、入学者選抜を公正に実施
しているか。

大学基準5 学生の受け入れ

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学生の受け入れ方針を定め、公表するとともに、その方針に沿って学生の受け入れを公正に行わなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

■入試委員会等の規程など、入学者選
抜の実施体制を示す資料
・フェリス女学院大学学則
・フェリス女学院大学大学院学則
・大学入試委員会規程
・入試MM委員会規程
・文学部入試委員会規程
・国際交流学部入試委員会規程
・音楽学部入試委員会規程

■入学試験要項※

・学生募集要項
（一般入試・共通テスト利用入試、秋
期特別入試・公募制推薦入試・帰国生
徒入試・社会人入試、指定校推薦入
試、留学生入試、編入学試験、大学院
入試）

■学生の受け入れ方針を公表している
ウェブサイト
・大学公式サイト
※「学位授与方針」と同じページ

501
学生の受け入れ方針を定め、
公表しているか。 Ａ

Ａ



基準5（入試課)

503

適切な定員を設定して学生の
受け入れを行うとともに、在
籍学生数を収容定員に基づき
適正に管理しているか。

Ｂ

（1）入学定員及び収容定員を適切に設
定した在籍学生数を適切に管理してい
るか。
＜学士課程＞
・入学定員に対する入学者数比率
＜学士課程＞
・編入学定員に対する編入学生数比率
＜学士課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率
＜学士課程＞
・収容定員に対する在籍学生数の過
剰・未充足に関する対応
＜修士・博士・専門職学位課程＞
・収容定員に対する在籍学生数比率

Ｂ

学士課程における在籍学生数比率及び
入学者数比率に関しては、教務部門と
各学科・学年の現状数値の共有を図っ
て管理しており、適正な数値に収まっ
ている。
編入学生数比率は1を下回っており、
2020年度は志願者数においても入学定
員を下回っているが、コロナ禍の影響
があったため例年との比較は難しい状
況である。
博士課程・修士課程においてはいずれ
の専攻も収容定員を満たしていない
が、パンフレットの作成や進学説明会
の開催などの広報活動を行って対策を
講じている。

■大学基礎データ（表２、表３）
・大学基礎データ（表2）「学生」
・大学基礎データ（表3）「学部・学
科、研究科における志願者・合格者・
入学者の推移」

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を行っているか。 Ａ

学生の受け入れの適切性について、
2020年度第1回入試MM委員会（2020年4
月15日開催）において、前年度入試
データや各種企画実施報告資料に基づ
き、結果検証を行っている。
また、2020年度自己点検・評価につい
ては、2021年度第2回入試ＭＭ委員会
（2021年5月19日開催）において審議
し、承認されている。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

入試MM委員会構成員を中心に広報活動
や入試制度の見直しを都度協議してい
る。また、教務部門と協力し、入試種
別ごとに入学した学生の経過を分析
し、改善事項の有無を検討している。

■教務部門との会議記録

COVID-19への対応・対策に関わる事項

　・入試において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

・オンライン個別相談の常時実施
・Webオープンキャンパスサイトの構築、運営
・Liveオープンキャンパスの実施
・総合型選抜において、事前課題とプレゼンテーション動画のオンライン提出及びオンライン面接（日本語日本文学科のみ）実施
・学校推薦型選抜において、オンライン面接の実施
・入試実施日2週間前から関係教職員の健康チェックの実施
・入試実施日におけるアルコール消毒液の設置等感染症対策の実施

≪参考≫
■入試制度・体制の改善事実を示す資
料や、学生の受け入れの適切性につい
て検証し、改善・向上に向けて取り組
んだことを示す入試委員会、全学内部
質保証推進組織等の資料などが考えら
れます。※
・大学入試委員会記録または入試MM委
員会記録
・自己点検・評価シート

504

学生の受け入れの適切性につ
いて定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向け
た取り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（大学全体）

基準6（企画・広報課 ）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）下記内容を含む大学として求める
教員像を設定しているか。
・各学位課程における専門分野に関する
能力、教育に対する姿勢等

Ｂ

教員組織の編制に関しては「大学として
求める教員像及び教員組織の編成方針」
を定め、大学公式サイトに掲載してい
る。求める教員像については、「建学の
精神及び教育理念を理解し、変化する社
会に対応できる資質を有し、優れた教育
力と研究能力を兼ね備えた人材」とし、
教員組織の編成に当たっては、「長期的
な展望に立って、教員の年齢構成・男女
比率に配慮すると同時に、建学の精神及
び教育理念の実現にふさわしい組織を目
指す」こと、各学位課程における専門分
野に関する能力については、「各学部・
研究科では、それぞれのディプロマ・ポ
リシー（卒業認定・学位授与の方針）、
カリキュラム・ポリシー（教育課程編
成・実施の方針）にかなった教育に必要
な教員組織を目指すとともに、少人数教
育を可能にする教員数の確保にもつとめ
る」としている。

■大学として求める教員像、各教員の役
割、連携のあり方、教育研究に係る責任
所在について大学としての考え方を明ら

かにし学内で共有した資料※

・フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針「大学として求める教員像及び教
員組織の編成方針」

（2）各学部・研究科等の教員組織の編
制に関する方針（各教員の役割、連携の
あり方、教育研究に係る責任所在の明確
化等）を適切に明示しているか。

Ｂ

「大学として求める教員像及び教員組織
の編制方針」を定め、各学部・研究科に
おいてもその方針に沿った教員採用を
行っているが、学部・研究科ごとの教員
組織の編制方針は定めていない。

大学基準6　教員・教員組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、求める教員像や教員組織の編制方針を明確にし、それに基づく教員組織を適切に整備するとともに、絶えず教員の資質向上に取り組まなければ
ならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

601

大学の理念・目的に基づき、大学
として求める教員像や各学部･研
究科等の教員組織の編制に関する
方針を明示しているか。

Ｂ



基準6（企画・広報課 ）

（1）大学全体及び学部・研究科等ごと
の専任教員数は適切か。 Ａ

学部においては、3学部各学科ともに設
置基準上必要教員数及び教授数を満たし
ている。
大学全体の収容定員に応じた教員数につ
いても基準数を満たしている。
研究科については、人文科学研究科博士
前期課程及び後期課程、国際交流研究科
博士前期課程及び後期課程、音楽研究科
では修士課程において、設置基準上必要
教員数及び教授数を満たしている。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
国際交流研究科では、博士後期課程にお
いて、設置基準上必要教員数の充足に向
け改善が必要である。研究科のディプロ
マ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー
に沿った、適切な教員組織となるよう当
該研究科を中心に検討し、改善してい
く。

（上記課題への対応状況）
国際交流研究科の目的や現行カリキュラ
ムをもとに主任等会議を中心に見直しを
行い、基準数の考え方について次のとお
り変更することが2020年度第8回国際交
流研究科委員会（2020年12月2日開
催）、2020年度第9回大学院委員会
（2021年1月13日開催）において承認さ
れた。
博士前期課程、後期課程ともに基準数を
9名（研究指導教員6名〔うち教授数6
名〕、研究指導補助教員3名）とする。
※各研究群にそれぞれ3名（うち研究指
導教員2名）は配置した。

これにより、博士後期課程の教員数は設
置基準上必要教員数を満たすこととな
り、適切な教員組織に改善された。

■大学基礎データ（表４、表５）
・大学基礎データ（表4）「主要事業科
目の担当状況（学士課程）」
・大学基礎データ（表5）「専任教員年
齢構成」
・大学基礎データ（表1）「組織、設備
等（教員組織）」

（2）適切な教員組織編制のための措置
を講じているか。
・教員組織の編成に関する方針と教員組
織の整合性＜2020年3月追加項目＞
・各学位課程の目的に即した教員配置
・国際性、男女比
・特定の範囲の年齢に偏ることのないバ
ランスのとれた年齢構成への配慮
・教育上主要と認められる授業科目にお
ける専任教員（教授又は准教授）の適正
な配置
・研究科担当教員の資格の明確化と適正
な配置＜2020年3月追加項目＞
・教員の授業担当負担への適切な配慮

Ｂ

授業科目の担当教員の配置については、
大学教務委員会、各学部教授会、大学評
議会で毎年度、専兼比率を確認の上、必
修科目については主に専任教員が担当す
るよう留意している。また、本学が教育
目標を達成するために特に必要な科目及
び分野を担当する教員として、特任教
授、契約教員、嘱託教員などの任期付専
任教員、客員教員の各制度を設けてい
る。

授業科目における専任教員の比率は、大
学基礎データ表4のとおり。
大学院担当教員に関しては内規を定め、
資格及び審査手順を明確にしている。
専任教員の担当授業時間やコマ数につい
ては「大学教員オーバータイム・オー
バーサイズ手当支給規程」「専任教員服
務規程」に定められている。また、任期
付専任教員等の基準コマ数は個別の契約
や別の規程で対応している。一方、役職
に就いている教員の負担に対する措置も
「大学教員オーバータイム・オーバーサ
イズ手当支給規程」に定められており、
適正な配慮がなされている。

≪参考≫
■適切な教員組織編制のための取り組み
を示す資料として、授業科目と担当教員
の適合性を判断する制度及び判断した実
例を示す資料や、国際性、男女比など教
育研究上の特性を踏まえて取り組んでい
る事実を示す資料などが考えられます。
※

602 （つづき）
（3）学士課程における教養教育の運営
体制は適切か。 Ａ

学士課程における教養教育を運営する組
織として全学教養教育機構を設置してい
る。全学教養教育機構長は副学長（全学
教育担当）が担い、機構には、外国語契
約教員、語学教育担当嘱託教員、留学生
担当嘱託教員、情報センター嘱託教員が
所属する。
なお、CLAコア科目に関しては、各学部
に所属する専任教員も担当しており、全
学体制で本学における教養教育の充実化
を図っている。

602

教員組織の編制に関する方針に基
づき、教育研究活動を展開するた
め、適切に教員組織を編制してい
るか。

Ｂ



基準6（企画・広報課 ）

（1）教員の職位（教授、准教授、助教
等）ごとの募集、採用、昇任等に関する
基準及び手続を設定し規程を整備してい
るか。

Ａ

本学では、教員の任用形態及び資格につ
いて「大学教員区分及び資格基準」に定
めている。
採用・昇任及びその手続きについて、専
任教員は「大学専任教員任用規程」及び
各学部の「専任教員の任用に関する内
規」に規定、明記している。また、期間
を定めて嘱託として任用する教員につい
ては、「大学特任教授規程」「大学任期
付専任教員任用規程」「大学任期付専任
教員任用規程施行細則」「外国語契約教
員任用規程」「語学教育担当嘱託教員任
用規程」「留学生担当嘱託教員任用規
程」「音楽学部嘱託教員任用規程」「情
報センター担当嘱託教員任用規程」「客
員教員規程」を整備し、任用手続等につ
いて定めている。非常勤教員について
は、「非常勤教員任用規程」において任
用手続き等について定めている。
大学院担当教員については、「大学院担
当教員に関する内規」に基づき、各学部
で採用・昇任した教員が、大学院におけ
る授業科目担当・研究指導教員としての
審査を経て兼担で教育・研究にあたって
いる。なお、大学院担当教員の資格の基
準については、各研究科においてガイド
ラインとして整備し運用している。

■教員の募集、採用、昇任に関して定め

た規程※

・大学教員区分及び資格基準
・大学専任教員任用規程
・各学部専任教員任用に関する内規
・各学部教育活動業績評価ガイドライン
・大学特任教授規程
・大学任期付専任教員任用規程
・大学任期付専任教員任用規程施行細則
・外国語契約教員任用規程
・語学教育担当嘱託教員任用規程
・留学生担当嘱託教員任用規程
・音楽学部嘱託教員任用規程
・大学情報センター担当嘱託教員任用規
程
・大学院担当教員に関する内規
・各研究科教員資格ガイドライン
・客員教員規程
・非常勤教員任用規程
・各学部教育活動業績評価ガイドライン
・各研究科大学院教員資格審査に関する
ガイドライン

（2）規程に沿った教員の募集、採用、
昇任等を実施しているか。 Ａ

募集については、公募制をとっており、
公募要項には、求める教員の資格等につ
いて明記している。公募は、大学公式サ
イトのほか、各関係機関に対し求人を依
頼するなど、広く公募し、厳正な審査を
行っている。
採用に関しては、「大学専任教員任用規
程」第7条に「採用手順及び手続」が、
昇任については、「大学専任教員任用規
程」第8条に「昇任手順及び手続」が定
められている。
採用・昇任に際しては、各学部教授会又
は全学教養教育機構運営会議のもとに選
考委員会又は審査委員会を設置し、関連
諸規程の規定に基づき選考又は審査を
行った後、教授会又は全学教養教育機構
運営会議、大学評議会及び本部諸会議の
議を経て任用している。

（1）ファカルティ・ディベロップメン
ト（ＦＤ）活動を組織的に実施している
か。

■大学としてのＦＤの考え方、実施体

制、実施状況が分かる資料※

・大学FD委員会規程
・文学部・人文科学研究科FD委員会規程
・国際交流学部・国際交流研究科FD委員
会規程
・音楽学部・音楽研究科FD委員会規程
・大学公式サイト「FD活動報告」
大学案内 > 大学の取り組み > 大学教育
改革への取り組み > FD活動
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/educational-reform/fd.html

（2）教員の教育活動、研究活動、社会
活動等を評価し、その結果を活用してい
るか。

Ａ

教員の研究活動、教育活動、社会活動に
ついては、教員の任用及び昇任の際に評
価の対象とし、その結果を重要な資料と
して活用している。任用及び昇任の審査
に関しては、「大学専任教員任用規
程」、各学部の「専任教員の任用に関す
る内規」「教育活動業績評価ガイドライ
ン」及び各研究科の授業担当及び研究指
導の「教員資格審査ガイドライン」にお
いてその審査基準や手順を規定し、明確
にしている。
社会活動に関しては、「専攻分野につい
て優れた知識及び経験を有すると認めら
れる者」として任用する場合に、教員と
なるにふさわしい社会における活動の実
績も十分考慮することを各学部とも任用
基準として内規で定めている。

603
教員の募集、採用、昇任等を適切
に行っているか。 Ａ

604

ファカルティ・ディベロップメン
ト（FD）活動を組織的かつ多面的
に実施し、教員の資質向上及び教
員組織の改善・向上につなげてい
るか。

Ａ



基準6（企画・広報課 ）

605

教員組織の適切性について定期的
に点検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・向上
に向けた取り組みを行っている
か。

Ｂ
（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

学部・研究科、全学教養教育機構におい
て、「点検・評価シート（大学基準
6）」の項目に沿って教員組織の適切性
について点検・評価を行っている。
さらに、2021年度第1回自己点検・評価
委員会（2021年6月23日開催）におい
て、学部・研究科、全学教養教育機構等
の「点検・評価シート（大学基準6）」
をもとに、教員・教員組織の適切性に関
する全学的な点検・評価を実施した。

≪参考≫
■教員組織の適切性を検証したことを示
す各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けた取
り組みが分かる資料などが考えられま

す。※

・文学部主任等会議記録
・国際交流学部主任等会議記録
・音楽学部主任等会議記録
・学部長会議記録
・自己点検・評価シート

【2019年度自己点検・評価における課
題】
【3学部・3研究科共通】
「大学として求める教員像及び教員組織
の編制方針」を定め、各学部・研究科に
おいてもその方針に沿った教員採用を
行っているが、学部・研究科ごとの教員
組織の編制方針は定めていない点が課題
である。
（上記課題への対応状況）
全学内部質保証推進委員会において、第
3期認証評価に向けた各種方針の見直し
作業を行う予定となっており、その作業
と並行して研究科における教員組織の編
制方針を定めることとしている。2021年
度中を目途に設定する。

【国際交流研究科】
博士後期課程において、設置基準上必要
教員数の充足に向け改善が必要である。
基準人数についても再度確認する。
（上記課題への対応状況）
国際交流研究科の目的や現行カリキュラ
ムをもとに主任等会議を中心に見直しを
行い、基準数の考え方について変更する
ことが承認された。これにより、博士後
期課程の教員数は設置基準上必要教員数
を満たすこととなり、適切な教員組織に
改善された。

【研究科】
大学院におけるFD活動（修士課程・博士
課程全体又は各研究科での活動）につい
て、引き続き検討の上、取り組んでい
く。
（上記課題への対応）
大学院各研究科では、今後の本学大学院
のあり方を考えるとともに、各研究科の
設置申請書類等を参考に、各専攻の人材
養成目的（前期課程、後期課程）を設定
すること、大学院の「三つの方針」のさ
らなる見直しを検討することとしてい
る。これらの取組を、大学院FD活動とし
て実施する可能性についても検討するこ
ととしたが、2020年度は具体的な取組は
行わなかった。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・教員組織の編制やＦＤ等において、COVID-19 への対応・対策を 行っている場合は、その内容を記載してください。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に向けて取り組んでいるか。

学部・研究科、全学教養教育機構等から
提出された点検・評価シートをとおし
て、さらなる改善を必要とする課題につ
いて確認した。

Ｂ605 （つづき）



 2020年度自己点検・評価シート
（全学教養教育機構）

基準6（CLA)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）下記内容を含む大学として求める
教員像を設定しているか。
・各学位課程における専門分野に関する
能力、教育に対する姿勢等

本学は、建学の精神及び教育理念をふま
えて「フェリス女学院大学の教育・研究
活動の方針」を定めている。教員組織の
編制に関しては「大学として求める教員
像及び教員組織の編成方針」として定
め、大学公式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/

■大学として求める教員像、各教員の役
割、連携のあり方、教育研究に係る責任
所在について大学としての考え方を明ら

かにし学内で共有した資料※

・フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針「大学として求める教員像及び教
員組織の編成方針」

（2）各学部・研究科等の教員組織の編
制に関する方針（各教員の役割、連携の
あり方、教育研究に係る責任所在の明確
化等）を適切に明示しているか。

（1）大学全体及び学部・研究科等ごと
の専任教員数は適切か。

■大学基礎データ（表４、表５）
・大学基礎データ（表4）「主要事業科
目の担当状況（学士課程）」
・大学基礎データ（表5）「専任教員年
齢構成」
・大学基礎データ（表1）「組織、設備
等（教員組織）」

（2）適切な教員組織編制のための措置
を講じているか。
・教員組織の編成に関する方針と教員組
織の整合性＜2020年3月追加項目＞
・各学位課程の目的に即した教員配置
・国際性、男女比
・特定の範囲の年齢に偏ることのないバ
ランスのとれた年齢構成への配慮
・教育上主要と認められる授業科目にお
ける専任教員（教授又は准教授）の適正
な配置
・研究科担当教員の資格の明確化と適正
な配置＜2020年3月追加項目＞
・教員の授業担当負担への適切な配慮

≪参考≫
■適切な教員組織編制のための取り組み
を示す資料として、授業科目と担当教員
の適合性を判断する制度及び判断した実
例を示す資料や、国際性、男女比など教
育研究上の特性を踏まえて取り組んでい
る事実を示す資料などが考えられます。
※

（3）学士課程における教養教育の運営
体制は適切か。 Ａ

学士課程における教養教育を運営する組
織として全学教養教育機構（CLA）を設
置している。
全学教養教育機構長は全学教育担当副学
長が担い、機構には、外国語契約教員、
語学教育担当嘱託教員、留学生担当嘱託
教員、情報センター嘱託教員が所属す
る。
なお、CLAコア科目に関しては、各学部
に所属する専任教員も担当しており、全
学体制で本学における教養教育の充実化
を図っている。

■教員組織の編制に関する会議規程
・全学教養教育機構（CLA）会議規程
・全学教養教育機構（CLA）運営会議規
程
・CLAコア科目運営委員会規程

大学基準6　教員・教員組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、求める教員像や教員組織の編制方針を明確にし、それに基づく教員組織を適切に整備するとともに、絶えず教員の資質向上に取り組まなければ
ならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

601

大学の理念・目的に基づき、大学
として求める教員像や各学部･研
究科等の教員組織の編制に関する
方針を明示しているか。

602

教員組織の編制に関する方針に基
づき、教育研究活動を展開するた
め、適切に教員組織を編制してい
るか。

Ａ



603
教員の募集、採用、昇任等を適切
に行っているか。 Ａ

（1）教員の職位（教授、准教授、助教
等）ごとの募集、採用、昇任等に関する
基準及び手続を設定し規程を整備してい
るか。

Ａ

全学教養教育機構に所属する教員の募
集、採用に関する基準及び手続について
は、次の規程を整備し定めている。

・大学教員区分及び資格基準
・大学任期付専任教員任用規程
・大学任期付専任教員任用規程施行細則
・外国語契約教員任用規程
・語学教育担当嘱託教員任用規程
・留学生担当嘱託教員任用規程
・大学情報センター担当嘱託教員任用規
程
・非常勤教員任用規程
・各学部教育活動業績評価ガイドライン
・各研究科大学院教員資格審査に関する
ガイドライン

■教員の募集、採用、昇任に関して定め

た規程※

・大学教員区分及び資格基準
・大学専任教員任用規程
・各学部専任教員任用に関する内規
・各学部教育活動業績評価ガイドライン
・大学特任教授規程
・大学任期付専任教員任用規程
・大学任期付専任教員任用規程施行細則
・外国語契約教員任用規程
・語学教育担当嘱託教員任用規程
・留学生担当嘱託教員任用規程
・音楽学部嘱託教員任用規程
・大学情報センター担当嘱託教員任用規
程
・大学院担当教員に関する内規
・各研究科教員資格ガイドライン
・客員教員規程
・非常勤教員任用規程
・各学部教育活動業績評価ガイドライン
・各研究科大学院教員資格審査に関する
ガイドライン

603 （つづき）
（2）規程に沿った教員の募集、採用、
昇任等を実施しているか。 Ａ

全学教養教育機構に所属する教員の募
集、採用に際しては、教授会又は全学教
養教育機構運営会議のもとに選考委員会
を設置し、関連諸規程の規定に基づき選
考を行った後、教授会又は全学教養教育
機構運営会議で審議の上、大学評議会及
び本部諸会議の議を経て任用している。

前年度の点検・評価の結果を踏まえ、年
度の早い段階から欠員補充のための選
考・採用を行い、公募段階で条件面をこ
れまでより明確にして提示した。また、
2021年度からの語学カリキュラム実施も
伴い、語学教育担当嘱託教員の役割を見
直し、処遇改善を行うため、「語学教育
担当嘱託教員任用規程」を改正した。公
募により予定していた2020年度後期1
名、2021年度前期1名の教員を採用でき
た。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
公募により計画的に選考・採用を行った
ものの、採用辞退により、当初予定して
いた数の教員を確保することができな
かった。

⇒対応状況は「⑤特に効果が上がって
いる点」に記載。

・公募要項

（1）ファカルティ・ディベロップメン
ト（ＦＤ）活動を組織的に実施している
か。

Ａ

■全学委員会である「大学FD委員会」、
各学部に設置する「学部FD委員会」及び
各科目所管部署において、FD活動を行っ
ている。

■大学としてのＦＤの考え方、実施体
制、実施状況が分かる資料
・大学FD委員会規程
・文学部・人文科学研究科FD委員会規程
・国際交流学部・国際交流研究科FD委員
会規程
・音楽学部・音楽研究科FD委員会規程
・大学公式サイト「FD活動報告」
大学案内 > 大学の取り組み > 大学教育
改革への取り組み > FD活動
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/educational-reform/fd.html

（2）教員の教育活動、研究活動、社会
活動等を評価し、その結果を活用してい
るか。

Ａ

外国語契約教員については、研究業績、
教育活動業績を昇任審査時の基準として
活用している。

・大学外国語契約教員任用規程
・各学部専任教員の任用に関する内規
・各研究科大学院教員資格審査に関する
ガイドライン

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

全学教養教育機構における教員組織の適
切性について、2021年度第2回全学教養
教育機構（CLA）会議（2021年5月25日～
27日持ち回り開催）において、点検・評
価項目に従って、「2020年度自己点検・
評価シート（大学基準6）」の記載内容
をもとに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

点検・評価の結果を踏まえ、適切な教員
組織編制の観点から、有為な人材を確保
できるよう、採用スケジュールを見直
し、公募段階での条件提示の明確化、処
遇改善に向けた規程整備等の取り組みを
行った。今後も引き続き具体的な課題の
見直しを行っていく。

■教員組織の適切性を検証したことを示
す各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けた取
り組みが分かる資料

・自己点検・評価シート

604

ファカルティ・ディベロップメン
ト（FD）活動を組織的かつ多面的
に実施し、教員の資質向上及び教
員組織の改善・向上につなげてい
るか。

605

教員組織の適切性について定期的
に点検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・向上
に向けた取り組みを行っている
か。

Ｂ



COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・教員組織の編制やＦＤ等において、COVID-19 への対応・対策を 行っている場合は、その内容を記載してください。

【FD活動について】
授業と同様にFD活動も全面的にオンラインで実施した。
オンライン実施により参加が容易になり、参加者数増という成果があった。



 2020年度自己点検・評価シート
（教務課　※FD活動）

基準6（教務課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）下記内容を含む大学として求める
教員像を設定しているか。
・各学位課程における専門分野に関する
能力、教育に対する姿勢等

本学は、建学の精神及び教育理念をふま
えて「フェリス女学院大学の教育・研究
活動の方針」を定めている。教員組織の
編制に関しては「大学として求める教員
像及び教員組織の編成方針」として定
め、大学公式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/

■大学として求める教員像、各教員の役
割、連携のあり方、教育研究に係る責任
所在について大学としての考え方を明ら

かにし学内で共有した資料※

・フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針「大学として求める教員像及び教
員組織の編成方針」

（2）各学部・研究科等の教員組織の編
制に関する方針（各教員の役割、連携の
あり方、教育研究に係る責任所在の明確
化等）を適切に明示しているか。

（1）大学全体及び学部・研究科等ごと
の専任教員数は適切か。

■大学基礎データ（表４、表５）
・大学基礎データ（表4）「主要事業科
目の担当状況（学士課程）」
・大学基礎データ（表5）「専任教員年
齢構成」
・大学基礎データ（表1）「組織、設備
等（教員組織）」

（2）適切な教員組織編制のための措置
を講じているか。
・教員組織の編成に関する方針と教員組
織の整合性＜2020年3月追加項目＞
・各学位課程の目的に即した教員配置
・国際性、男女比
・特定の範囲の年齢に偏ることのないバ
ランスのとれた年齢構成への配慮
・教育上主要と認められる授業科目にお
ける専任教員（教授又は准教授）の適正
な配置
・研究科担当教員の資格の明確化と適正
な配置＜2020年3月追加項目＞
・教員の授業担当負担への適切な配慮

≪参考≫
■適切な教員組織編制のための取り組み
を示す資料として、授業科目と担当教員
の適合性を判断する制度及び判断した実
例を示す資料や、国際性、男女比など教
育研究上の特性を踏まえて取り組んでい
る事実を示す資料などが考えられます。
※

（3）学士課程における教養教育の運営
体制は適切か。

602

教員組織の編制に関する方針に基
づき、教育研究活動を展開するた
め、適切に教員組織を編制してい
るか。

大学基準6　教員・教員組織

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、求める教員像や教員組織の編制方針を明確にし、それに基づく教員組織を適切に整備するとともに、絶えず教員の資質向上に取り組まなければ
ならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

601

大学の理念・目的に基づき、大学
として求める教員像や各学部･研
究科等の教員組織の編制に関する
方針を明示しているか。



基準6（教務課)

（1）教員の職位（教授、准教授、助教
等）ごとの募集、採用、昇任等に関する
基準及び手続を設定し規程を整備してい
るか。

■教員の募集、採用、昇任に関して定め

た規程※

・大学教員区分及び資格基準
・大学専任教員任用規程
・各学部専任教員任用に関する内規
・各学部教育活動業績評価ガイドライン
・大学特任教授規程
・大学任期付専任教員任用規程
・大学任期付専任教員任用規程施行細則
・外国語契約教員任用規程
・語学教育担当嘱託教員任用規程
・留学生担当嘱託教員任用規程
・音楽学部嘱託教員任用規程
・大学情報センター担当嘱託教員任用規
程
・大学院担当教員に関する内規
・各研究科教員資格ガイドライン
・客員教員規程
・非常勤教員任用規程
・各学部教育活動業績評価ガイドライン
・各研究科大学院教員資格審査に関する
ガイドライン

（2）規程に沿った教員の募集、採用、
昇任等を実施しているか。

（1）ファカルティ・ディベロップメン
ト（ＦＤ）活動を組織的に実施している
か。

Ａ

（教務課）
■全学委員会である「大学FD委員会」、
各学部に設置する「学部FD委員会」及び
各科目所管部署において、FD活動を行っ
ている。【大学FD委員会規程、文学部・
人文科学研究科FD委員会規程、国際交流
学部・国際交流研究科FD委員会規程、音
楽学部・音楽科学研究科FD委員会規程】

■大学としてのＦＤの考え方、実施体

制、実施状況が分かる資料※

・大学FD委員会規程
・文学部・人文科学研究科FD委員会規程
・国際交流学部・国際交流研究科FD委員
会規程
・音楽学部・音楽研究科FD委員会規程
・大学公式サイト「FD活動報告」
大学案内 > 大学の取り組み > 大学教育
改革への取り組み > FD活動
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/educational-reform/fd.html

（2）教員の教育活動、研究活動、社会
活動等を評価し、その結果を活用してい
るか。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

FD活動の適切性について、2021年度第7
回大学教務委員会（2021年5月26日開
催）において、点検・評価項目に従っ
て、「2020年度自己点検・評価シート
(大学基準6）」の記載内容をもとに点
検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

COVID-19への対応・対策に関わる事項【任意】

≪参考≫
■教員組織の適切性を検証したことを示
す各種委員会、全学内部質保証推進組織
等に関する資料、改善・向上に向けた取
り組みが分かる資料などが考えられま

す。※

・文学部主任等会議記録
・国際交流学部主任等会議記録
・音楽学部主任等会議記録
・学部長会議記録
・自己点検・評価シート

604

ファカルティ・ディベロップメン
ト（FD）活動を組織的かつ多面的
に実施し、教員の資質向上及び教
員組織の改善・向上につなげてい
るか。

Ａ

605

教員組織の適切性について定期的
に点検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・向上
に向けた取り組みを行っている
か。

Ｂ

・教員組織の編制やＦＤ等において、COVID-19 への対応・対策を 行っている場合は、その内容を記載してください。

授業と同様にFD活動も全面的にオンラインで実施した。
オンライン実施により参加が容易になり、参加者数増という成果があった。

603
教員の募集、採用、昇任等を適切
に行っているか。



 2020年度自己点検・評価シート
（大学全体）

基準7（学生課)

大学基準7　学生支援

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

701

学生が学習に専念し、安定した学
生生活を送ることができるよう、
学生支援に関する大学としての方
針を明示しているか。

Ａ
（1）大学の理念・目的、入学者の傾向
等を踏まえた学生支援に関する大学とし
ての方針を適切に明示しているか。

Ａ

本学は、建学の精神及び教育理念をふま
えて「フェリス女学院大学の教育・研究
活動の方針」を定めている。学生支援に
関しては「学生支援方針」として定め、
大学公式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/

■学生支援に関する方針を明らかにし学
内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針「学生支援方針」

（1）学生支援体制を適切に整備してい
るか。 Ａ

・事務各課での支援に加えて、学生支援
センター（保健室、学生相談室、バリア
フリー推進室）及び各種会議体（学生委
員会、学生支援センター運営委員会、障
がい学生支援委員会、障がい学生支援連
絡会、総合支援連絡会）を設置し、学生
個々の状況に対応した支援ができる体制
を整備している。

・障がい学生支援については、学生支援
センター及び各種連絡会を通して、部署
横断的な課題についても迅速に対応でき
ている。

支援を受けた障がい学生が、その支援内
容に不服があった場合の申出窓口を設置
する。

（2）学生の修学に関する適切な支援と
して下記を実施しているか。※
 ・学生の能力に応じた補習、補充教育
・正課外教育
 ・留学生等の多様な学生に対する修学支
 援
・障がいのある学生に対する修学支援
 ・成績不振の学生の状況把握と指導
 ・留年者及び休学者の状況把握と対応
 ・退学希望者の状況把握と対応
・奨学金その他の経済的支援の整備
・授業その他の費用や経済的支援に関す
る情報提供＜2020年3月追加項目＞

Ａ

・正課外教育では、新入生へのサポート
を担う上級生リーダーの取組を実施し、
学生の多様な能力を引き出す支援を実施
したが、新型コロナウィルス感染拡大の
影響により、学生の安全確保のためにほ
とんどの準備活動がオンラインでの実施
となった。また、フェリスチャレンジ制
度に伴う活動は実施困難と判断して中止
とした。
・障がい学生支援では、学生支援セン
ターと学内各部署で連携し、個々の学生
の障がい状況や要望に応じた支援を実施
した。
・学生への経済的支援については、公的
制度や学外奨学金への案内対応のほか、
目的別の奨学金を通じて支援を実施し
た。また、新型コロナウィルス感染拡大
の影響により経済的に困窮している学生
に対しては短期奨学金制度を創設して支
援した。

・2019年度から受付が始まった修学支援
新制度については、学生への周知から申
請・選考・推薦等の諸手続について支障
なく実施した。
・2020年度に新設した短期奨学金制度
は、のべ33名の利用があるなど利用率が
高く、経済的困窮者の救済に寄与でき
た。

■ハラスメント防止、学生の相談に応じ
る制度及び経済的支援制度を学生に周知
するための資料
【修学支援（学生課関係）】
・バリアフリー推進室リーフレット
・サポートガイド＆バリアフリーマップ
・2020年度＜学部生対象＞／＜大学院生
対象＞奨学金案内

■大学基礎データ（表７）
・大学基礎データ（表７）「奨学金給
付・貸与状況」

≪参考≫
■学生支援に関する資料として、学生相
談室の利用統計データ、学生の満足度や
進路の状況などの調査結果など、学生支
援の効果に関する資料も考えられます。

（3）学生の生活に関する適切な支援と
して下記を実施しているか。
・学生の相談に応じる体制の整備
・ハラスメント（アカデミック、セク
シュアル、モラル等）防止のための体制
の整備
・学生の心身の健康、保健衛生及び安
全・衛生への配慮

Ａ

・学生相談室を設置し、臨床心理士の資
格をもつカウンセラーが学生からの相談
に応じる体制を整備している。
・ハラスメントへの対応については、学
外相談員・学生相談室による相談窓口を
設けると共に、「ハラスメント防止委員
会」を設置して防止に向けた啓発やハラ
スメント発生時の対応を行う体制を整備
している。
・学生の安全・衛生への配慮について
は、保健室を中心に実施している。保健
師による日常的な支援のほか、校医によ
る健康相談（内科・婦人科・精神科・心
療内科）、健康セミナーを実施し、学生
の心身の健康に配慮した支援を行ってい
る。

・学生支援センターでは、学生課を含め
た定期ミーティングでの情報共有を行
い、支援を必要とする学生について、各
室それぞれの視点から検討し、連携して
対応することができている。
・ハラスメント防止については、相談体
制の整備と共に、対象となる教員・事務
職員・学生それぞれに向けた研修を毎年
実施している。また、図書館との共催で
女性の人権にかかわる図書展示を行うな
ど、多様な視点から理解を深める取組を
実施した。

■ハラスメント防止、学生の相談に応じ
る制度及び経済的支援制度を学生に周知
するための資料
【生活支援】
・Schedule＆Diary Handbook
・STOP HARASSMENT　学生編
・＜学部生対象＞＜大学院生対象＞奨学
金案内
・ハラスメントパンフレット学外編

≪参考≫
■学生支援に関する資料として、学生相
談室の利用統計データ、学生の満足度や
進路の状況などの調査結果など、学生支
援の効果に関する資料も考えられます。

 （4）学生の進路に関する適切な支援と
 して下記を実施しているか。
 ・学生のキャリア支援を行うための体制
 （キャリアセンターの設置等）の整備
 ・進路選択に関わる指導・ガイダンスの
 実施

■キャリア支援に関するガイダンス等の
制度と実施状況が分かる資料

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学生支援に関する方針を明確にし、その方針に沿って、学生が学習に専念し、安定した学生生活を送る上で必要となる修学支援、生活支援及び
進路支援を適切に行わなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

702

学生支援に関する大学としての方
針に基づき、学生支援の体制は整
備されているか。また、学生支援
は適切に行われているか。

Ａ



基準7（学生課)

（5）学生の正課外活動（部活動等）を
充実させるための支援を実施している
か。

Ａ

・全公認団体を対象とするワークショッ
プとカンファレンスを2回（9月・2月）
実施し、運営支援とハラスメント防止指
導等を実施している。

（6）その他、学生の要望に対応した学
生支援を適切に実施しているか。 Ａ

・学内に学生が無記名で大学への要望等
を申し出ることができるオピニオンボッ
クスを設置している。
・学内ポータルシステムのQ&A機能を通
じて、随時、学生生活等の不明点や要望
等を大学に申し出ることができる形とし
ている。

（7）適切な危機管理対策を実施してい
るか。 Ａ

・活動中の事故については、保険適用等
の事務的対応と共に、学生から発生時の
状況等を詳しく確認するなどの対応を通
じて、都度再発防止に取り組んでいる。
・感染症対応版の危機管理室・緊急対策
本部構成図を作成し、教職員向けにSD研
修会「感染症-新型コロナウイルスへの
危機管理－事故対策との違いを知る」を
実施した。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

学生支援の適切性について、2021年度第
3回学生委員会（2021年5月19日開催）に
おいて、点検・評価項目に従って、
「2020年度自己点検・評価シート（大学
基準7）」の記載内容をもとに点検・評
価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

・年度単位での点検・評価と共に、定例
会議にて各取組等の実施状況等を随時報
告し、必要な改善に取り組んでいる。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【必須】

・学生支援（修学支援、生活支援、進路支援等）において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

・公認団体などの課外活動について、対面での活動を禁止し、オンラインでの活動を要請した。
・大学祭、フェリスチャレンジ制度は、新型コロナウイルスの感染リスクを排除できないため中止した。
・上級生リーダーの活動は、リハーサルを除きオンラインで実施した。
・外出、会食、飲み会などへの参加を控え、マスクをし、密を避け、適切な手洗い、除菌、換気をするよう頻繁にFerrisPassportなどで発信した。

≪参考≫
■学生実態の把握とそれに基づく改善・
向上の取り組みや、学生支援の適切性に
ついて検証し、改善・向上に向けて取り
組んだことが分かる各種委員会、全学内
部質保証推進組織等の資料などが考えら
れます。
・学生委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・ハラスメント防止委員会記録
・障がい学生支援連絡会記録
・大学教務委員会記録
・自己点検・評価シート

703

学生支援の適切性について定期的
に点検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・向上
に向けた取り組みを行っている
か。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（教務課　※修学支援）

 基準7（教務課)

大学基準7　学生支援

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

701

学生が学習に専念し、安定した学
生生活を送ることができるよう、
学生支援に関する大学としての方
針を明示しているか。

（1）大学の理念・目的、入学者の傾向
等を踏まえた学生支援に関する大学とし
ての方針を適切に明示しているか。

本学は、建学の精神及び教育理念をふま
えて「フェリス女学院大学の教育・研究
活動の方針」を定めている。学生支援に
関しては「学生支援方針」として定め、
大学公式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/

■学生支援に関する方針を明らかにし学
内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針「学生支援方針」

（1）学生支援体制を適切に整備してい
るか。

（2）学生の修学に関する適切な支援と
して下記を実施しているか。
・学生の能力に応じた補習、補充教育
・正課外教育
 ・留学生等の多様な学生に対する修学支
 援
・障がいのある学生に対する修学支援
・成績不振の学生の状況把握と指導
・留年者及び休学者の状況把握と対応
・退学希望者の状況把握と対応
 ・奨学金その他の経済的支援の整備
 ・授業その他の費用や経済的支援に関す
 る情報提供＜2020年3月追加項目＞

Ａ

（教務課）
■言語センターでは語学カフェ、語学カ
ウンセリングを実施し、学生の語学学習
を支援している。
■障がいのある学生については授業履修
における必要な支援を学生状況連絡票に
明文化することにより、個別支援を行っ
ている。
■学期ごとに修得単位数とGPAが一定基
準を下回った学生を特別指導対象とし
て、アカデミック・アドバイザーが定期
的に面談を行い、履修、学修指導を実施
している。
■特別指導対象となる状態が続いた場合
には、さらに修学指導対象として教務部
長、教務課職員による定期的な面談、履
修指導を実施している。
■退学希望者は学科主任との面談を必須
とし、退学理由、学生の経済的・身体的
状況把握を行い、必要な場合には学生支
援センターによる支援へのつなぎを行っ
ている。
■留年者はアカデミック・アドバイザー
との面談により卒業に向けた履修指導を
受け、必要・希望する場合には9月卒業
の対応をとる。
【学生要覧、休学・退学手続き案内書
類、言語センター運営委員会資料】

■ハラスメント防止、学生の相談に応じ
る制度及び経済的支援制度を学生に周知
するための資料
【修学支援（教務課関係）】
・学生要覧

■大学基礎データ（表6）
・大学基礎データ（表6）「在籍学生数
内訳、留年者数、退学者数」

≪参考≫
■学生支援に関する資料として、学生相
談室の利用統計データ、学生の満足度や
進路の状況などの調査結果など、学生支
援の効果に関する資料も考えられます。

（3）学生の生活に関する適切な支援と
して下記を実施しているか。
・学生の相談に応じる体制の整備
・ハラスメント（アカデミック、セク
シュアル、モラル等）防止のための体制
の整備
・学生の心身の健康、保健衛生及び安
全・衛生への配慮

■ハラスメント防止、学生の相談に応じ
る制度及び経済的支援制度を学生に周知
するための資料
【生活支援】
・Schedule＆Diary Handbook
・STOP HARASSMENT　学生編
・＜学部生対象＞＜大学院生対象＞奨学
金案内
・ハラスメントパンフレット学外編
（2015年度受審時資料）

≪参考≫
■学生支援に関する資料として、学生相
談室の利用統計データ、学生の満足度や
進路の状況などの調査結果など、学生支
援の効果に関する資料も考えられます。

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学生支援に関する方針を明確にし、その方針に沿って、学生が学習に専念し、安定した学生生活を送る上で必要となる修学支援、生活支援及び
進路支援を適切に行わなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

702

学生支援に関する大学としての方
針に基づき、学生支援の体制は整
備されているか。また、学生支援
は適切に行われているか。

Ａ



基準7（教務課)

 （4）学生の進路に関する適切な支援と
 して下記を実施しているか。
 ・学生のキャリア支援を行うための体制
 （キャリアセンターの設置等）の整備
 ・進路選択に関わる指導・ガイダンスの
 実施

■キャリア支援に関するガイダンス等の
制度と実施状況が分かる資料

（5）学生の正課外活動（部活動等）を
充実させるための支援を実施している
か。

（6）その他、学生の要望に対応した学
生支援を適切に実施しているか。 Ａ

（教務課）
■CLAコア科目では学生提案科目を設置
し、毎年度学生の要望に応じた科目を開
講している。【学生要覧、CLAコア科目
運営委員会資料】

（7）適切な危機管理対策を実施してい
るか。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

（教務課）
学生支援の適切性について2021年度第7
回大学教務委員会（2021年5月26日開
催）において、点検・評価項目に従っ
て、「2020年度自己点検・評価シート
（大学基準7）」の記載内容をもとに点
検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

（教務課）
■（１）の点検・評価に基づき、次年
度、次学期プログラムの改善、学生要覧
等の記載事項の改善に取り組んだ。
【大学教務委員会資料、学生要覧】

COVID-19への対応・対策に関わる事項【必須】

・学生支援（修学支援、生活支援、進路支援等）におけるCOVID-19 への対応・対策について記載してください。

≪参考≫
■学生実態の把握とそれに基づく改善・
向上の取り組みや、学生支援の適切性に
ついて検証し、改善・向上に向けて取り
組んだことが分かる各種委員会、全学内
部質保証推進組織等の資料などが考えら
れます。
・学生委員会記録
・学生支援センター運営委員会記録
・ハラスメント防止委員会記録
・障がい学生支援連絡会記録
・大学教務委員会記録
・自己点検・評価シート

703

学生支援の適切性について定期的
に点検・評価を行っているか。ま
た、その結果をもとに改善・向上
に向けた取り組みを行っている
か。

Ｂ



  2020年度自己点検・評価シート
（大学全体）

基準8（総務課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

801

学生の学習や教員による教育
研究活動に関して、環境や条
件を整備するための方針を明
示しているか。

Ａ

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた教育研究等環境
に関する方針を適切に明示している
か。

Ａ

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。教育
研究環境に関しては「教育・研究等環
境に関する方針」として定め、大学公
式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■教育研究等環境に関する中長期計画
など、教育研究等環境に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「教育・研究等環境に関する
方針」
・校舎等の中長期修繕更新計画一覧
（2015年度受審時資料）

大学基準8　教育研究環境

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、学生の学習及び教員による教育研究活動を十分に行うことができるよう、教育研究等環境の整備に関する方針を明確にし、その方針に沿って学習環境や教
育研究環境を整備し、これを適切に管理運営しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。



基準8（総務課)

 （2）教職員及び学生の情報倫理の確立
 に関する取り組みを実施しているか。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表１）「組織・設
備等」

≪参考≫
■施設や情報通信機器等の機器・備品
の整備に関する資料のほか、施設・設
備等の維持・管理、安全・衛生確保の
ための取り組みを示す資料などが考え
られます。また、バリアフリーへの対
応など利用者の観点に立った施設・設
備整備状況を示す資料などが考えられ
ます。
・バリアフリーへの対応状況を整理し
た改修計画立案の基礎資料

≪参考≫
■教育研究に必要な施設・設備の整備
に関する資料として、学生の自主的な
学習に配慮した環境整備の取り組みを
示す資料などが考えられます。
・ラーニングコモンズ設置準備WG資
料？

802

教育研究等環境に関する方針
に基づき、必要な校地及び校
舎を有し、かつ運動場等の教
育研究に必要な施設・設備を
整備しているか。

Ａ

（1）下記施設・設備等の整備・管理を
実施しているか。
 ・ネットワークや情報通信技術（ＩＣ
 Ｔ）等機器・備品等の整備
・施設・設備等の維持・管理、安全及
び衛生の確保
・バリアフリーへの対応や利用者の快
適性に配慮したキャンパス環境整備
・学生の自主的な学習を促進するため
の環境整備

Ａ

本学は、緑園キャンパスと山手キャン
パスの2校地を有している。学生の学習
や課外活動、教員の教育研究活動等に
必要な施設・設備等の状況は大学基礎
データ表1のとおりである。校地面積、
校舎面積は、大学設置基準の規定を満
たしており、また、教員研究室（各学
部共同研究室、講師控室）、教室等施
設、図書館・図書資料等は、本学にお
ける教育研究活動や収容定員を踏まえ
た環境として整備している。教室に関
しては、近年は、アクティブラーニン
グに対応した可動式の机椅子を配置す
るなど、授業方法の多様化に対応した
設備の整備に努めている。

各キャンパスの施設・設備等の維持管
理は建築、機械、電気、防災設備等の
各種保守、修繕を行っている。また定
められた法定点検を実施し、不良箇所
がある場合には速やかに改修してい
る。

また、学生にとって快適な学習環境を
整備できるよう、毎年、卒業年次生を
対象に実施する「学生満足度調査」に
おいて、施設・設備への満足度を確認
している。2018年度卒業年次生を対象
に実施した調査では、学生が日常的に
利用する教室、図書館、PC教室、トイ
レについて、約80％の学生が満足
（「大変満足している」「おおむね満
足している」の合算値）と回答した。

学生教職員の安全確保のため、両キャ
ンパスとも正門受付に警備員を配備
し、警備員が常駐していない門につい
ては、電磁錠で常時施錠し、関係者は
暗証番号で解錠するシステムとしてい
る。このほか、定期巡回、防犯カメラ
による監視等により安心・安全なキャ
ンパス環境の形成に努めている。

キャンパス内のバリアフリー対応の状
況は、バリアフリー推進室の学生ス
タッフが中心となって調査し制作した
「バリアフリーマップ」にまとめられ
ている。キャンパス内を調査する過程
で明らかになった施設の課題について
は、対策規模や優先順位を見極め、毎
年の事業計画に盛り込み改善を図るほ
か、学生スタッフや施設担当職員等の
手で改良に取り組むこともある。

学生の自主的な学習を促進するための
環境として、外国語学習について総合
的に支援する言語センターを設置して
いる。履修相談や授業外での学習に関
する相談対応、自習教材、e-learning
システムの提供、語学検定試験受付等
の支援を行っている。
さらに、外国語学習に限らず学生の主
体的な学びを促進する環境の整備とし
て、2020年4月、図書館の一角にラーニ
ングコモンズを開設した。



基準8（総務課)

（1）下記図書資料の整備と図書利用環
境の整備を実施しているか。
・図書、学術雑誌、電子情報等の学術
情報資料の整備
・国立情報学研究所が提供する学術コ
ンテンツや他図書館とのネットワーク
の整備
・学術情報へのアクセスに関する対応
・学生の学習に配慮した図書館利用環
境（座席数、開館時間等）の整備

分かる資料
・大学附属図書館利用案内

≪参考≫
■図書館、学術情報サービスに関する
資料として、上記のほか、それらの利
用状況に関する資料が考えられます。
・図書館利用状況・職員の配置・開館
時間等／図書・資料の所蔵数、図書受
入状況／述べ面積・学生閲覧室・情報
検索設備等
・大学附属図書館契約データベース一
覧
・加盟図書館協議会等リスト
（赤字は2015年度受審時の資料）

（2）図書館、学術情報サービスを提供
するための専門的な知識を有する者を
配置しているか。

■大学基礎データ（表8）
・大学基礎データ（表8）「教育研究費
内訳」

≪参考≫
■教員の教育研究条件に関する資料と
して、研究休暇取得のための基準とそ
の運用実績を示す資料などが考えられ
ます。
・個人研究費規程
・共同研究に関する内規
・大学教員特別研究制度に関する規程
・大学教員特別研修制度に関する規程
施行細則

≪参考≫
■教員の教育研究に対する支援に関す
る資料として、ＴＡ、ＲＡ採用規程な
どの人的支援についての資料などが考
えられます。
・ティーチング・アシスタントに関す
る内規
・スチューデント・アシスタントに関
する内規
・スチューデント・アシスタント/
ティーチング・アシスタント制度の実
施に関するガイドライン
・大学副手に関する内規

本学における学術研究の信頼性及び公
正性の確保、研究活動の円滑な遂行を
図るための行動指針として「フェリス
女学院大学における研究活動に係る行
動規範」を定め、学内に周知してい
る。
研究室は、3学部とも専任教員に対し
て、基本的に個人単位の研究室を整備
している。

研究費については、教員には個人研究
費、共同研究費及び特別研修員の交通
費・滞在費の一部補助等の各制度を設
け、それぞれ規程及び内規の定めに
従って支給している。

研究時間の確保については、担当コマ
の負担の平準化がなされるよう、規程
により定めている。

研究専念期間として、「特別研究制
度」を設け、1年または1学期間、在外
研究・国内における研究に従事するこ
とのできる機会を提供している。

教育研究の活性化を支援する体制とし
て、ティーチング・アシスタント
（TA）、スチューデント・アシスタン
ト（SA）を設け、それぞれ「ティーチ
ング・アシスタントに関する内規」
「スチューデント・アシスタントに関
する内規」「スチューデント・アシス
タント/ティーチング・アシスタント制
度の実施に関するガイドライン」に
従って活用している。TA、SAの募集、
採用に関する支援は総務課と教務課が
担っており、採用された大学院生、学
生への採用時の業務説明を行ってい
る。また、TA、SAの教育サポートス
タッフとしての資質の向上を図るため
の研修の一環として月間業務報告書の
提出により振り返りを行い、担当教員
と連携を図りながら実施している。
2020年度は、TA採用者に対して
「ティーチングアシスタント研修」を
実施し、TA経験者や専任教員によるガ
イダンスの機会を設けた。

804

教育研究活動を支援する環境
や条件を適切に整備し、教育
研究活動の促進を図っている
か。

Ａ

（1）研究活動を促進させるための下記
条件を整備しているか。
・大学としての研究に対する基本的な
考え方の明示
・研究費の適切な支給
・外部資金獲得のための支援
・研究室の整備、研究時間の確保、研
究専念期間の保障等
・ティーチング・アシスタント（Ｔ
Ａ）、リサーチ・アシスタント（Ｒ
Ａ）等の教育研究の活性化を支援する
体制

Ａ

803

図書館、学術情報サービスを
提供するための体制を備えて
いるか。また、それらは適切
に機能しているか。



基準8（総務課)

805
研究倫理を遵守するための必
要な措置を講じ、適切に対応
しているか。

Ｂ

（1）研究倫理、研究活動の不正防止に
関する下記取り組みを実施している
か。
・規程の整備
・教員及び学生における研究倫理確立
のための機会等の提供（コンプライア
ンス教育及び研究倫理教育の定期的な
実施等）＜2020年3月追加項目＞
・コンプライアンス教育及び研究倫理
教育の定期的な実施
・研究倫理に関する学内審査機関の整
備

Ｂ

「大学における研究活動に係る行動規
範」「大学における研究活動に係る不
正行為の防止等に関する規程」を整備
し、必要に応じて改正している。
研究倫理を遵守した研究活動を推進す
るための取組として、教員にはコンプ
ライアンス教育としてのAPRIN eラーニ
ングプログラム(eAPRIN)を、大学院生
には研究倫理教育としての日本学術振
興会 e ラーニング [eL CoRE］を導入
し、受講を義務付けている。
研究倫理に関する学内審査機関は未整
備であるが、研究倫理教育責任者及び
相談窓口に関する規程を改正し、管
理・監査のガイドラインをより明確な
ものとした。

■研究倫理、研究活動の不正防止に関
する規程類
・大学における研究活動に係る行動規
範
・大学における研究活動に係る不正行
為の防止等に関する規程
・公的研究費不正使用防止に関する基
本方針
・公的研究費不正防止計画

≪参考≫
■コンプライアンス教育、研究倫理教
育の実施記録など、学内で研究倫理の
確立を図る取り組みを示す資料などが
考えられます。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

教育研究等環境の適切性について、附
属図書館、教務課、学生課それぞれ所
管の委員会で「2020年度自己点検・評
価シート（大学基準8）」の記載内容を
もとに点検・評価を行ったことを確認
した。それらを踏まえ、大学全体にお
ける教育研究等環境の適切性につい
て、学長・事務部長で点検・評価を
行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

中長期計画に基づく安全で快適な学修
環境の整備と、教育研究等環境の充
実・支援体制の整備を継続的に行いな
がら、点検・評価において確認された
事項及び喫緊の課題に対し必要な改善
に取り組んでいる。

COVID-19への対応・対策に関わる事項

　・学生の学習環境や教員の教育研究環境の整備において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

806

教育研究等環境の適切性につ
いて定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向け
た取り組みを行っているか。

【施設・設備】
　感染防止対策ポスター、全学生・教職員向け「キャンパス内での過ごし方（コロナ禍でのキャンパス利用、感染防止対策マニュアル）」を保健室と総務課が連携して制作・周知
　音楽学部において、感染防止ガイドラインを教職員含む関係者で策定するとともに、ジャンル・授業形態にあった飛沫防止パーテーション制作等感染防止対策を講じ、後期からの対面授業実施を
可能にした。
　学内各所にサーマルカメラ（非接触型体温計）、手指消毒液を設置。室内換気向上のための網戸設置。
　接触感染リスク軽減のため、飲食等の利用が多い共用スペースを中心に抗菌施工を行ったほか、洗面台の自動水栓化、バリアフリー対応も踏まえた自動ドア設置工事も実施。

【教育研究】
　研究出張が困難な状況下において、使途予定外の支出（教育的利用のみに供されるものへの執行を含む）を特例的に認めるとともに、研究活動継続の観点から研究費で購入する物品等の納入先を
一時的に学外（自宅等）とすることも認めた。また、研究費関連の稟申について電子決裁を本格導入した。

Ｂ

≪参考≫
■施設・設備の利用状況の把握とそれ
に基づく改善・向上の取り組みや、教
育研究等環境の適切性について検証
し、改善・向上に向けて取り組んだこ
とが分
かる各種委員会、全学内部質保証推進
組織等の資料などが考えられます。
・〇〇委員会記録（施設、研究支援）
・障がい学生支援連絡会記録
・図書館運営委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・自己点検・評価シート



 2020年度自己点検・評価シート
（教務課　※教具整備、TA・SA）

基準8（教務課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

801

学生の学習や教員による教育
研究活動に関して、環境や条
件を整備するための方針を明
示しているか。

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた教育研究等環境
に関する方針を適切に明示している
か。

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。教育
研究環境に関しては「教育・研究等環
境に関する方針」として定め、大学公
式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■教育研究等環境に関する中長期計画
など、教育研究等環境に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「教育・研究等環境に関する
方針」
・校舎等の中長期修繕更新計画一覧
（2015年度受審時資料）

（1）下記施設・設備等の整備・管理を
実施しているか。
 ・ネットワークや情報通信技術（ＩＣ
 Ｔ）等機器・備品等の整備
・施設・設備等の維持・管理、安全及
び衛生の確保
・バリアフリーへの対応や利用者の快
適性に配慮したキャンパス環境整備
・学生の自主的な学習を促進するため
の環境整備

Ａ

（教務課）
■教具更新計画（7年更新）に基づき、
教室教具の計画的な整備を行った。
予算制約により5年更新から7年更新に
変更したことの最初の完成年度を迎え
たが、想定以上に不具合が発生した。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表１）「組織・設
備等」

≪参考≫
■施設や情報通信機器等の機器・備品
の整備に関する資料のほか、施設・設
備等の維持・管理、安全・衛生確保の
ための取り組みを示す資料などが考え
られます。また、バリアフリーへの対
応など利用者の観点に立った施設・設
備整備状況を示す資料などが考えられ
ます。
・バリアフリーへの対応状況を整理し
た改修計画立案の基礎資料

≪参考≫
■教育研究に必要な施設・設備の整備
に関する資料として、学生の自主的な
学習に配慮した環境整備の取り組みを
示す資料などが考えられます。
・ラーニングコモンズ設置準備WG資
料？

 （2）教職員及び学生の情報倫理の確立
 に関する取り組みを実施しているか。

大学基準8　教育研究環境

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、学生の学習及び教員による教育研究活動を十分に行うことができるよう、教育研究等環境の整備に関する方針を明確にし、その方針に沿って学習環境や教
育研究環境を整備し、これを適切に管理運営しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

802

教育研究等環境に関する方針
に基づき、必要な校地及び校
舎を有し、かつ運動場等の教
育研究に必要な施設・設備を
整備しているか。

Ａ



基準8（教務課)

（1）下記図書資料の整備と図書利用環
境の整備を実施しているか。
・図書、学術雑誌、電子情報等の学術
情報資料の整備
・国立情報学研究所が提供する学術コ
ンテンツや他図書館とのネットワーク
の整備
・学術情報へのアクセスに関する対応
・学生の学習に配慮した図書館利用環
境（座席数、開館時間等）の整備

■図書館、学術情報サービスの内容が
分かる資料
・大学附属図書館利用案内

≪参考≫
■図書館、学術情報サービスに関する
資料として、上記のほか、それらの利
用状況に関する資料が考えられます。
・図書館利用状況・職員の配置・開館
時間等／図書・資料の所蔵数、図書受
入状況／述べ面積・学生閲覧室・情報
検索設備等
・大学附属図書館契約データベース一
覧
・加盟図書館協議会等リスト
（赤字は2015年度受審時の資料）

（2）図書館、学術情報サービスを提供
するための専門的な知識を有する者を
配置しているか。

804

教育研究活動を支援する環境
や条件を適切に整備し、教育
研究活動の促進を図っている
か。

Ｂ

（1）研究活動を促進させるための下記
条件を整備しているか。
・大学としての研究に対する基本的な
考え方の明示
・研究費の適切な支給
・外部資金獲得のための支援
・研究室の整備、研究時間の確保、研
究専念期間の保障等
・ティーチング・アシスタント（Ｔ
Ａ）、リサーチ・アシスタント（Ｒ
Ａ）等の教育研究の活性化を支援する
体制

Ｂ

【教務課】
■ティーチング・アシスタント
（TA）、スチューデント・アシスタン
ト（SA）を設けて活用している。
【ティーチング・アシスタントに関す
る内規、スチューデント・アシスタン
トに関する内規、大学教務委員会資
料、研究科委員会資料】

■大学基礎データ（表8）
・大学基礎データ（表8）「教育研究費
内訳」

≪参考≫
■教員の教育研究条件に関する資料と
して、研究休暇取得のための基準とそ
の運用実績を示す資料などが考えられ
ます。
・個人研究費規程
・共同研究に関する内規
・大学教員特別研究制度に関する規程
・大学教員特別研修制度に関する規程
施行細則

≪参考≫
■教員の教育研究に対する支援に関す
る資料として、ＴＡ、ＲＡ採用規程な
どの人的支援についての資料などが考
えられます。
・ティーチング・アシスタントに関す
る内規
・スチューデント・アシスタントに関
する内規
・スチューデント・アシスタント/
ティーチング・アシスタント制度の実
施に関するガイドライン
・大学副手に関する内規

803

図書館、学術情報サービスを
提供するための体制を備えて
いるか。また、それらは適切
に機能しているか。



基準8（教務課)

805
研究倫理を遵守するための必
要な措置を講じ、適切に対応
しているか。

（1）研究倫理、研究活動の不正防止に
関する下記取り組みを実施している
か。
・規程の整備
・教員及び学生における研究倫理確立
のための機会等の提供（コンプライア
ンス教育及び研究倫理教育の定期的な
実施等）＜2020年3月追加項目＞
・コンプライアンス教育及び研究倫理
教育の定期的な実施
・研究倫理に関する学内審査機関の整
備

■研究倫理、研究活動の不正防止に関
する規程類
・大学における研究活動に係る行動規
範
・大学における研究活動に係る不正行
為の防止等に関する規程
・公的研究費不正使用防止に関する基
本方針
・公的研究費不正防止計画

≪参考≫
■コンプライアンス教育、研究倫理教
育の実施記録など、学内で研究倫理の
確立を図る取り組みを示す資料などが
考えられます。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

教育環境の適切性について、2021年度
第7回大学教務委員会（2021年5月26日
開催）において、点検・評価項目に
従って、「2020年度自己点検・評価
シート（大学基準8）」の記載内容をも
とに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

・教具関連
7年更新による不具合発生が想定以上で
あったため、次年度予算より5年更新に
戻す改善を行った。

・TA、SA関連
特段の問題がないことを確認し、制度
をムダにいじらないことを確認した。

COVID-19への対応・対策に関わる事項

≪参考≫
■施設・設備の利用状況の把握とそれ
に基づく改善・向上の取り組みや、教
育研究等環境の適切性について検証
し、改善・向上に向けて取り組んだこ
とが分
かる各種委員会、全学内部質保証推進
組織等の資料などが考えられます。
・〇〇委員会記録（施設、研究支援）
・障がい学生支援連絡会記録
・図書館運営委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・自己点検・評価シート

・学生の学習環境や教員の教育研究環境の整備において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

806

教育研究等環境の適切性につ
いて定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向け
た取り組みを行っているか。

Ｂ



 2020年度自己点検・評価シート
（学生課　※バリアフリーへの対応）

基準8（学生課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

801

学生の学習や教員による教育
研究活動に関して、環境や条
件を整備するための方針を明
示しているか。

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた教育研究等環境
に関する方針を適切に明示している
か。

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。教育
研究環境に関しては「教育・研究等環
境に関する方針」として定め、大学公
式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■教育研究等環境に関する中長期計画
など、教育研究等環境に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「教育・研究等環境に関する
方針」
・校舎等の中長期修繕更新計画一覧
（2015年度受審時資料）

（1）下記施設・設備等の整備・管理を
実施しているか。
 ・ネットワークや情報通信技術（ＩＣ
 Ｔ）等機器・備品等の整備
・施設・設備等の維持・管理、安全及
び衛生の確保
・バリアフリーへの対応や利用者の快
適性に配慮したキャンパス環境整備
・学生の自主的な学習を促進するため
の環境整備

Ａ

（学生課）
・バリアフリー推進室でキャンパスの
バリアフリーマップを作成している。
バリアフリーへの対応状況を整理しつ
つ、改善が必要な個所の確認も行い、
改修計画立案の基礎資料としている。
・障がいを有する学生との面談及び現
場確認を行い、車椅子での通行が困難
なドアの自動ドア化、危険個所の確認
に基づく注意掲示の掲出など、個々の
利用者状況と要望に基づき環境整備を
実施した。

・障がい学生との定期的な面談を通じ
て、丁寧に要望を把握し、必要により
迅速に対応ができているため、ケガ等
の発生なく、安全に利用ができてい
る。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
一部施設に躯体の構造上対応できない
危険箇所があるため、中長期的な計画
の中で対策を検討する必要がある。

（上記課題への対応状況）
施設設備に関わる課題のため大学全体
の改修計画の中で扱うことになる。当
該箇所を学生が使用する場合には、学
生課・バリアフリー推進室において必
要な支援を行っていく。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表１）「組織・設
備等」

≪参考≫
■施設や情報通信機器等の機器・備品
の整備に関する資料のほか、施設・設
備等の維持・管理、安全・衛生確保の
ための取り組みを示す資料などが考え
られます。また、バリアフリーへの対
応など利用者の観点に立った施設・設
備整備状況を示す資料などが考えられ
ます。
・バリアフリーへの対応状況を整理し
た改修計画立案の基礎資料

≪参考≫
■教育研究に必要な施設・設備の整備
に関する資料として、学生の自主的な
学習に配慮した環境整備の取り組みを
示す資料などが考えられます。
・ラーニングコモンズ設置準備WG資
料？

 （2）教職員及び学生の情報倫理の確立
 に関する取り組みを実施しているか。

（1）下記図書資料の整備と図書利用環
境の整備を実施しているか。
・図書、学術雑誌、電子情報等の学術
情報資料の整備
・国立情報学研究所が提供する学術コ
ンテンツや他図書館とのネットワーク
の整備
・学術情報へのアクセスに関する対応
・学生の学習に配慮した図書館利用環
境（座席数、開館時間等）の整備

Ｂ

■図書館、学術情報サービスの内容が
分かる資料
・大学附属図書館利用案内

≪参考≫
■図書館、学術情報サービスに関する
資料として、上記のほか、それらの利
用状況に関する資料が考えられます。
・図書館利用状況・職員の配置・開館
時間等／図書・資料の所蔵数、図書受
入状況／述べ面積・学生閲覧室・情報
検索設備等
・大学附属図書館契約データベース一
覧
・加盟図書館協議会等リスト
（赤字は2015年度受審時の資料）

（2）図書館、学術情報サービスを提供
するための専門的な知識を有する者を
配置しているか。

大学基準8　教育研究環境

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、学生の学習及び教員による教育研究活動を十分に行うことができるよう、教育研究等環境の整備に関する方針を明確にし、その方針に沿って学習環境や教
育研究環境を整備し、これを適切に管理運営しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

802

803

教育研究等環境に関する方針
に基づき、必要な校地及び校
舎を有し、かつ運動場等の教
育研究に必要な施設・設備を
整備しているか。

図書館、学術情報サービスを
提供するための体制を備えて
いるか。また、それらは適切
に機能しているか。

Ａ

Ｂ



基準8（学生課)

804

教育研究活動を支援する環境
や条件を適切に整備し、教育
研究活動の促進を図っている
か。

（1）研究活動を促進させるための下記
条件を整備しているか。
・大学としての研究に対する基本的な
考え方の明示
・研究費の適切な支給
・外部資金獲得のための支援
・研究室の整備、研究時間の確保、研
究専念期間の保障等
・ティーチング・アシスタント（Ｔ
Ａ）、リサーチ・アシスタント（Ｒ
Ａ）等の教育研究の活性化を支援する
体制

■大学基礎データ（表8）
・大学基礎データ（表8）「教育研究費
内訳」

≪参考≫
■教員の教育研究条件に関する資料と
して、研究休暇取得のための基準とそ
の運用実績を示す資料などが考えられ
ます。
・個人研究費規程
・共同研究に関する内規
・大学教員特別研究制度に関する規程
・大学教員特別研修制度に関する規程
施行細則

≪参考≫
■教員の教育研究に対する支援に関す
る資料として、ＴＡ、ＲＡ採用規程な
どの人的支援についての資料などが考
えられます。
・ティーチング・アシスタントに関す
る内規
・スチューデント・アシスタントに関
する内規
・スチューデント・アシスタント/
ティーチング・アシスタント制度の実
施に関するガイドライン
・大学副手に関する内規

805
研究倫理を遵守するための必
要な措置を講じ、適切に対応
しているか。

（1）研究倫理、研究活動の不正防止に
関する下記取り組みを実施している
か。
・規程の整備
・教員及び学生における研究倫理確立
のための機会等の提供（コンプライア
ンス教育及び研究倫理教育の定期的な
実施等）＜2020年3月追加項目＞
・コンプライアンス教育及び研究倫理
教育の定期的な実施
・研究倫理に関する学内審査機関の整
備

■研究倫理、研究活動の不正防止に関
する規程類
・大学における研究活動に係る行動規
範
・大学における研究活動に係る不正行
為の防止等に関する規程
・公的研究費不正使用防止に関する基
本方針
・公的研究費不正防止計画

≪参考≫
■コンプライアンス教育、研究倫理教
育の実施記録など、学内で研究倫理の
確立を図る取り組みを示す資料などが
考えられます。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

バリアフリーへの対応や利用者の快適
性に配慮したキャンパス環境整備の適
切性について、2021年度第3回学生委員
会（2021年5月19日開催）において、点
検・評価項目に従って、「2020年度自
己点検・評価シート（大学基準8）」の
記載内容をもとに点検・評価を行っ
た。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

・年度単位での点検・評価と共に、定
例会議にて各取組等の実施状況等を随
時報告し、必要な改善に取り組んでい
る。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【必須】

・学生の学習環境や教員の教育研究環境の整備において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

・授業の実施形態に応じたサポートを実施し、遠隔受講する障がい学生に対しては遠隔での授業サポートを行うなどした。

≪参考≫
■施設・設備の利用状況の把握とそれ
に基づく改善・向上の取り組みや、教
育研究等環境の適切性について検証
し、改善・向上に向けて取り組んだこ
とが分
かる各種委員会、全学内部質保証推進
組織等の資料などが考えられます。
・〇〇委員会記録（施設、研究支援）
・学生委員会記録
・障がい学生支援連絡会記録
・図書館運営委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・自己点検・評価シート

806

教育研究等環境の適切性につ
いて定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向け
た取り組みを行っているか。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（附属図書館）

基準8（附属図書館) 

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明
箇条書きではなく「文章」でコメントする

⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

801

学生の学習や教員による教育
研究活動に関して、環境や条
件を整備するための方針を明
示しているか。

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた教育研究等環境
に関する方針を適切に明示している
か。

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。教育
研究環境に関しては「教育・研究等環
境に関する方針」として定め、大学公
式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■教育研究等環境に関する中長期計画
など、教育研究等環境に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「教育・研究等環境に関する
方針」
・校舎等の中長期修繕更新計画一覧
（2015年度受審時資料）

（1）下記施設・設備等の整備・管理を
実施しているか。
・ネットワークや情報通信技術（ＩＣ
Ｔ）等機器・備品等の整備
・施設・設備等の維持・管理、安全及
び衛生の確保
・バリアフリーへの対応や利用者の快
適性に配慮したキャンパス環境整備
・学生の自主的な学習を促進するため
の環境整備

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表１）「組織・設
備等」

≪参考≫
■施設や情報通信機器等の機器・備品
の整備に関する資料のほか、施設・設
備等の維持・管理、安全・衛生確保の
ための取り組みを示す資料などが考え
られます。また、バリアフリーへの対
応など利用者の観点に立った施設・設
備整備状況を示す資料などが考えられ
ます。
・バリアフリーへの対応状況を整理し
た改修計画立案の基礎資料

≪参考≫
■教育研究に必要な施設・設備の整備
に関する資料として、学生の自主的な
学習に配慮した環境整備の取り組みを
示す資料などが考えられます。
・ラーニングコモンズ設置準備WG資
料？

（2）教職員及び学生の情報倫理の確立
に関する取り組みを実施しているか。

大学基準8　教育研究環境

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、学生の学習及び教員による教育研究活動を十分に行うことができるよう、教育研究等環境の整備に関する方針を明確にし、その方針に沿って学習環境や教
育研究環境を整備し、これを適切に管理運営しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

802

教育研究等環境に関する方針
に基づき、必要な校地及び校
舎を有し、かつ運動場等の教
育研究に必要な施設・設備を
整備しているか。



基準8（附属図書館) 

（2）図書館、学術情報サービスを提供
するための専門的な知識を有する者を
配置しているか。

Ｂ

　緑園本館ではパブリックサービスを
業務委託している。スタッフ11名（内

訳：フルタイム7、パートタイム4）の

うち9名、専任3名のうち1名が有資格

者、山手分室は専任2名が有資格者であ
る。

　調査のプロフェッショナルとして専
門スタッフが配置され、学部生、留学
生の学修支援、大学院生、教員を含む
研究者支援を担当している。館内のオ
ンライン授業受講者など利用者の需要
の変化にも柔軟に対応している。

【2019年度自己点検・評価における課

題】
専任職員の後継者育成、選書スキルの
向上が必要。
↓
【2020年度対応状況】
人員配置によるため、所管部署のみで
は解決できない。

2020年4月ラーニングコモンズ開設によ
り、十分な距離を保ちつつ個人学習に
集中できる空間を提供できた。オンラ
イン授業受講の場としても機能した。
設計時に重視した可塑性、ゆとりある
スペース、グループ、ペア、個人利用
いずれにも対応できる選択性の高いレ
イアウトにより、来館可能な利用者に
は快適な学修環境として受け入れられ
た。

【2019年度自己点検・評価における課

題】
オンライン授業への対応、利用促進の
面から学部生も学外から契約データ
ベース利用可とすることが望ましい。
　車椅子利用者支援は設備面では向上
させることができたが、視覚障がい学
生支援（個別対応）についてはバリア
フリー推進室との役割分担、先行事例
の研究など情報収集が必要である。
↓
【2020年度対応状況】
■学部生 による学外からのデータベース
利用
情報システム課あて検討依頼（2020年4月

8日発信）の結果、SSL-VPN接続は、同時

セッション数上限（250人）を超えること等の
理由により専任教員、大学院生と同等の解
禁は不可となった。
■視覚障がい学生対応
・資料のテキストデータ化
　障がい学生支援連絡会（2020年6月25

日）で種類に応じて図書館、バリアフリー推
進室との分担が承認された。
・拡大読書機の更新
　2021年度予算（学生課）で新規購入する
こと、設置場所、機種選定についてはバリ
アフリー推進室が担当することとした。

■図書館、学術情報サービスの内容が
分かる資料
2020年度大学附属図書館利用案内

≪参考≫
■図書館、学術情報サービスに関する
資料として、上記のほか、それらの利
用状況に関する資料が考えられます。

・図書館利用状況➡2021年度第1回図書

館運営委員会資料No.1-01～05（2021年

4月21日）

・職員の配置➡文科省「令和2年 度学術
情報基盤実態調査《大学図書館編》調
査票」

・開館時間等➡2020年度大学附属図書

館利用案内
・図書・資料の所蔵数、図書受入状況
➡日本図書館協会 2020年度「大学図書

館調査票」
・述べ面積・学生閲覧室・情報検索設
備等
・大学附属図書館契約データベース一
覧➡HPで公開

・加盟図書館協議会等リスト➡HPで公

開

（青字は2015年度受審時の資料で
す。）

803

図書館、学術情報サービスを
提供するための体制を備えて
いるか。また、それらは適切

に機能しているか。

Ａ

（1）下記図書資料の整備と図書利用環
境の整備を実施しているか。
・図書、学術雑誌、電子情報等の学術
情報資料の整備
・国立情報学研究所が提供する学術コ
ンテンツや他図書館とのネットワーク
の整備
・学術情報へのアクセスに関する対応
・学生の学習に配慮した図書館利用環
境（座席数、開館時間等）の整備

Ａ

■図書
人権、平和教育、国際協力等、カリ
キュラムポリシーに基づく選書を継
続。企画展示のテーマを想定し、現
物、書評を確認の上、学生の視野拡張
に資する書籍を厳選して収集した。資
料価値が社会の動向や問題提起など文
脈の中で理解されるよう関連領域、隣
接分野の資料など参考情報の収集に努
め、展示に活用した。学科予算による
継続購入図書は前回の選定（2013年

度）から7年度経過したため有用性を学

科に確認し、58件中31件継続、27件中
止とした。
■逐次刊行物（雑誌）
　①2019年度継続希望が0件、②2016～

2019年度貸出回数が0件、③年間費用が

10万円以上　を基準として継続可否を
確認した。
■データベース
　オンライン授業への対応として契約
データベースのうち新聞記事、事典類
など一部については学部生が学外から
もアクセス可となるよう代理店と交渉
し、提供した。
　学科からの要望により英文、日文、
音楽芸術の新規購入、コミュニケー
ション学科（特定図書採択）を支援し
た。
　契約データベースは公式サイトで公
開、学内の端末からは全教員・学生、
ssl-vpn接続により専任教員、大学院生
は学外からも利用可能である。
■利用環境
　遠隔授業期間中も在学生、教職員を
対象に開館し、教育・研究・学修支援
環境を維持した。



基準8（附属図書館) 

806-資料❷により、①入館者統計、②
利用統計（貸出）を点検した。入館者
数はCovid-19拡大の影響により前年度
比大幅減となったが、貸出冊数・人数
は、宅配による貸出サービス等の要因
で、入館者数ほどの減少幅ではなかっ
た。
②宅配貸出実績は、期間：2020年5月～

2021年3月、発送：42回、延べ379名、

1,540冊、学科では英語英文学科が最
多。
③予約制入館状況（緑園）は、実施期
間：2021年1月18日～3月31日、3年次

生が最多（53.5%）。
④学年・学科別貸出は、貸出冊数、人
数とも4年次生が最多（51％）。

806-資料❶により企画展示のテーマ別
貸出状況を確認した。テーマ別では
STOP harassment～ジェンダー平等実
現のために私たちができること～が最
多。
806-資料❸、❹により山手分室では音
楽資料を活用し、音楽と社会課題とを
関連づけるテーマ構成の展示19件を実
施したこと、
2019～2020年度新聞記事複数紙から

440件以上展示、レポート・課題のテー
マ選定に資するようアーカイブ化（公
式サイトで公開）することを確認し
た。

❶2020年度企画展示　学科別貸出人数

（2020年度第10回図書館運営委員会資料

No.02-(1)：2021年3月17日）

❷学科・学年別貸出状況（2019～2020年

度）（2021年度第1回図書館運営委員会資

料No.01-（01）～（05）・2021年4月21日）

❸2020年度山手分室による企画展示

（2020年度第11回図書館運営委員会資料

No.2-(2)・2021年3月17日）
❹山手分室による「音楽と社会」関連記事
タイトル一覧（2019～2020年度）（2021年

度第1回図書館運営委員会資料No.7(1)

2021年4月21日）

以上について2021年度第2回図書館運営

委員会（2021年5月19日開催）において、

点検・評価項目に従って、「2020年度自己

点検・評価シート（大学基準8）」の記載内容
をもとに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

■企画展示
テーマに相応しい資料を計画的に収集し、
雑誌・新聞等関連記事、映画等複数のメ
ディアと組み合わせ、情報の鮮度、親しみ
やすさを重視して紹介した。主な特集9件は
ネオシリウス（図書館基盤システム）機能に
より、オンライン企画展示として同時に配信
した。国際センターとの共同企画「留学応援
フェア」はオンライン「留学準備教養講座」・
外務省「外交講座」と同時期に協定校別シ
リーズも3本展開した。
■図書館ツアー・ガイダンス
オンラインで対応可能なメニュー、動画を作
成し、教職員、学生向けに案内した。
■公式サイトでのサポート
「学外から受けられるサポート」「資料の探
し方」により来館できない学生への支援メ
ニューにアクセスしやすくした。

企画展示の学科別内訳では、BLMで英

文、国際、　STOP harassmentではコ
ミュ、国際、留学応援フェアでは国際、
Power of Designではコミュが多数、と社会
科学系のテーマにはコミュ、国際の関心が
顕著である。2018年度以前の学科別貸出
統計ではコミュ、国際の減少傾向が継続し
ていたが、社会科学系の選書、企画展示へ
の反応が良いことからも、企画次第で学生
に学問的刺激を与えることは可能だと言え
る。

【2019年度自己点検・評価における課題】
利用者（来館者）に対し、企画展示の有効
性は確認できたが、利用（来館）しない学生
に対しては、取組み内容のタイムリーな広
報、的確な情報発信が必要である。
↓
【2020年度対応状況】
■オンライン企画展示（ＯＰＡＣトップページ
に表示）、FerrisPassportによる発信に留
まったが、
2021年度前期対面授業開始後は、オンラ
イン授業受講等、ラーニングコモンズは利
用時間からも滞在型図書館として支持され
ていると言える。正課科目受講という2019

年度以前にはなかった目的での利用者増
により、裾野を広げることができている。

❶2020年度図書館ツアー、ガイダンス、レ

ファレンス等学修支援メニュー（2020年度

第11回図書館運営委員会資料No.７

2021年３月17日）

❷音楽資料（楽譜・CD・DVD）の探しかた：

超入門編（2020 年度第8 回図書館運営委

員会資料No.3-02・

2020 年12 月16 日）

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【必須】

・学生の学習環境や教員の教育研究環境の整備において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

≪参考≫
■施設・設備の利用状況の把握とそれに基づ
く改善・向上の取り組みや、教育研究等環境
の適切性について検証し、改善・向上に向け
て取り組んだことが分
かる各種委員会、全学内部質保証推進組織等
の資料などが考えられます。
・〇〇委員会記録（施設、研究支援）
・障がい学生支援連絡会記録
・図書館運営委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・自己点検・評価シート

図書館運営委員会記録（2020年度第1回～第

11回）

(1)宅配による貸出サービス、(2)オンラインレファレンス活用によるリサーチ支援、(3)遠隔授業期間中の開館、(4)資料検索方法、宅配サービス利用方法、OPAC、Cinii利用方法等ガイダンス用のス
ライドを公開。(6)オンライン企画展示により来館できない学生にも情報提供を補完した。

806

教育研究等環境の適切性につ
いて定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向け
た取り組みを行っているか。

Ａ

Ａ
（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ

く点検・評価を実施しているか。

【2019年度自己点検・評価における課題】
　企画展示（短期のテーマ展示）のみなら
ず、OPAC（検索）に依存することなく良質
な入門書にアクセスしやすい（常設の）書架
計画が必要である。
↓
【2020年度対応状況】
■オンライン企画展示（ＯＰＡＣトップページ
に表示）により展示期間終了後の特集も遡
及してアクセスできるようになった。
■特に関心の高い分野（ジェンダー、留学、
リベラルアーツ）の常設化
によりラーニングコモンズ設計時のコンセプ
ト（良質な入門書への誘導）を実現できた。



 2020年度自己点検・評価シート
（情報センター）

 基準8（情報センタ-)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

801

学生の学習や教員による教育
研究活動に関して、環境や条
件を整備するための方針を明
示しているか。

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた教育研究等環境
に関する方針を適切に明示している
か。

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。教育
研究環境に関しては「教育・研究等環
境に関する方針」として定め、大学公
式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■教育研究等環境に関する中長期計画
など、教育研究等環境に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「教育・研究等環境に関する
方針」

（1）ネットワーク環境や情報通信技術
（ＩＣＴ）等機器・備品等の整備・管
理を適切に行っているか。

（2）教職員及び学生の情報倫理の確立
に関する取り組みを実施しているか。 Ａ

学生への情報教育支援策として、初年
次生の導入科目の1回を情報センターで
担当している。

（3）適切な危機管理対策を実施してい
るか。 Ａ

災害時などの大学機能の維持対策とし
て、主たるサーバーを学外クラウド
（データセンター）に移設し運用して
いる。

803

 図書館、学術情報サービスを
 提供するための体制を備えて
 いるか。また、それらは適切
 に機能しているか。

804
教育研究を支援する環境や条
件を適切に整備し、教育研究
活動の促進を図っているか。

Ｂ

（1）研究活動を促進させるための下記
条件を整備しているか。
・大学としての研究に対する基本的な
考え方の明示
・研究費の適切な支給
・外部資金獲得のための支援
・研究室の整備、研究時間の確保、研
究専念期間の保障等
・ティーチング・アシスタント（Ｔ
Ａ）、リサーチ・アシスタント（Ｒ
Ａ）等の教育研究の活性化を支援する
体制

Ｂ

学術機関対象無線ローミングサービス
（eduroam）に参加し、無線LAN利用環
境を整備しているほか、教員へのPC貸
与を行っている。

805
 研究倫理を遵守するための必
 要な措置を講じ、適切に対応
 しているか。

大学基準8　教育研究等環境

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、学生の学習及び教員による教育研究活動を十分に行うことができるよう、教育研究等環境の整備に関する方針を明確にし、その方針に沿って学習環境や教
育研究環境を整備し、これを適切に管理運営しなければならない。

802

教育研究等環境に関する方針
に基づき、必要な校地及び校
舎を有し、かつ運動場等の教
育研究に必要な施設・設備を
整備しているか。

Ａ



基準8（情報センタ-)

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

2021年度第3回情報センター運営委員会
（2021年6月16日開催）において、
「2020年度点検・評価シート（大学基
準8教育研究等環境（情報関係））」の
記載内容をもとに点検・評価を行っ
た。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

COVID-19への対応・対策に関わる事項【必須】

　・学生の学習環境や教員の教育研究環境の整備において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

≪参考≫
・施設・設備の利用状況の把握とそれ
に基づく改善・向上の取り組みや、教
育研究等環境の適切性について検証
し、改善・向上に向けて取り組んだこ
とが分かる各種委員会、全学内部質保
証推進組織等の資料などが考えられま
す。

806

教育研究等環境の適切性につ
いて定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向け
た取り組みを行っているか。

Ｂ



 2020年度自己点検・評価シート
（本部事務局）

基準8（本部事務局）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

801

学生の学習や教員による教育
研究活動に関して、環境や条
件を整備するための方針を明
示しているか。

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた教育研究等環境
に関する方針を適切に明示している
か。

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。教育
研究環境に関しては「教育・研究等環
境に関する方針」として定め、大学公
式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■教育研究等環境に関する中長期計画
など、教育研究等環境に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「教育・研究等環境に関する
方針」
・校舎等の中長期修繕更新計画一覧
（2015年度受審時資料名称）

大学基準8　教育研究環境

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、学生の学習及び教員による教育研究活動を十分に行うことができるよう、教育研究等環境の整備に関する方針を明確にし、その方針に沿って学習環境や教
育研究環境を整備し、これを適切に管理運営しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。



基準8（本部事務局）

（1）下記施設・設備等の整備・管理を
実施しているか。
・ネットワークや情報通信技術（ＩＣ
Ｔ）等機器・備品等の整備
・施設・設備等の維持・管理、安全及
び衛生の確保
・バリアフリーへの対応や利用者の快
適性に配慮したキャンパス環境整備
・学生の自主的な学習を促進するため
の環境整備

Ａ

学院全体の施設・設備等の維持管理や
状態の確認は、本部事務局総務課にお
いて担当している。学院全体の整備計
画は、長期修繕計画を基礎として、学
院中期計画2021-2025における、2021年
～2025年の整備計画を立案し、原則と
して計画に則って遂行することとし
た。
施設・設備の安全及び衛生面の管理
は、労働衛生管理規則に基づき、学院
に衛生委員会を設置して対応してい
る。2020年度は７回の職場巡視による
施設、設備不具合や安全状況の点検を
行った。
各キャンパスの情報通信技術（ICT）等
機器・備品等は、大学情報センターと
本部事務局の情報システム課が連携し
て管理している。パソコンを設置した
情報処理教室の整備、貸出し用PCの用
意など、学生が自主学習において利用
可能な情報処理の環境について計画的
に更新を行い、快適な学習活動が安定
的に維持されるよう管理している。
キャンパス内のネットワーク環境につ
いては、両キャンパスにおいて無線LAN
を整備している。学院全体のネット
ワークシステムや情報システムの運
用・管理は学院本部事務局の情報シス
テム課が担当しているが、学院内にお
ける情報システム・ネットワークシス
テムの運営に関してはフェリス女学院
情報ネットワーク委員会において諸方
針を決定している。

■大学基礎データ（表１）
・大学基礎データ（表１）「組織・設
備等」

≪参考≫
■施設や情報通信機器等の機器・備品
の整備に関する資料のほか、施設・設
備等の維持・管理、安全・衛生確保の
ための取り組みを示す資料などが考え
られます。また、バリアフリーへの対
応など利用者の観点に立った施設・設
備整備状況を示す資料などが考えられ
ます。
・バリアフリーへの対応状況を整理し
た改修計画立案の基礎資料

≪参考≫
■教育研究に必要な施設・設備の整備
に関する資料として、学生の自主的な
学習に配慮した環境整備の取り組みを
示す資料などが考えられます。
・ラーニングコモンズ設置準備WG資
料？

・労働衛生管理規則
・学院情報ネットワーク委員会規程

（2）教職員及び学生の情報倫理の確立
に関する取り組みを実施しているか。 Ａ

学生への情報倫理教育は、入学時のオ
リエンテーション（「ネットワークガ
イダンス」）、1年次の導入科目である
R&R、導入演習、基礎演習において指導
を行うほか、ワンポイント講習会、窓
口でのユーザーサポート等で適宜実施
している。職員に対しては、入職時の
研修プログラム「情報システム課ガイ
ダンス」の中で学内ネットワークに関
する説明とあわせて情報セキュリティ
についても説明する時間を設けてい
る。また2018年度には、すべての専任
職員・嘱託職員を対象とする職員夏期
研修において、学院の職員として必要
なスタンダードレベルの情報リテラ
シーと情報セキュリティを学ぶ「情報
セキュリティ研修」を実施した。教員
に対しては、やはり入職時のオリエン
テーションの一環として、学内ネット
ワークに関する説明、情報セキュリ
ティに関する説明の時間を設けてい
る。なお、次期中期計画2021-2025に情
報セキュリティ体制の整備を掲げ、情
報セキュリティ体制に関する基本方針
の下、組織・体制を構築することを検
討している。

・2019年度前期シラバス（R&R。導入演
習、基礎演習）
・2019年度新入職員研修プログラム
・2018年度職員夏期研修について（業
達18-14）

802

教育研究等環境に関する方針
に基づき、必要な校地及び校
舎を有し、かつ運動場等の教
育研究に必要な施設・設備を
整備しているか。

Ａ



基準8（本部事務局）

（1）下記図書資料の整備と図書利用環
境の整備を実施しているか。
・図書、学術雑誌、電子情報等の学術
情報資料の整備
・国立情報学研究所が提供する学術コ
ンテンツや他図書館とのネットワーク
の整備
・学術情報へのアクセスに関する対応
・学生の学習に配慮した図書館利用環
境（座席数、開館時間等）の整備

■図書館、学術情報サービスの内容が
分かる資料
・大学附属図書館利用案内

≪参考≫
■図書館、学術情報サービスに関する
資料として、上記のほか、それらの利
用状況に関する資料が考えられます。
・図書館利用状況・職員の配置・開館
時間等／図書・資料の所蔵数、図書受
入状況／述べ面積・学生閲覧室・情報
検索設備等
・大学附属図書館契約データベース一
覧
・加盟図書館協議会等リスト
（赤字は2015年度受審時の資料）

（2）図書館、学術情報サービスを提供
するための専門的な知識を有する者を
配置しているか。

804
教育研究を支援する環境や条
件を適切に整備し、教育研究
活動の促進を図っているか。

（1）研究活動を促進させるための下記
条件を整備しているか。
・大学としての研究に対する基本的な
考え方の明示
・研究費の適切な支給
・外部資金獲得のための支援
・研究室の整備、研究時間の確保、研
究専念期間の保障等
・ティーチング・アシスタント（Ｔ
Ａ）、リサーチ・アシスタント（Ｒ
Ａ）等の教育研究の活性化を支援する
体制

■大学基礎データ（表8）
・大学基礎データ（表8）「教育研究費
内訳」

≪参考≫
■教員の教育研究条件に関する資料と
して、研究休暇取得のための基準とそ
の運用実績を示す資料などが考えられ
ます。
・個人研究費規程
・共同研究に関する内規
・大学教員特別研究制度に関する規程
・大学教員特別研修制度に関する規程
施行細則

≪参考≫
■教員の教育研究に対する支援に関す
る資料として、ＴＡ、ＲＡ採用規程な
どの人的支援についての資料などが考
えられます。
・ティーチング・アシスタントに関す
る内規
・スチューデント・アシスタントに関
する内規
・スチューデント・アシスタント/
ティーチング・アシスタント制度の実
施に関するガイドライン
・大学副手に関する内規

803

図書館、学術情報サービスを
提供するための体制を備えて
いるか。また、それらは適切
に機能しているか。



基準8（本部事務局）

805
研究倫理を遵守するための必
要な措置を講じ、適切に対応
しているか。

（1）研究倫理、研究活動の不正防止に
関する下記取り組みを実施している
か。
・規程の整備
・教員及び学生における研究倫理確立
のための機会等の提供（コンプライア
ンス教育及び研究倫理教育の定期的な
実施等）＜2020年3月追加項目＞
・コンプライアンス教育及び研究倫理
教育の定期的な実施
・研究倫理に関する学内審査機関の整
備

■研究倫理、研究活動の不正防止に関
する規程類
・大学における研究活動に係る行動規
範
・大学における研究活動に係る不正行
為の防止等に関する規程
・公的研究費不正使用防止に関する基
本方針
・公的研究費不正防止計画

≪参考≫
■コンプライアンス教育、研究倫理教
育の実施記録など、学内で研究倫理の
確立を図る取り組みを示す資料などが
考えられます。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

教育研究等環境の適切性について、本
部事務局として【2020年度自己点検・
評価シート（大学基準8）】の記載内容
をもとに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

点検・評価において確認された課題に
取り組んでいくことを確認した。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【必須】

・学生の学習環境や教員の教育研究環境の整備において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

≪参考≫
■施設・設備の利用状況の把握とそれ
に基づく改善・向上の取り組みや、教
育研究等環境の適切性について検証
し、改善・向上に向けて取り組んだこ
とが分
かる各種委員会、全学内部質保証推進
組織等の資料などが考えられます。
・〇〇委員会記録（施設、研究支援）
・障がい学生支援連絡会記録
・図書館運営委員会記録
・情報センター運営委員会記録
・自己点検・評価シート

806

教育研究等環境の適切性につ
いて定期的に点検・評価を
行っているか。また、その結
果をもとに改善・向上に向け
た取り組みを行っているか。

Ｂ



 2020年度自己点検・評価シート
（大学全体）

基準9（企画・広報課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

901

大学の教育研究成果を適切に
社会に還元するための社会連
携・社会貢献に関する方針を
明示しているか。

Ａ

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた社会貢献・社会
連携に関する方針を適切に明示してい
るか。

Ａ

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。社会
貢献・社会連兼に関しては「「社会連
携・社会貢献に関する方針」として定
め、大学公式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■社会連携・社会貢献に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「社会連携・社会貢献に関す
る方針」

（1）学外組織との適切な連携体制を構
築しているか。 Ｂ

外部組織等からの連携要請について
は、企画・広報課が窓口となり、内容
に応じて、関係教員や各部門との調整
を行っている。なお、包括的な連携協
定・覚書を締結する際には、大学協議
会で確認し、大学評議会に報告してい
る。
2020年度現在、学外組織等とは9つの連
携協定・覚書を締結している。キャン
パス所在地である横浜市及び神奈川県
などの行政のほか、地元企業や組織と
連携して活動を行っている。

（2）社会連携・社会貢献に関する活動
による教育研究を推進しているか。 Ａ

横浜市「大学・都市パートナーシップ
協議会」においては、例年、「ヨコハ
マ大学まつり」への参加のほか、協議
会をとおして依頼のあった横浜市の活
動を学生団体に紹介するなど、学生の
活動の場の提供にもつなげているが、
2020年度は新型コロナウイルス感染症
による正課外の対面での活動を制限し
たことから、具体的な取組は行われな
かった。相鉄いずみ野線沿線における
「次代のまちづくり」の推進に係る四
者連携の一環としては、緑園都市の発
展を目的として毎年秋に開催される
「緑園街マルシェ」がオンラインでの
開催となり、前年度に企画・運営に携
わった学生が地域との連携に関する報
告を行った。横浜市環境創造局との連
携においては、本学の学生団体「エコ
キャンパス研究会」の学生が企画・運
営に携わり、横浜市民向けの農体験イ
ベント「あぐりツアー」に取り組んで
いる。2020年度は「あぐりツアー」は
開催されたが、本学学生は、打合せ及
び企画当日ともにZoomでの参加であっ
たが、地域社会の課題に取り組む実践
の場となった。

■社会連携・社会貢献に関する取り組
みの実施状況が把握できる資料
【大学全体】
・学外組織との連携状況一覧
・特別公開講座実施状況
・コンサート実施状況
・エコキャンパスに関する活動と取組
・ボランティアセンター活動実績
・読書運動プロジェクト活動状況

大学基準9　社会連携・社会貢献

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、社会連携・社会貢献に関する方針を明確にし、その方針に沿って社会との連携に配慮し、教育研究成果を広く社会に還元しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

902

社会連携・社会貢献に関する
方針に基づき、社会連携・社
会貢献に関する取り組みを実
施しているか。また、教育研
究成果等を適切に社会に還元
しているか。

Ａ



基準9（企画・広報課)

（3）地域交流、国際交流事業に参加し
ているか。 Ａ

例年取り組んでいる地域交流のうち、
「緑園街マルシェ」はオンラインでの
開催、「横浜市民向けの農体験イベン
ト」は対面での開催であったが学生は
オンラインでの参加となった。学生、
教職員が参加する「緑園都市年末一斉
清掃」、緑園都市コミュニティ協会の
協力を得て、登下校する学生に向けて
歩行マナー向上を呼び掛ける「「AFTER
YOU！～挨拶と歩行マナーキャンペーン
～」は2020年度は中止となった。
国際交流事業では、ボランティアセン
ターが中心となり、外国籍住民のため
の日本語教育と学習支援、近隣小学校
での放課後学習支援を実施している
が、2020年度はオンラインに切り替え
て実施した。

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

2020年度第11回大学評議会（2021年3月
10日開催）において、近年の外部との
連携活動に関する状況報告を行った。
現状について確認するとともに、今後
の検証の方法、活動のあり方などにつ
いて検討する必要があることを共有し
た。
生涯学習課、ボランティアセンター、
教務課における社会連携・社会貢献の
取組については、それぞれ所管の委員
会で「2020年度自己点検・評価シート
（大学基準9）」の記載内容をもとに点
検・評価を行っている。
さらに、2021年度第1回自己点検・評価
委員会（2021年6月23日開催）におい
て、大学全体としての社会連携・社会
貢献の取組状況、点検・評価の実施状
況を確認した。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

学外組織との連携については、事例を
積み重ねながら、学内における手続き
や学生が参画する場合の確認事項など
の調整をおこなってきた。一方で、さ
まざまな取組や活動について、関係者
で検証する組織が明確になっていない
ことが課題であり、今後、整備する必
要がある。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
学外組織との連携活動について、とり
まとめや検証を行う組織が明確になっ
ていない。

（上記課題への対応状況）
学外組織との連携活動について取り扱
う委員会等について検討をすることと
していたが、2020年度は着手できな
かった。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・社会連携・社会貢献において、 COVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
■各種事業の利用状況、効果等の把握
とそれに基づく改善・向上の取り組み
や、社会連携・社会貢献の適切性につ
いて検証し、改善・向上に向けて取り
組んだことが分かる各種委員会、全学
内部質保証推進組織等の資料などが考
えられます。
・〇〇委員会記録
・生涯学習運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

903

社会連携・社会貢献の適切性
について定期的に点検・評価
を行っているか。また、その
結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っている
か。

Ｂ



  2020年度自己点検・評価シート
（生涯学習課）

 基準9（生涯学習課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

901

大学の教育研究成果を適切に
社会に還元するための社会連
携・社会貢献に関する方針を
明示しているか。

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた社会貢献・社会
連携に関する方針を適切に明示してい
るか。

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。社会
貢献・社会連兼に関しては「教育・研
究等環境に関する方針」として定め、
大学公式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■社会連携・社会貢献に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「社会連携・社会貢献に関す
る方針」

（1）学外組織との適切な連携体制を構
築しているか。

（2）社会連携・社会貢献に関する活動
による教育研究を推進しているか。 -

【生涯学習課】
大学の知を社会に還元するため、オー
プンカレッジ講座79講座の開講を予
定、また、横浜市と協定を結んでの、
地域の親子を対象とした「森の楽しみ
づくり事業」や、かながわ大学生涯学
習推進協議会を通じての生涯学習フェ
アへの参加を予定していたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響を受
け、2020年度の講座はすべて開講中
止、外部団体との企画も中止となっ
た。

■社会連携・社会貢献に関する取り組
みの実施状況が把握できる資料
【生涯学習関係】
・オープンカレッジ講座実施状況
（2022年度受審時資料）

■2020年度オープンカレッジ講座パン
フレット

（3）地域交流、国際交流事業に参加し
ているか。 -

【生涯学習課】
防犯・防災面及び文化面での地域連携
を行うという趣旨で、近隣の幼稚園、
小学校、中学校及び高等学校と共催で
例年行っているジョイント・コンサー
トは、新型コロナウイルス感染拡大の
ため開催中止となった。

■2020年度大学生涯学習委員会記録
■2020年度大学生涯学習運営委員会記
録

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

（2021年3月12日（金）～3月19日
（金）の第4回大学生涯学習委員会（持
ち回り開催）において自己点検・評価
を実施）

（■2020年度大学生涯学習委員会記
録）

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

【生涯学習課】
本学らしい大学としての知の還元のあ
り方を検討するため、これまで行って
きたオープンカレッジ講座を2020年度
末で終了することを機関決定した
（2020年度第2回生涯学習委員会（2020
年9月2日開催）、2020年度第5回大学評
議会（2020年9月11日開催）。生涯学習
委員会において、今後の生涯学習活動
について検討することとしている。

■2020年度大学生涯学習委員会記録
■2020年度大学生涯学習運営委員会記
録
■2020年度大学評議会記録

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・社会連携・社会貢献において、 COVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
■各種事業の利用状況、効果等の把握
とそれに基づく改善・向上の取り組み
や、社会連携・社会貢献の適切性につ
いて検証し、改善・向上に向けて取り
組んだことが分かる各種委員会、全学
内部質保証推進組織等の資料などが考
えられます。
・〇〇委員会記録
・生涯学習運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

本学における新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環として、2020年度に予定していたオープンカレッジ講座の開講をすべて中止した。また、学生・教員が例年参加している外部団体との共催企
画についても実施を中止した。

大学基準9　社会連携・社会貢献

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、社会連携・社会貢献に関する方針を明確にし、その方針に沿って社会との連携に配慮し、教育研究成果を広く社会に還元しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

902

社会連携・社会貢献に関する
方針に基づき、社会連携・社
会貢献に関する取り組みを実
施しているか。また、教育研
究成果等を適切に社会に還元
しているか。

-

903

社会連携・社会貢献の適切性
について定期的に点検・評価
を行っているか。また、その
結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っている
か。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
　(ボランティアセンター )

基準9（ボランティアセンター)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

901

大学の教育研究成果を適切に
社会に還元するための社会連
携・社会貢献に関する方針を
明示しているか。

Ａ

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた社会貢献・社会
連携に関する方針を適切に明示してい
るか。

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。社会
貢献・社会連兼に関しては「教育・研
究等環境に関する方針」として定め、
大学公式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■社会連携・社会貢献に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「社会連携・社会貢献に関す
る方針」

（1）学外組織との適切な連携体制を構
築しているか。 Ｂ

他大学のボランティアセンターとの
ネットワークの拡充としては、横浜市
立大学のボランティア推進室と共催
で、学生スタッフ同士の交流会をオン
ラインで開催し、COVID-19禍の VCの現
状と課題ついて報告した。

（2）社会連携・社会貢献に関する活動
による教育研究を推進しているか。 Ａ

当センターでは、プロジェクトをとお
して、様々な社会貢献を実施してい
る。学内に設置されたペットボトルを
回収し、障がい者施設「NPO法人ともに
あゆむ」の利用者によって学外へ
キャップが回収され、その後、認定
NPO(JCV:Japan Committee, Vaccines
for the World’s Children)に送られ
ることよって、ポリオワクチンが発展
途上国に届き、発展途上国の健康改善
や障がい者の雇用に取り組み、社会貢
献へとつながっている。2020年度は
24,854個が回収され、これはポリオワ
クチン28.9人分となる。 COVID-19禍の
ため、回収活動が難しい状況ではあっ
たが、授業や説明会等で当センターの
活動を報告する際にペットボトル
キャップがどのように回収され、どの
ようにポリオワクチンに交換されてい
るか丁寧に説明することで、適切に一
般学生に情報提供ができ、より学生の
意識が高くなった。また、切手の回収
をしており、回収した切手を学生ス
タッフが分別をし、今年はNPOアジア学
院に寄附を行った。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
学内の様々な場所に設置されてある
ペットボトル回収 BOXで、多くの学生
が参加している。実際にどのように現
地にワクチンが届いているか、回収後
の追跡調査によって、学生の視野が更
に広がる。また、回収は、手軽なボラ
ンティアの一つであるため、学生ス
タッフが「一日ボランティア体験」と
して、学内の学生に紹介すると、活動
の理解が深まると考える。

（上記課題への対応状況は「④現状説
明」に記載）

■社会連携・社会貢献に関する取り組
みの実施状況が把握できる資料
【大学全体】
・〇〇〇〇〇※学外連携の実施状況
・特別公開講座実施状況
・コンサート実施状況
・エコキャンパスに関する活動と取組
・ボランティアセンター活動実績
・読書運動プロジェクト活動状況
（赤字は2015年度受審時資料）

（3）地域交流、国際交流事業に参加し
ているか。 Ａ

COVID-19の影響で、地域連携事業の実
施は、対面でのボランティア活動が中
止となったため、 オンラインに転換し
てNPO法人だんだんの樹が運営する子ど
も食堂での学習支援、緑園東小学校で
の放課後学習支援を実施。また、新規
に泉区社会福祉協議会からのご依頼
で、オンラインにて踊り場ケアプラザ
が運営する学習環境が整っていない
中・高校生に対する学習支援を実施。
被災地支援活動の新規開拓として、国
際シンポジウムを主催し、RCE
（Regional Centers  of Expertise on
ESD:ESD推進の地域拠点）の拠点である
国連大学のプログラム代表やインドネ
シアの減災研究者らに登壇して頂き、
被災地支援をとおした活動の発展性を
模索した。

大学基準9　社会連携・社会貢献

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、社会連携・社会貢献に関する方針を明確にし、その方針に沿って社会との連携に配慮し、教育研究成果を広く社会に還元しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

902

社会連携・社会貢献に関する
方針に基づき、社会連携・社
会貢献に関する取り組みを実
施しているか。また、教育研
究成果等を適切に社会に還元
しているか。

Ａ



基準9（ボランティアセンター)

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

プロジェクトの計画・実施・評価を適
切に行なっており、プロジェクトを企
画・参加した学生、関係者にアンケー
ト調査を実施し、その結果を元に、次
に参加する学生に引き継ぎ、改善・向
上の向けた取り組みを実施している。

これまで、ペーパーでアンケートを実
施していたが、環境にも配慮し、オン
ライン（ Googleフォーム）でも実施し
ており、そのことによって情報の可視
化が明確となり、センターや学生ス
タッフ、プロジェクト関係者との連携
も強化されている。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
学生スタッフに対するアンケートの実
施について、回答を得るまでに何度も
LINEで連絡を取る、といったプロセス
が必要となっている。パソコンの利用
を定着させ、また、学生スタッフ（プ
ロジェクトリーダー）によるアンケー
トの回収等、学生スタッフ自身が自発
的に取り組む必要がある。

（上記課題への対応状況は「⑤特に効
果があがっている点」に記載）

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

ボランティアセンターによるアンケー
ト調査・振り返りを通して、プロジェ
クトの改善に努めている。また、学生
スタッフが主体したプロジェクトは失
敗からも学びが多いため、なぜ機能し
なかったか学生スタッフと議論をし、
新しい企画や既存のプロジェクトの改
善に繋げている。

オンラインによるアンケートの実施に
よって、プロジェクト終了後に学生が
迅速に回答するようになり、学生によ
る評価が円滑にできるように改善され
た。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
ボランティアに参加した学生は間が空
くとモチベーションが下がってしまう
ため、なるべくボランティア活動直後
にアンケート調査を実施する。

（上記課題への対応状況は「⑤特に効
果があがっている点」に記載）

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・社会連携・社会貢献において、 COVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

903

社会連携・社会貢献の適切性
について定期的に点検・評価
を行っているか。また、その
結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っている
か。

Ａ



 2020年度自己点検・評価シート
（教務課　※PBL型授業での社会連携、多様な受入）

 基準9（教務課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

901

大学の教育研究成果を適切に
社会に還元するための社会連
携・社会貢献に関する方針を
明示しているか。

（1）大学の理念・目的、各学部・研究
科の目的等を踏まえた社会貢献・社会
連携に関する方針を適切に明示してい
るか。

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。社会
貢献・社会連兼に関しては「教育・研
究等環境に関する方針」として定め、
大学公式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■社会連携・社会貢献に関する方針を
明らかにし学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「社会連携・社会貢献に関す
る方針」

（1）学外組織との適切な連携体制を構
築しているか。

■社会連携・社会貢献に関する取り組
みの実施状況が把握できる資料
（大学全体）
・〇〇〇〇〇※学外連携の実施状況
・特別公開講座実施状況
・コンサート実施状況
・エコキャンパスに関する活動と取組
・ボランティアセンター活動実績
・読書運動プロジェクト活動状況
（赤字は2015年度受審時資料）

Ａ

【教務課】
■学外の団体（自治体、企業、NPO・
NGO）と連携して社会の諸課題の解決に
あたるPBL科目を開講している。【PBL
協定書】

■科目等履修生、音楽学部公開講座
（ディプロマコース）により正規学生
以外の受入れを行っている。【科目等
履修生規程、大学院科目等履修生規
程、音楽学部公開講座内規】

■社会連携・社会貢献に関する取り組
みの実施状況が把握できる資料
【教務関係】
・PBL科目の協定書
・科目等履修生受入資料（大学教務委
員会資料）
・ディプロマコース受入資料（音楽学
部教授会資料）

（3）地域交流、国際交流事業に参加し
ているか。

（2）社会連携・社会貢献に関する活動
による教育研究を推進しているか。

大学基準9　社会連携・社会貢献

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、社会連携・社会貢献に関する方針を明確にし、その方針に沿って社会との連携に配慮し、教育研究成果を広く社会に還元しなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

902

社会連携・社会貢献に関する
方針に基づき、社会連携・社
会貢献に関する取り組みを実
施しているか。また、教育研
究成果等を適切に社会に還元
しているか。



3-01_基準4、6、7、8、9_2020自己点検・評価シート_教務課_2021.06.02.xlsx

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

社会連携・社会貢献の適切性につい
て、2021年度第7回大学教務委員会
（2021年5月26日開催）において、点
検・評価項目に従って、「2020年度自
己点検・評価シート（大学基準9）」の
記載内容をもとに点検・評価を行っ
た。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

PBL科目の履修者、科目等履修生及び
ディプロマコース履修者に大きな減少
傾向がないことから、次年度も引き続
き本制度を運用することを確認した。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・社会連携・社会貢献において、 COVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

≪参考≫
・各種事業の利用状況、効果等の把握
とそれに基づく改善・向上の取り組み
や、社会連携・社会貢献の適切性につ
いて検証し、改善・向上に向けて取り
組んだことが分かる各種委員会、全学
内部質保証推進組織等の資料などが考
えられます。
・〇〇委員会記録
・生涯学習運営委員会記録
・ボランティアセンター運営委員会記
録
・自己点検・評価シート

903

社会連携・社会貢献の適切性
について定期的に点検・評価
を行っているか。また、その
結果をもとに改善・向上に向
けた取り組みを行っている
か。

Ａ



  2020年度自己点検・評価シート
（大学全体）

 基準10（総務課）

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的、大学の将来を
見据えた中・長期の計画等を実現するた
めの大学運営に関する方針を明示してい
るか。

Ａ

本学は、建学の精神及び教育理念をふま
えて「フェリス女学院大学の教育・研究
活動の方針」を定めている。大学運営・
財務に関しては「管理運営・財務に関す
る方針」として定めている。

（2）学内構成員に対し大学運営に関す
る方針を周知しているか。 Ａ

「フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針」と「管理運営・財務に関する方
針」は大学公式サイトに掲載し、大学内
教職員のみならず、広く一般にも公開し
ている。
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/

大学基準10　大学運営

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、大学の機能を円滑かつ十分に発揮するために、大学の運営に関わる方針を明確にし、その方針に沿って明文化された規程に基づき適切な大学運営を行わな
ければならない。また、教育研究活動を支援しそれを維持・向上させるために、適切な組織を整備するとともに、絶えず職員の資質向上に取り組まなければならない。さらに、必要かつ十分な財政
基盤を確立し、大学運営を適切に行わなければならない。

1001

大学の理念・目的、大学の将来
を見据えた中・長期の計画等を
実現するために必要な大学運営
に関する大学としての方針を明
示しているか。

Ａ

■管理運営に関する方針を明らかにし学
内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針「管理運営・財務に関する方針」



基準10（総務課）

（1）適切な大学運営のための組織の整
備として下記を実施しているか。
・学長の選任方法・権限の明示
・役職者の選任方法・権限の明示
・学長による意思決定及びそれに基づく
執行等の整備
・教授会の役割の明確化
・学長による意思決定と教授会の役割と
の関係の明確化
・教学組織（大学）と法人組織（理事会
等）の権限と責任の明確化
・学生、教職員からの意見への対応

Ａ

大学としての意思決定は、最終的には理
事会の権限及び責任のもとにあるが、大
学の運営に関する重要事項についての意
思決定プロセスは、各学部教授会・各研
究科委員会、及び大学評議会・大学院委
員会の審議を経て行われている。

■規程集（法人及び大学のもの）
・学校法人フェリス女学院規則集

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為
・学校法人フェリス女学院寄附行為施行
細則

■学長選出・罷免に関する規程
・大学長候補者選考規程
・大学長候補者選挙管理委員会内規

■役職者の職務権限に関する規程
・学校法人フェリス女学院寄附行為
・学校法人フェリス女学院寄附行為施行
細則
・組織並びに運営等に関する規程
・大学規程

■教授会規程
※

・教授会及び研究科委員会規程

■設置法人の理事会名簿（役職、氏名、
所属先等を明示したもの）
・理事会名簿

（2）適切な危機管理対策を実施してい
るか。 Ｂ

危機管理対策の一環として、学生・教職
員対象の避難訓練を年２回に加え、教職
員対象の防災訓練 (避難器具体験)も実
施し、災害対策に備えている。更に、訓
練に合わせ防災自助意識を高める「災害
カード」を作成し、全学生に配布してい
る。

また、国内・海外の研修旅行・ゼミ旅
行・部活動合宿等を実施中に重大事故が
発生した場合に備え、国内／海外危機管
理マニュアルを整備し、教職員を対象と
した説明会も毎年度開催している。海外
短期研修への参加等、留学する学生を対
象にも危機管理説明会を開催し、注意喚
起を促している。

2020年度は、コロナ禍であることを踏ま
え、災害対策面では感染症予防に配慮し
た防災訓練「シェイクアウト訓練」を実
施するとともに、危機管理について考え
る研修会「感染症-新型コロナウイルス
への危機管理-事故対策との違いを知
る」をオンラインで実施した。

【2019年度自己点検・評価における課
題】
防火管理で求められている火災想定の対
策拡充が継続課題となっているため、
2020年度中に対応策を検討する。
また、災害マニュアル整備に着手したが
完成していないこと、事業継続計画
（BCP）は2011年度に設定されたがその
後の整備が行われていないことが課題で
あり、2020年度中に対応策を検討する。
必要に応じて、本部事務局とも連携して
進めていく。

（上記課題への対応状況）
担当部署がコロナ禍の対応に追われ、
2020年度は当該項目の検討が進まなかっ
た。担当職員が大きく変わったこともあ
り、2021年度は再度課題共有を行い、検
討に着手できる体制を整える。

1002

方針に基づき、学長をはじめと
する所要の職を置き、教授会等
の組織を設け、これらの権限等
を明示しているか。また、それ
に基づいた適切な大学運営を
行っているか。

Ａ



基準10（総務課）

1003
予算編成及び予算執行を適切に
行っているか。 Ｂ

（1）予算執行プロセスの明確性・透明
性を高めるため、下記に取り組んでいる
か。
・内部統制等
・予算執行に伴う効果を分析・検証する
仕組みの設定

Ｂ

大学では、理事会で承認された学院の予
算編成方針に基づき、例年7月に学長と
大学事務部長が「大学事業計画と予算策
定方針」を作成し、各部門の所属長に対
し周知の上、事業計画案と予算案の提出
を求めている。10月に各部門から提出さ
れる予算案については、学長、事務部
長、総務課、企画・広報課が大学の中期
計画と予算の関連性や事業の優先順位を
考慮しながら、11月に各部門の所属長に
対しヒアリングを実施の上、調整し、1
月の大学評議会の議を経て本部事務局に
提出している。

大学における予算執行の最終的な統括責
任者は学長であるが、学院経理規程、予
算執行内規において、執行額と予算部門
により執行権限が規定されている。

予算執行状況について、事務部門におい
ては会計システムを使い、執行状況をリ
アルタイムで把握できる体制が整備され
ている。会計システムでの管理が導入さ
れていない教育系の所管については、毎
月、総務課から実績表を配布し、執行状
況を確認することとしている。

・「予算執行及び契約に関する規程」に
基づき、予算執行権限者への稟議書の提
出を徹底、予算策定時に予定されていな
かった支出については、事由と所管内の
執行の調整による流用を前提として稟申
により許可をとるよう周知している。

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為
・学校法人フェリス女学院寄附行為施行
細則
・経理規程
・予算執行及び契約に関する規程
・監事監査規程
・内部監査規程

1004

法人及び大学の運営に関する業
務、教育研究活動の支援、その
他大学運営に必要な事務組織を
設けているか。また、その事務
組織は適切に機能しているか。

Ｂ

（2）大学運営に関わる適切な組織を構
成し人員を配置しているか。
・職員の採用・昇格等に関する諸規程の
整備とその適切な運用状況
・業務内容の多様化、専門化に対応する
職員体制の整備
・教学運営その他の大学運営における教
員と職員の連携関係（教職協働）
・人事考課に基づく、職員の適正な業務
評価と処遇改善

Ｂ

（事務職員の人事制度は学院の記載のと
おり。）
　・多様化する課題への対応や、本学の
教育理念を実現するための活動について
は、それぞれの分野に関する専門的な知
識を持つ人材や経験者を嘱託職員として
採用している（ボランティアセンター、
宗教センター、バリアフリー推進室、演
奏会室など）。
・教学運営・大学運営については、実務
レベルでの協働を行うと同時に、各種委
員会の構成メンバーに職員が入り、運営
面での協働を行っている。

■法人及び大学の組織機構が分かる資料
・本部事務局規程
・大学規程

■職員採用規程
・専任事務職員採用規程
・事務職員人事規程
・職員人事委員会規程

≪参考≫
■事務組織の適切な機能を示す資料とし
て、教学運営等における教職協働の取り
組み実例に関する資料などが考えられま
す。



基準10（総務課）

1005

大学運営を適切かつ効果的に行
うために、事務職員及び教員の
意欲・資質の向上を図るための
方策を講じているか。

Ａ
（1）大学運営に必要なスタッフ・ディ
ベロップメント（ＳＤ）を組織的に実施
しているか。

Ａ

大学では、高度化・多様化する業務への
対応を可能とする教職員の育成を目標
に、知識・能力・資質向上のための研修
の機会を設けている。2020年度は、コロ
ナ禍でも、2019年度決算や経年の推移か
らみた本学の状況を学ぶ「財政白書勉強
会」、危機管理について考える研修会
「感染症-新型コロナウイルスへの危機
管理-事故対策との違いを知る」をオン
ラインで実施した。また新任教員を対象
としたオリエンテーションも開催し、大
学としてのSD活動の推進に取り組んだ。
（実施後は出席者にアンケートをとり、
内容の理解度等の確認に努めている。）

【2019年度自己点検・評価における課
題】
SDの取組として実態はあるが、教員も含
めた組織的な実施には至っていない。こ
れまでの取組状況をもとに、SD実施に関
する規程を整備する。

（上記課題への対応状況）
2020年度は当該項目の検討が進まなかっ
た。コロナ禍でもオンラインでの実施を
試みた経験も踏まえ、2021年度は本課題
に着手し、整備に当たる。

■大学としてのＳＤの考え方、実施体
制、実施状況が分かる資料
・大学職員業務学習会（SD）報告書

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

大学運営の適切性について、学長・事務
部長が、点検・評価項目に従って、
「2020年度自己点検・評価シート（大学
基準10）」の記載内容をもとに点検・評
価を行った。

（2）監査プロセスは適切か。 （本部事務局で記載）

（3）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

点検・評価において確認された課題に引
き続き取り組んでいく。

COVID-19への対応・対策に関わる事項【任意】

　・大学運営、ＳＤ等において、 COVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為
・学校法人フェリス女学院寄附行為施行
細則

■監事による監査報告書
・監事による監査報告書

■監査法人又は公認会計士による監査報
告書
・監査法人又は公認会計士による監査報
告書

■事業報告書
・事業報告書

≪参考≫
■監査に関するもののほか、組織改革な
ど大学運営に関する事項の改善実例を示
す資料や、大学運営の適切性について検
証し、改善・向上に向けて取り組んだ事
実を示す各種委員会、全学内部質保証推
進組織等の資料などが考えられます。
・〇〇〇委員会記録
・自己点検・評価シート

1006

大学運営の適切性について定期
的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改
善・向上に向けた取り組みを
行っているか。

Ｂ



 2020年度自己点検・評価シート
（本部事務局）

 基準10（本部事務局)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の理念・目的、大学の将来を
見据えた中・長期の計画等を実現するた
めの大学運営に関する方針を明示してい
るか。

本学は、建学の精神及び教育理念をふま
えて「フェリス女学院大学の教育・研究
活動の方針」を定めている。大学運営・
財務に関しては「管理運営・財務に関す
る方針」として定め、大学公式サイトに
掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/information
/approach/

（2）学内構成員に対し大学運営に関す
る方針を周知しているか。

■管理運営に関する方針を明らかにし学
内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針「管理運営・財務に関する方針」

大学基準10　大学運営

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、大学の機能を円滑かつ十分に発揮するために、大学の運営に関わる方針を明確にし、その方針に沿って明文化された規程に基づき適切な大学運営を行わな
ければならない。また、教育研究活動を支援しそれを維持・向上させるために、適切な組織を整備するとともに、絶えず職員の資質向上に取り組まなければならない。さらに、必要かつ十分な財政
基盤を確立し、大学運営を適切に行わなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

1001

大学の理念・目的、大学の将来
を見据えた中・長期の計画等を
実現するために必要な大学運営
に関する大学としての方針を明
示しているか。



基準10（本部事務局)

102 （つづき） Ｂ
（2）適切な危機管理対策を実施してい
るか。 Ｂ

学院全体の危機管理対策のうち、防火・
防災に関することについては、「学院防
火・防災管理規則」に則り対応してい
る。
緊急時の連絡対策として、大学全学生・
保証人、教職員を対象とする緊急連絡
メールシステムを構築している。必要時
に適切に対応できるよう、毎年4月に一
斉配信の受信確認も行っている。
2020年度の新型コロナウイルス感染症対
策においては、前年度に引き続きサイボ
ウズ「スペース」を活用し、文部科学省
や関連省庁、県、横浜市からの通達を学
院全体で迅速に共有するとともに、大
学、中高、本部の動きを関係者が把握す
る体制を継続して、予防対策等情報共有
を図った。また、学内でのコロナウイル
ス感染症対策についての取り組みは、定
期的に常任理事会・評議員会等にも報告
した。

・学院防火・防災管理規則

・常任理事会規程
・統括管理職会議規程

■規程集（法人及び大学のもの）
・学校法人フェリス女学院規則集

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為
・学校法人フェリス女学院寄附行為施行
細則

■学長選出・罷免に関する規程
・大学長候補者選考規程
・大学長候補者選挙管理委員会内規

■役職者の職務権限に関する規程
・学校法人フェリス女学院寄附行為
・学校法人フェリス女学院寄附行為施行
細則
・組織並びに運営等に関する規程
・大学規程

■教授会規程
※

・教授会及び研究科委員会規程

■設置法人の理事会名簿（役職、氏名、
所属先等を明示したもの）
・理事会名簿

Ａ

本学は、学校法人フェリス女学院のもと
に設置されており、大学のほかに中学
校・高等学校が設置されている。学校法
人及び設置校に関わる重要な意思決定は
最終意思決定機関である理事会の承認を
得て行われる。理事会については「寄附
行為」に定めており、法人の代表である
理事長が招集し、議長となる。また、理
事会の方針に基づき、理事会の決議に
よって委任された学院業務運営の特定事
項及び理事長が必要と認めた事項につい
て審議し決定する機関として常任理事会
が設置され、学院業務運営の全般的計画
樹立、各部門間業務調整等のほか、学院
の重要事項について審議し、学院長の意
志決定を扶ける機関として統括管理職会
議が設置されている。
理事会及び常任委理事会には学長及び大
学選出理事（専任教員）1名が構成員に
含まれており、大学からの陪席者として
副学長2名、学部長3名が出席している。
統括管理職会議には学長が構成員として
含まれている。また、法人には評議員会
を置き、法人の業務若しくは財産の状
況、役員の業務執行の状況について意見
具申等を行う役割を担っている。評議員
39名のうち10名は教職員から選任されて
おり、大学からは教員4名、事務局から3
名が構成員となっている。これらの学院
運営上、主要な役割を持つ会議体におい
て、大学からは教学の観点からの意見を
申し述べ、法人としては管理・運営面か
らの意見を示すなど、教学活動の支援、
実現に向けた双方からの意見交換を密に
行っている。
 なお、2019年度は、2020年4月1日施行の
 私立学校法の一部改正に対応するため
 「寄附行為」の改正（2019年度第4回理
 事会（2019年10月24日開催）承認）を行
 い、2020年1月22日付けで文部科学大臣
 に認可された。

（1）適切な大学運営のための組織の整
備として下記を実施しているか。
・学長の選任方法・権限の明示
・役職者の選任方法・権限の明示
・学長による意思決定及びそれに基づく
執行等の整備
・教授会の役割の明確化
・学長による意思決定と教授会の役割と
の関係の明確化
・教学組織（大学）と法人組織（理事会
等）の権限と責任の明確化
・学生、教職員からの意見への対応

Ａ1002

方針に基づき、学長をはじめと
する所要の職を置き、教授会等
の組織を設け、これらの権限等
を明示しているか。また、それ
に基づいた適切な大学運営を
行っているか。



基準10（本部事務局)

1004

法人及び大学の運営に関する業
務、教育研究活動の支援、その
他大学運営に必要な事務組織を
設けているか。また、その事務
組織は適切に機能しているか。

Ｂ

（1）大学運営に関わる適切な組織を構
成し人員を配置しているか。
・職員の採用・昇格等に関する諸規程の
整備とその適切な運用状況
・業務内容の多様化、専門化に対応する
職員体制の整備
・教学運営その他の大学運営における教
員と職員の連携関係（教職協働）
・人事考課に基づく、職員の適正な業務
評価と処遇改善

Ｂ

・職員については、各部署の基準となる
人数を検討し、中期計画2021-2025に定
めた。
・2020年度からの新人事制度導入に伴
い、職員の昇格の手続を整理し事務職員
人事規程に規定した。
・他大学や異業種からの中途採用者を登
用し、多様化・専門化する業務に対応で
きる体制の整備を進めている。
・評価制度を2020年度に試験導入。評価
結果をもとに人材育成をする仕組み、昇
任・昇格の客観性・妥当性の向上、処遇
への反映の実現に向けて取り組んでい
る。(2021年度から管理職、2022年度か
ら一般職に本導入を行う。)

■法人及び大学の組織機構が分かる資料
・本部事務局規程
・大学規程

■職員採用規程
・専任事務職員採用規程
・事務職員人事規程
・職員人事委員会規程

≪参考≫
■事務組織の適切な機能を示す資料とし
て、教学運営等における教職協働の取り
組み実例に関する資料などが考えられま
す。

・学校法人フェリス女学院中期計画
（2015～2020）

・2019年度予算編成方針（業達18-25）
・経理規程
・予算執行及び契約に関する規程
・フェリス女学院財政白書（2009～2018
年度）

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為
・学校法人フェリス女学院寄附行為施行
細則

1003
予算編成及び予算執行を適切に
行っているか。

（1）予算執行プロセスの明確性・透明
性を高めるため、下記に取り組んでいる
か。
・内部統制等
・予算執行に伴う効果を分析・検証する
仕組みの設定

Ｂ Ｂ

学院全体の単年度の予算編成の流れは、
大枠として以下のとおりである。
①本部事務局が、学院の将来構想を実現
するための財政基盤の安定化を目標と
し、収支均衡を条件に予算編成方針を作
成する。常任理事会での承認後、大学・
中高・本部の各部門に提示する。
②各部門が当該予算編成方針に基づいて
予算案を作成し、本部事務局に提出す
る。
③本部事務局は提出された予算案を集計
し、学院全体の財政バランスを考慮し、
各部門の予算編成責任者・予算業務担当
者に対しヒアリング・査定を実施する。
当該査定結果を予算案に反映後、学院
長、理事長の査定及び評議員会を含む各
会議体を経て、最終的に理事会において
事業計画とともに承認される。
大学が担う予算編成は主に上記②であ
る。

予算執行においては、経理規程、予算執
行及び契約に関する規程により執行権限
が規定され、責任が明確にされている。
大学における最終的な統括責任者は大学
長であるが、執行額と予算部門により執
行責任者を定めている。なお、5万円以
上の執行に関しては予め稟議での承認を
要することとしている。
事務部においては法人中期計画である経
理業務の効率化の推進により、各課で予
算執行がリアルタイムに把握できるよう
になっている。教育系の所管において
は、月に1度総務課から実績表を配布し
ている。また、財務課から定期的に提供
される月次決算により大学全体の執行に
ついて確認を行っている。

学院全体の予算執行状況の調査・分析は
本部事務局経営推進課が担っている。毎
年度決算確定後に、学院全体、大学、中
高における資金収支、事業活動収支及び
財務比率の推移をもとに10年間の趨勢を
「財政白書」にまとめ、常任理事会に報
告している。大学では、教職員を対象と
する決算報告会を毎年開催しており、そ
の際に、経営推進課が財政白書を用いて
状況報告を行っている。



基準10（本部事務局)

1005

大学運営を適切かつ効果的に行
うために、事務職員及び教員の
意欲・資質の向上を図るための
方策を講じているか。

Ａ
（1）大学運営に必要なスタッフ・ディ
ベロップメント（ＳＤ）を組織的に実施
しているか。

Ａ

＜学院全体の事務職員研修＞
・コロナ禍で学内研修実施の環境が整わ
ず、例年実施している研修は全て見送り
とせざるを得なかった。また、私大連が
主催する各種研修や五大学合同新人研修
も実施が見送られた。
・2020年度から評価制度を試験導入する
にあたり、管理職を対象とした評価者研
修を実施した。
・新入職員を受け入れた際には、新人研
修実施後にサポーターが業務の修得を支
援するとともに、入職後一定期間を経た
後に人事課によるフォローアップ面談を
実施し、組織全体で新人を育成する体制
を整備している。
・職員の自己啓発を支援する制度を構築
し、2021年度から導入する準備を行った

■大学としてのＳＤの考え方、実施体
制、実施状況が分かる資料
・大学職員業務学習会（SD）報告書

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ｂ

本部事務局として、「2020年度自己点
検・評価シート（大学基準10）」の記載
内容をもとに点検・評価を行った。

（2）監査プロセスは適切か。 Ｂ

学院中期計画「三様監査機能の整備」に
基づき、体制を整備しており、監査計画
のもと、それぞれが監事監査、監査法人
による監査、内部監査を実施した。ま
た、内部監査室においては、大学運営に
関する項目としては、特別監査のほか、
会計・稟議書監査、外部団体（周辺会
計）監査、科学研究費補助金に関する監
査を定期的に実施している。

・監事監査規程
・内部監査規程

（3）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ｂ

点検・評価において確認された課題に取
り組んでいくことを確認した。

COVID-19への対応・対策に関わる事項　【任意】

・大学運営、ＳＤ等において、 COVID-19 への対応・対策を行っている場合は、その内容を記載してください。

1006

大学運営の適切性について定期
的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改
善・向上に向けた取り組みを
行っているか。

Ｂ

■寄附行為又は定款
・学校法人フェリス女学院寄附行為
・学校法人フェリス女学院寄附行為施行
細則

■監事による監査報告書
・監事による監査報告書

■監査法人又は公認会計士による監査報
告書
・監査法人又は公認会計士による監査報
告書

■事業報告書
・事業報告書

≪参考≫
■監査に関するもののほか、組織改革な
ど大学運営に関する事項の改善実例を示
す資料や、大学運営の適切性について検
証し、改善・向上に向けて取り組んだ事
実を示す各種委員会、全学内部質保証推
進組織等の資料などが考えられます。
・〇〇〇委員会記録
・自己点検・評価シート



 2020年度自己点検・評価シート
（本部事務局）

基準10_財務 （本部事務局)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の将来を見据えた計画等や
中・長期の管理運営方針に則した中・長
期の財政計画を策定しているか。

Ｂ

大学の減価償却引当特定資産は56億58百
万円となっている。
2020年度に「中期計画2021-2025」を策
定し、教学面の教学自己改革を財政的に
支えるために、財政計画、人員計画、施
設･環境整備計画を策定し、盤石な財政
基盤を目指す。

大学の減価償却引当特定資産は、運用果
実の積み増し等を行い、前年度比18百万
円増加した。

【2020年度自己点検・評価における課題】
大学の特定資産は、58億88百万円(前年比21
百万円増)とほぼ前年度並みになっている。
減価償却引当特定資産は資金収支の純増分
を積み立てるが、純増分が発生しない年度
もあるので、今後の大規模な施設設備関連
の支出に備えて、安定的に積み立てる必要
があり、減価償却費相当額(2020年度3億21
百万円)程度は積み増しを行いたい。

■中期計画期における予算・収支等の財
政計画

（2）当該大学の財務関係比率に関する
指標又は目標を設定しているか。 Ｂ

法人の目標とする財務指標の達成状況
は、一部に目標に達していない指標もあ
る。
「中期計画2021-2025」において、財政
の一層の安定化、収支の継続的な確保を
実現していくために財政目標･財務指標
を設定した。財政目標達成のために各種
施策を実施するとともに、毎年度予算、
決算において、設定した財務指標による
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施し、財政上の問題点早期
発見、早期対応が可能な体制を維持して
いく。
【財務目標】事業活動収入50億円、基本
金組入前当年度収支差額4億円、純金融
資産130億円等。
【財務指標】人件費比率(財団交付金調
整前)60％未満、純金融資産積立率100％
以上、当年度収支差額黒字等。

法人の事業活動収支計算書関係の財務指
標を達成(良好な収支状況)
・事業活動収支差額比率(基本金組入前
当年度収支差額÷事業活動収入 目標10%
超)　10.2%
法人の貸借対照表関係財務指標を達成
(順調な資産の増加)
・積立率(金融資産÷要積立額 目標100%
超)　104.1%
・純資産構成比率(純資産÷(負債+純資
産))目標90%超)　  90.8%

【2020年度自己点検・評価における課
題】
法人の事業活動収支計算書関係の財務指
標を達成していない(収支の改善が必要)
・人件費比率(人件費÷事業活動収入 目
標50%未満)　55.3%

・財務指標（学校法人フェリス女学院中
期計画（2015～2020））

大学基準10　財務

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、大学の機能を円滑かつ十分に発揮するために、大学の運営に関わる方針を明確にし、その方針に沿って明文化された規程に基づき適切な大学運営を行わな
ければならない。また、教育研究活動を支援しそれを維持・向上させるために、適切な組織を整備するとともに、絶えず職員の資質向上に取り組まなければならない。さらに、必要かつ十分な財政
基盤を確立し、大学運営を適切に行わなければならない。

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

1101
教育研究を安定して遂行するた
め、中・長期の財政計画を適切
に策定しているか。

Ｂ



基準10_財務 （本部事務局)

（1）大学の理念・目的及びそれに基づ
く将来を見据えた計画等を実現するため
に必要な財務基盤（又は予算配分）を確
立しているか。

Ｂ
予算を所管する部署での予算編成、予算
執行管理、減価償却引当特定資産の積み
立ては、引き続き実施している。

予算を所管する部所での予算編成、予算
執行管理は、学校法人の事務系全部署で
行うようになり、適切な予算執行管理が
実施されている。

【2020年度自己点検・評価における課
題】

収支は支出超過の傾向にあり、学生数も
減少傾向にあるので、安定した収入の確
保と適切な予算配分が必要になる。

（2）教育研究活動の遂行と財政確保の
両立を図るために仕組みを構築している
か。

Ｂ

予算編成のガイドラインは、経年劣化に
よる校舎等の修繕費用等の増加に伴い、
支出超過になる傾向にあったが、2018年
度～2020年度は黒字を確保した。
「中期計画2021-2025」人員計画におい
て、教職員の定員化し適切な人件費ｺﾝﾄ
ﾛｰﾙを行っていく。また、財政基盤の強
化を図るため、施設･環境整備及び学院
のﾈｯﾄﾜｰｸ環境整備に係る支出を中期計画
期間内において毎年度平均3.5億円以内
に抑制していく。

予算編成のガイドラインを設けたことに
より、適切な予算編成、予算執行に繋
がっている。

【2020年度自己点検・評価における課
題】
財政のシミュレートでは、支出超過を5
年間で解消することが困難になっている
ので、安定した収入、支出の抑制により
支出超過を解消し安定した、財政基盤を
確保する必要がある。

（3）外部資金（文部科学省科学研究費
補助金、寄附金、受託研究費、共同研究
費等）の獲得、資産運用等に取り組んで
いるか。

Ｂ

・資産運用は、規程に基づき主に債券に
よる運用を行っている。
「中期計画2021-2025」において以下の
施策に取り組む。
・科学研究費助成金等の外部資金(外部
研究費)獲得に向けた事務支援体制の強
化。
・2021年度から新入生対象の寄付金であ
る教育充実資金の再開、従来施設整備目
的であった寄付ﾒﾆｭｰに教育支援目的の寄
付金を追加するとともに、同窓会･奨学
会との連携強化等を図りさらなる寄付金
収入の強化に取り組む。

・資産運用は、満期償還のあった債券
(主に国債)を地方債、財投機関債、社債
(劣後債含む)で再運用を行っている。

【2020年度自己点検・評価における課
題】
・資産運用は、比較的金利の高い債券の
満期償還があった場合、現在は低金利の
状況なので、それに見合った資産運用が
出来ないのが課題である。

・予算・事業計画のガイドライン（学校
法人フェリス女学院中期計画（2015～
2020））

1102
教育研究を安定して遂行するた
めに必要かつ十分な財政基盤を
確立しているか。

Ｂ

＜私立大学＞
■財務計算書類（６カ年分）
・財務計算書類（6カ年分）

■財産目録
・財産目録

■事業報告書
・事業報告書

■監事による監査報告書（６カ年分）
・監事による監査報告書（6カ年分）

■監査法人又は公認会計士による監査報
告書（６カ年
分）
・監査法人又は公認会計士による監査報
告書（6カ年分）

■大学基礎データ（表９、表10、表11）
・大学基礎データ（表9）「事業活動収
支計算書関係比率・消費収支計算書関係
比率」（法人全体）
・大学基礎データ（表10）「事業活動収
支計算書関係比率・消費収支計算書関係
比率」（大学部門）
・大学基礎データ（表11）「貸借対照表
関係比率」

■５ヵ年連続財務計算書類（様式７）
・5ヵ年連続財務計算書類（様式7）



 2020年度自己点検・評価シート
（総務課）

基準10_財務 （総務課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

（1）大学の将来を見据えた計画等や
中・長期の管理運営方針に則した中・長
期の財政計画を策定しているか。

■中期計画期における予算・収支等の財
政計画

（2）当該大学の財務関係比率に関する
指標又は目標を設定しているか。

（1）大学の理念・目的及びそれに基づ
く将来を見据えた計画等を実現するため
に必要な財務基盤（又は予算配分）を確
立しているか。

Ｂ

毎年度次年度の事業計画と予算の編成時
期を合わせ、各所管に学長、事務部長が
ヒアリングを行い、重点事業として優先
度の高い案件を採択し、予算配分を行っ
ている。

（2）教育研究活動の遂行と財政確保の
両立を図るために仕組みを構築している
か。

（3）外部資金（文部科学省科学研究費
補助金、寄附金、受託研究費、共同研究
費等）の獲得、資産運用等に取り組んで
いるか。

Ｂ

科学研究費については、大学総務課が担
当部署となり、研究支援を行っている。
公募時の周知方法の工夫や申請書類作成
時の支援を実施し、研究費の獲得に繋げ
ている。
また、日本学術振興会特別研究員（DC、
PD、RPD）の公募もサポートし、採択さ
れた受入研究員の特別研究員奨励費の管
理、執行も支援を実施。若手研究者や女
性研究者の研究支援も合わせて行ってい
る。
また、学内のグループウェアの掲示板に
「研究助成公募」のサイトを設け、教員
宛に研究費公募情報の提供を随時行って
いる。

＜私立大学＞
■財務計算書類（６カ年分）
・財務計算書類（6カ年分）

■財産目録
・財産目録

■事業報告書
・事業報告書

■監事による監査報告書（６カ年分）
・監事による監査報告書（6カ年分）

■監査法人又は公認会計士による監査報
告書（６カ年
分）
・監査法人又は公認会計士による監査報
告書（6カ年分）

■大学基礎データ（表９、表10、表11）
・大学基礎データ（表9）「事業活動収
支計算書関係比率・消費収支計算書関係
比率」（法人全体）
・大学基礎データ（表10）「事業活動収
支計算書関係比率・消費収支計算書関係
比率」（大学部門）
・大学基礎データ（表11）「貸借対照表
関係比率」

■５ヵ年連続財務計算書類（様式７）
・5ヵ年連続財務計算書類（様式7）

Ｂ
教育研究を安定して遂行するた
めに必要かつ十分な財政基盤を
確立しているか。

大学基準10　財務

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

大学は、自ら掲げる理念・目的を実現し、大学の機能を円滑かつ十分に発揮するために、大学の運営に関わる方針を明確にし、その方針に沿って明文化された規程に基づき適切な大学運営を行わな
ければならない。また、教育研究活動を支援しそれを維持・向上させるために、適切な組織を整備するとともに、絶えず職員の資質向上に取り組まなければならない。さらに、必要かつ十分な財政
基盤を確立し、大学運営を適切に行わなければならない。

1102

1101
教育研究を安定して遂行するた
め、中・長期の財政計画を適切
に策定しているか。



 2020年度自己点検・評価シート
（国際課）

任意1（国際課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

1201

学生が学習に専念し、安定した
学生生活を送ることができるよ
う、学生支援に関する大学とし
ての方針を明示しているか。

Ａ
（1）大学の理念・目的を踏まえた国際
化推進に関する方針を明確に定めている
か。

Ａ

2017-2020年度中期計画申請様式及び2020年
度事業計画において明確に定めている。年度は
じめに国際センター委員会でもその方針を確認
し、各学部教授会及び大学評議会でも主たる方
針が確認されている。

中期計画の方針に基づき、毎年度、事業計画の
策定及び振り返りができている。

【自己点検・評価における課題】
2021年度以降の中期計画策定にあたっては、国
際化推進委員会において、今後の大学の中長
期計画における国際化推進に関する方針を確
認したうえで策定する必要がある。

■国際化推進に関する方針を明らかにし
学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活動
の方針「学生支援方針」

1202

学生支援に関する大学としての
方針に基づき、学生支援の体制
は整備されているか。また、学
生支援は適切に行われている
か。

Ａ
（1）留学希望者に対し、十分な情報及び機会の
提供、支援を行っているか。

Ａ

【情報提供】
留学情報冊子「Study Abroad」のWeb化-国際
課サイト立ち上げ＊根拠資料：国際課サイト
・オリエンテーション・授業が遠隔主体だったため
学生に冊子を配布する機会がなく、Googleサイト
を利用し学内者向けにWebサイトオープン。
・刻々と変化する感染症情報・渡航制限等を素
早く在学生に発信するために上記サイトを活用。
各種留学プログラム説明会、個別相談（オンラ
インZoom）
＊根拠資料：国際センター主催2020年度後期イ
ベントカレンダー/2020年度留学相談者データ
ベース
・前期：留学説明会2回（6/23、7/2）
・後期：認定留学説明会1回（12/1）、協定校紹介
6回（10/8,10/13,10/15,11/24,11/26）
・認定留学希望者対象説明会・個別相談（オンラ
イン）
提携エージェントによる学内説明会・個別相談会
SAF　学内説明会4回（前期：7/7、7/15、後期：
12/3,12/5）、参加者数41名
・個別相談はFerrisPassportのQ&Aから受付、随
時実施（10件）
危機管理情報の提供
将来への留学準備の一環として、危機管理コン
サルタントの協力を得て計3回のセミナーを実施
（10/2、10/24、11/2）、参加者数計40名ほど

【情報提供】
・「Study Abroad」をWeb化したことにより、学生に
とってはいつでもどこでも留学情報にアクセスで
きるようなった。また、随時情報を更新でき、
FerrisPassportでの通知と組み合わせ、学生にタ
イムリーに留学関連情報・海外安全情報・国際
センター主催企画情報を届けることができた。

【自己点検・評価における課題】
現実的に海外留学派遣が難しい状況が今後１、
2年続くことが想定されるため、派遣事業につい
ては、留学の準備段階の支援強化を行う。また、
学生の留学や国際交流へのモチベーションを維
持するためにさまざまな工夫、企画立案を継続
的に実施する。

■留学制度や経済的支援制度を学生に周知す
るための資料
・海外留学ガイドブック「Study Abroad」
・協定校別、留学プログラム別のリーフレット
・大学基礎データ_留学生数推移データ

・留学経験者のマンスリーレポート
・国際課サイト
・派遣留学再開判断基準
・派遣留学再開判断資料（計10回分）

任意1　国際化推進

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。



任意1（国際課)

（つづき）

【留学支援】
留学帰国者、留学中止・延期者対応
・2019年度交換・認定留学者の帰国までのサ
ポート及び事後研修（教務課）実施
・新型コロナウイルス感染症に伴う2020年度派
遣交換・認定留学、セメスター・アブロード派遣予
定者及び保証人への留学中止、期間変更に伴う
アフターフォロー、帰国支援（派遣先大学との緊
密な連絡・交渉）及び留学時期を変更しての交
換留学希望者への継続的な支援実施。
詳細は「COVID-19への対応・対策に関わる事
項」参照。
海外留学への動機付に資する国際交流の機会
提供
・協定校との授業交流
フィリピン大学との授業交流2回（11/17、11/24）
・協定校3校の学生との交流(各校2回ずつ）
華東師範大学（中国）：双方交換留学予定者（コ
ロナにより中止）2名ずつ、10/7,10/14
新羅大学（韓国）：7,28,8/5
ガジャマダ大学（インドネシア）：受入交換留学予
定者(コロナにより中止）2名とメンター予定者1
名、7/30,8/6
・留学準備教養講座3回（インドネシア、スコットラ
ンド、スロバキア）
外務省外交講座の協力を得て、協定校のある
国・地域について学生に情報提供を行った。外
務省としても初のオンラインを利用した在外日本
大使館、外務省、大学をつなぐ講座となった。参
加者計150名以上。
＊根拠資料：外務省発行外交専門誌『外交』〇
〇号掲載記事「〇〇〇」

【留学支援】
・新型コロナウイルス感染症に関する世界各国
の情報収取を日々行い、帰国予定学生及び保
証人に細やかに情報提供を行うとともに、学生と
も密に連絡をとって全員を無事に帰国させること
ができた。
・2020年4月、留学中の在学生の緊急帰国時に
は、国際課内で24時間体制で対応・状況確認を
行い、危機対応時の効果的な協働体制を実行
することができた。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、留学
を中止・延期せざるを得なかった学生及び当該
学生の保証人に個別に細やかな、情報提供、大
学での意思決定の流れの説明等を行ったことに
より、最終的には大きなクレームや大学への不
満足を生むことなく2021年度を迎えることができ
ている。

【教育支援】
遠隔授業が主体となったため、チューター制度、
ランゲージ・アシスタント（LA)制度の利用を留学
生に対して、より積極的に促した。チューターに
ついては、本来、授業担当教員による指名を基
本にしていたが、遠隔授業のため従来の方式で
のチューター指名が困難であったため、国際課
で募集・採用を行なった。また、本学が、新型コ
ロナウイルス感染拡大下において、在学生向け
学内アルバイトの機会提供を促進するとの方針
を示したことを受けて、チューター制度のより積
極的な広報に努めた。(チューター利用：【前期】
私費7名、交換1名、16科目、採用者16名　【後
期】私費4名、交換1名、10科目、採用者10名／
LA利用：【前期】私費3名、交換1名、採用者　4名
【後期】私費4名、交換2名、採用者　6名）
LAについては、LA学生が随時、国際センター教
員に相談しながら留学生を支援できる体制を整
備した。
【生活支援】
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、在籍確
認を対面からオンラインに変更し実施した。（計
35回）
また、例年通り、留学生の学生生活をフォローす
るメンター、国際学生交流会館における共同生
活をサポートするRAを募集、採用した。RAには
月例会で国際課員が定期的にヒアリングを行う
とともに、通年でフォローアップを実施した。（メン
ター採用者数【前期】23名、【後期】新規採用6名
／RA採用者【前期】2名、【後期】2名）

【教育支援】
教育支援としての留学生サポーター制度を活用
した留学生の成績は良好で、制度の効果を確認
できる。

【生活支援】
オンラインでもさまざまな教育支援、生活支援を
することが可能であり、家族や親族が近くにいな
い生活環境において、留学生が安心して生活す
る助けとなった。また、メンターをはじめとする留
学生サポーターの存在も、留学生にとって良い
相談相手となったことが留学生の声から明らか
になっている。

【経済支援】
例年通り、学内奨学金（授業料減免）、給付のほ
か学外奨学金（JASSO、齋藤清子オリーブ奨学
金等）の利用を推奨するとともに、申請・受給手
続をサポートした。
新型コロナウイルス感染症の影響については、
私費留学生への短期奨学金（貸与）の利用を可
能にした。詳細は「COVID-19への対応・対策に
関わる事項」参照。

【経済支援】
短期奨学金の利用者が数名おり、アルバイトの
みで生計を立てている留学生の助けとなった。

留学生、サポーター双方ともに、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で人との直接的な交流が困
難な状況にあったが、オンラインによる国際交流
が実施できたことで、双方にとって学生生活にお
ける活力となった。

（つづき）1002

【自己点検・評価における課題】
留学生サポーター制度をより一層積極的に活用
し、新型コロナウイルス感染症の影響によって直
接的な交流が困難な中でも、留学生が充実した
キャンパスライフを送れるよう、継続して留学生
の教育面、生活面での支援に注力していく必要
がある。また、海外に渡航ができず海外との接
点が少ない環境下において、留学生サポーター
を希望する学生が増加していることから、そうし
た学生たちのキャンパスライフの充実という側面
からも、対面にこだわらずオンラインも活用した
様々な方法で学生同士のネットワークを構築し
ていく。

新型コロナウイルス感染症による社会的混乱が
今後もしばらく続くことが予測されることから、国
際課によるオンライン・対面によるきめ細やかな
生活状況の把握と支援を継続して実施する。

私費留学生の受入れについては、入学者の出
身校である日本語学校をはじめ、訪問実績のあ
る日本語学校を中心に、本学の情報の積極的な
提供を行う（遠隔による学校訪問活動を含む）。
（2021年4月、日本語学校教員・スタッフ対象に
来校型大学説明会を既に実施済み。3校から教
員4名参加。）

（2）外国人留学生の受入れ、教育及び
生活に対する適切な指導・支援を行って
いるか。

Ａ 大学基礎データ_表７

・2020年度前期留学生チューター委嘱（2020年度第2回国際
センター委員会資料Ⅱ03,2020年度第3回国際センター委員
会資料Ⅱ02）
・2020年度前期チューター実施報告（2020年度第9回国際セ
ンター委員会資料Ⅱ05）
・2020年度後期留学生チューター及びLAの委嘱（2020年度
第10回国際センター委員会資料Ⅱ02）
・2020年度前期留学生ランゲージ・アシスタントの委嘱
（2020年度第3回国際センター委員会資料Ⅱ03）
・2020年度前期留学生メンターの委嘱と活動（2020年度第2
回国際センター委員会資Ⅱ04）
・2020年度後期留学生メンターの委嘱（2020年度第9回国際
センター委員会資料Ⅱ03）
・2020年度後期メンター活動中間報告（2020年第10回国際
センター委員会資料Ⅱ03）
・2020年度私費留学生ミーティング実施報告（2020年度第
17回国際センター委員会資料Ⅱ03）



任意1（国際課)

（3）大学の教育理念を踏まえた国際交
流活動の機会を提供しているか。 Ａ

【協定校との交流】
国際的往来が不可能になった環境でもオンライ
ンを活用し、協定校等との積極的な交流を行
なった。
・フィリピン大学との授業交流
・協定校（華東師範大学/新羅大学/ガジャマダ
大学）の学生と本学の学生との交流
・ヴィータウタス・マグヌス大学（リトアニア）の日
本語学習者と本学の私費留学生との交流

【受入交換留学生を中心とした学内交流】
留学生歓迎礼拝、ジャパンスタディーツアー、ク
リスマス会、学長との交流会及び帰国報告会
を、全てオンライン・プログラムとして実施。オン
ライン実施の利点を活用して、過去の交換留学
生、新型コロナウイルス感染症の影響で本学へ
の交換留学が実現しなかった協定校の学生、
ジャパンスタディツアーの開催にご協力いただい
ている広島の原爆遺跡保存運動懇談会や留学
生の日本語パートナーとしてご協力いただいて
いるNPO法人留学生と語り合う会の方などひろく
参加者を得た。

【正課授業における交流】
国際交流学科科目「国際交流への招待」におい
て、私費留学生の履修者がおり、その他の履修
学生との授業内での交流の機会を実現した。

【協定校との交流】
フィリピン大学との授業交流では、オンラインの
利点を活かし、フィリピン、ニューヨーク、日本の
３点をつなぎ、ニューヨークで活躍するフィリピン
大学ディリマン校卒業のデザイナーからのレク
チャーを受ける機会を得た。また、「新型コロナ
ウイルス感染症」という現在、世界が同時に体験
している困難な状況について、学生同士がそれ
ぞれの国の状況も含め共有・議論する場を持つ
ことができた。
【受入交換留学生を中心とした学内交流】
・オンラインを活用することにより、対面ではかな
わない世界各国からのイベントへの参加者を得
ることができた。本学での交換留学経験者もイベ
ントに招待し、参加してもらうことで、本学への留
学経験者のネットワークの継続的構築が可能に
なった。

・ジャパンスタディツアーをオンラインで開催する
ことで、「被爆体験についての講話」企画を広く
学内（中高・学院を含む。中高からは教員2名、
生徒3名の参加を得た）に共有することができ
た。

【自己点検・評価における課題】
協定校との情報交換を継続して実施し、可能な
範囲で遠隔での交流会の実施も検討していく。
（2021年5月、デュッセルドルフ大学、コメニウス
大学とは既に先方派遣担当者とのオンライン打
合せを実施済み）

新型コロナウイルス感染症の影響により、行動
が制限されている状況下で、学生たちに正課外
における国際交流の体験、学びの機会を積極的
に提供していく。
対面だけでなくオンラインも継続して積極的に活
用し、学内・国内で体験できる国際交流の場と国
際的な学びの場を多く創出することで、学院及び
大学が目指す人材育成に寄与する。

・2019年度事業報告・振り返り
・2019年度第5回国際センター委員会
No.03（Hope Coming Day)
・第11回国際センター委員会資料No.08
（アジアン・ウィーク）
・2019年度第9回国際センター委員会資
料No.07（フィリピン協定校関係）
・2020年度第1回国際センター委員会資
料Ⅲ04（受入交換留学生関連行事）
・2019年度第8回国際センター委員会資
料No.09-01（留学生による授業協力他）

（4）適切な危機管理体制を構築し、実
効性を担保しているか。 Ａ

【危機管理体制】
新型コロナウイルスの感染症拡大を受け、もとも
と学生課と共催で計画していた「事故対応の危
機管理シミュレーション」を、規模を縮小し、SD研
修「感染症対策の危機管理を学ぶ」として開催し
た。（2021年1月27日実施、参加者　大学教員14
名、大学事務職員45名、本部事務職員11名）
派遣留学プログラムの「誓約書」の見直しを行
い、改訂した。

【学生支援】
認定留学、休学留学から帰国する学生4名に対
し、帰国日の把握を行い、保健室と帰国にかか
る手順を確認した。
確認した手順に従って、休学留学者に対して、帰
国前後の健康状態の記録、帰国後の本学保健
師及び校医との面談を案内し復学までの支援を
行なった。
また、実際の派遣留学事業が行なわれない中で
も、学生に海外渡航及び海外生活におけるリス
ク対応への啓発活動を継続して実施した。

【危機管理体制】
教職員向けの危機管理シミュレーションをSD研
修に変更して実施したことで、全学的に現在直
面している危機への対応について学ぶことがで
きた。

【学生支援】
・新型コロナウイルス感染症拡大後、大学からの
強い帰国勧告にもかかわらず留学を継続した認
定留学生1名は無事に帰国した。
・休学留学者も無事に全員帰国を確認した。

【度自己点検・評価における課題】
・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、世
界規模での感染症にも対応できる危機管理マ
ニュアルを策定する必要がある。
・休学留学者の危機管理対応の基準を策定する
必要がある。

・危機管理マニュアル
・SD研修会実施報告書（総務課作成）
・SD感染症対策危機管理セミナーの実施
について（2020年度第11回国際センター
委員会資料Ⅱ05）
・フェリス女学院大学派遣交換留学誓約
書

1203

学生支援の適切性について定期
的に点検・評価を行っている
か。また、その結果をもとに改
善・向上に向けた取り組みを
行っているか。

Ａ
（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

2021年度第6回国際センター委員会（持ち回り・
2021年5月25〜27日開催）において、点検・評価
項目に従って、「2020年度自己点検・評価シート
（任意1国際課）」の記載内容をもとに点検・評価
を行った。

【自己点検・評価における課題】
2021-2024 中期計画について、大学全体の中期
計画が定まったところで、見直しを行い完成する
必要がある。

1002 （つづき）

・国際センター委員会資料
・自己点検・評価シート
・事業報告・振り返り

・ランゲージ・アシスタント（LA）制度
の運用見直しについて（2020年度第13回
文学部教授会資料Ⅱ04(08)、2020年度第
12回国際交流学部教授会資料Ⅱ04(08)、
2020年度第12回音楽学部教授会資料Ⅱ
04(08)）
・留学生メンター制度及びチューター制
度に関する内規の一部改正について
（2020年度第9回大学評議会資料Ⅲ09）
・協定内容（2021年度第２回国際セン
ター委員会資料Ⅱ10)
・2021年度第１回国際化推進委員会資料



任意1（国際課)

・国際センター委員会資料
・自己点検・評価シート
・事業報告・振り返り

・ランゲージ・アシスタント（LA）制度
の運用見直しについて（2020年度第13回
文学部教授会資料Ⅱ04(08)、2020年度第
12回国際交流学部教授会資料Ⅱ04(08)、
2020年度第12回音楽学部教授会資料Ⅱ
04(08)）
・留学生メンター制度及びチューター制
度に関する内規の一部改正について
（2020年度第9回大学評議会資料Ⅲ09）
・協定内容（2021年度第２回国際セン
ター委員会資料Ⅱ10)
・2021年度第１回国際化推進委員会資料

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

【自己点検・評価における課題】
【派遣・受入】
・協定書の更新（フィリピン大学ディリマン校、西
部カトリック大学、サラマンカ大学)
【派遣】
・実質、派遣事業の実施ができない状況が続くこ
とから、学生の学修機会を別の方法で確保する
ため、海外協定校等が提供するオンライン学習
を大学を通して提供していく必要がある。（2021
年度第１回国際化推進委員会（2021年4月28日
開催）において決定済み）
・クラウディア・アバド音楽院、ヴィータウタス・マ
グヌス大学アジア研究センターとの協定書締結
を目指す。
・国際交流が可能な新規協定校の開拓を積極的
に行う。（交換留学の協定校であるデュッセルド
ルフ大学、コメニウス大学とは、2021年5月まで
にオンラインによる打合わせを実施し、基本方針
で合意済み）

【受入】
・新型コロナウイルス感染症による日本政府の
水際対策により、2022年度・2023年度留学生入
試の志願者総数は非常に減少する。継続して質
の高い留学生から選ばれる大学であるために、
広報により注力する。ホームページの多言語化
を完了し、多くの留学生に本学の情報を届ける。
また、日本語学校への電話、直接の訪問等を通
して日本語学校との関係強化を図る。
・新型コロナウイルス感染症による日本政府の
水際対策により、協定校からの交換留学生の受
入ができない状況にある。協定校とのパートナー
シップの維持、学内での国際交流の幅を広げる
ために、コロナ禍の遠隔授業実施状況において
は、入国及びビザ取得状況にかかわらず、協定
校からの留学生を交換留学生として受け入れる
体制としていく。（2021年度後期から実施の方
向。2021年4月28日開催の2021年度第１回国際
化推進委員会において本方針は決定済み）、
2021年度前期交換留学生については、5月末以
降、科目等履修生として（？　26日に決まる？）、
授業の聴講を許可することとした。

【派遣】
・ワシントン大学との協定書更新にあたっては、
本学学生に対して授業料30％割引の適用を得
た。
・先方からのアプローチを逃さず対応したことで
新規協定校の開拓につながった。（クラウディア・
アバド音楽院）
・国際交流の機会を設けるという視点からアプ
ローチを行ったことで新たな協定校開拓につな
がった。（ヴィータウタス・マグヌス大学）
【受入】
(1)私費留学生支援
多くの日本にいる留学生が遠隔授業であること
を前提にビザで求められている活動を無視して
帰国するなか中、本学の私費留学生について
は、健康上の理由で帰国した2名の留学生以外
については、日本で継続して留学生活を送って
いる。国際課が私費留学生にとっての相談窓口
として機能している。
(2)私費留学生志願者獲得
2020年度入試と同等の志願者、入学者数を得る
ことができた。（2020年度11名、2021年度10名）

【派遣・受入】
フィリピン大学ディリマン校との協定書の更新
（継続中）
【派遣】
(1)協定書の更新
サセックス大学、ワシントン大学との協定書の更
新を行なった。
(2)新規協定校の開拓
クラウディア・アバド音楽院（イタリア）との協定締
結に向けた交渉を行なった。
ヴィータウタス・マグヌス大学（リトアニア）アジア
研究センターとの交流を開始した。
【受入】
(1)私費留学生支援
2017-2020 PLANに基づく受入留学生数増の目
標を達成するなか、人数が以前より増えたことで
支援体制も試行錯誤しながら見直しと構築を行
なってきた。
その中で、留学生への学修支援体制について、
留学生サポーターに新たに「ランゲージ・アシス
タント制度」を設け充実を図った。このことに伴
い、規程も一部見直し、改正した。
また、留学生サポーターが機能するよう、事前の
説明会、中間・期末の振り返りなどもきめ細やか
に行なった。
加えて前述のとおり、新型コロナウイルス感染症
のパンデミックを受け、従来に加え、よりきめ細
やかなサポートを実施している。

(2)私費留学生志願者獲得
新型コロナウイルス感染症の影響により、日本
国内の留学生数が減少傾向にあり、また行動の
制限により広報が従来の方法で十分に実施でき
なかったため、近年継続的に志願者のある日本
語学校及び昨年新規に入学者のあった日本語
学校を対象に、電話、メール、オンラインを活用
し広報を行なった。

1203 （つづき）
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COVID-19への対応・対策に関わる事項

　・　学生支援（修学支援、生活支援、進路支援等）において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

【受入留学生支援】
新型コロナウイルス感染症拡大下において、私費留学生の在籍確認をオンライン化するとともに、経済状況の把握・生活環境、就学環境、学習サポートを目的として、定期的にオンラインによるミーティングを実施し
た。（計35回）
特に2020年4月から5月にかけての東京・神奈川に対する緊急事態宣言中は、週1回のペースでミーティングを行い、私費留学生の状況把握・各種サポートを行った。6月以降は学年ごとや小グループでのミーティング、
他部署の職員にミーティングへの参加を依頼し、私費留学生に本学での学修生活に必要な情報提供を行った。こうしたミーティングを在籍確認も兼ねて実施することで、毎月１回は留学生が国際課の課員と面談し、生
活面での不安などについても早期に相談できるきめ細やかな体制を整備、実施した。（詳細は別紙参照）
新型コロナウイルス感染症による不安定な社会状況と、家族・親族と離れた留学生活で精神的な影響を大きく受けて、私費留学生が帰国を希望する場合は、保健師も交え、国際課長、国際課員で個別面談（オンライ
ン）を実施した。個別面談では、当該学生の状況を詳細に把握するとともに、帰国に伴う卒業までの学修計画に生じうる影響や帰国時、再渡日に伴う留意点（在留資格更新やビザの有効性も含め）を学生に伝え、十分
に理解させたうえで帰国支援を行なった。教務課長にも大学が遠隔授業を行なっている環境下において、私費留学生が本国から授業を履修することに問題がない旨確認した。帰国後も継続的にオンラインでのミーティ
ングを行い、2021年5月現在も継続的に状況把握を行なっている。
経済支援としては、日本人学生対象に立ち上げられた「大学短期奨学金」の貸与対象に新たに私費留学生も含められるよう、学生課と相談、交渉を行い、「大学短期奨学金規程」に加え「私費留学生の短期奨学金返還
期限に関する内規」を制定して、私費留学生にも経済支援を可能とした。
日本政府の水際対策により、ビザ取得及び入国が困難な状況にある交換留学生の受入について、当該留学生及び協定校と密に連絡をとりながら、受入にかかる各スケジュール（アプリケーション書類提出期限、渡日日
等）について柔軟に変更し、協定校とのパートナーシップを良好に保ちつつ、可能な限り受け入れるよう努めた。2021年度前期までの受入については、本学の成績評価基準である「授業の2/3以上の出席」を基準とし、
授業回数1/3を超える時期に渡日できなければ交換留学として扱わないことを教務課と確認のうえ対応した。2020年9月に水際対策の緩和により、輔仁大学（台湾）から2名の交換留学生が渡日する際には、入国後2週間
の隔離施設(ホテル）の確保、空港から隔離施設（ホテル）までの移動手段（防疫ハイヤー）の確保を国際課で行った。来日学生とは、入国日にはメールで連絡をとり、隔離施設到着後はZoomとメールで定期的に状況確
認を行った。厚生労働省への健康報告と位置情報登録報告については、交換留学生には毎朝10時までに国際課メールに報告させ、国際課長携帯のLINEから14日間行った。2021年度前期受入交換留学生については、前述
の基準を伝えつつも留学を希望する学生4名に対して、オンラインでの授業履修ができるよう学内調整を行った。日本への入国が水際対策のため実現せず、残念ながら本学への交換留学を断念した学生からも、留学断念
の判断に至るまでの国際課からのサポートについては、感謝のコメントが寄せられている。

【新型コロナ感染症拡大下での派遣留学者の危機管理対応及び帰国支援】
各国の新型コロナウイルス対策をはじめとした状況が刻々と変化するなか、土日・祝日関係なく各国の状況の情報収集と把握に努め、海外留学中の学生及び保証人との連絡・問合せにも24時間体制(休日は国際課長が課
長携帯で対応）で対応した。情報収集は、各国メディアの日々の確認、危機管理コンサルタントへの情報確認、協定校や派遣先大学の担当者との連絡、海外大学関係者からの最新の現地情報の入手により行った。
また、交換留学、セメスター・アブロードについてはすべて中止・延期、認定留学・休学留学については、「留学中止と帰国の強い勧告」を実施した。学生及び当該保証人には、きめ細やかな情報提供と説明を電話及
びメールにて行い、留学中止・延期への了解を得るとともに、留学中止・延期へのクレームにも休日返上で対応した。（国際課長、課員と学生、保証人とのやりとりは、優に100回以上は超える。）交換留学のうち、
2019年度後期から既に留学をしており、残りの授業期間が留学期間全体の1/3以下（本学の成績評価基準に基づく）である学生2名についてのみ、日本に帰国してのオンラインでの派遣先大学の授業履修をすることで留
学を継続することを許可した。（大学として「現地のビザを取得し、現地で学ぶこと」を「留学」とすることを学長、事務部長、国際部長及び国際課長で改めて確認した。）
また、帰国にあたっては、状況やもともとのスケジュールが大幅に変わるなか、学生が無事に帰国できるよう、派遣先大学の担当者や提携業者へ帰国にかかる支援を依頼、現地での空港までの安全なルートの確保を確
認するなどきめ細やかな対応を行った。帰国便の運行も不安定な状況が続いたため、学生帰国日には、万が一に備え、国際部長、国際課長及び国際課員でシフトをくみ24時間体制でフライトの運行状況を確認した。結
果、全員が無事に帰国をし、2020年4月から日本での大学生活をスタートした。
新型コロナウイルス感染拡大下における留学中の在学生の緊急帰国を実施した経験に基づいて、派遣留学に参加するにあたり学生が提出する「誓約書」の見直しを行い、「留学の中止、中断の可能性とそのことへの承
諾」をはじめ、従来課題であった留学後の単位認定に関する書類に提出の義務などを追加した。詳細は根拠資料「フェリス女学院大学派遣交換留学誓約書」参照。

【2020年度交換留学予定者のうち在学中の留学を希望する学生の継続的支援】
新型コロナウイルス感染症の影響により本学制度を利用しての留学予定者全員に対し、大学の「派遣留学の中止・延期の決定、あるいは強い勧告の実施」にかかる意思決定について、各学生の派遣先の国・地域の状況
も含め丁寧に説明、学生の気持ちのヒアリングも行った。そのうえで、在学中の留学実現についての意向を数回に渡って確認した。なお、留学を希望する学生には、就職課による「留学と就職活動セミナーと相談
会」、海外危機管理コンサルタントによる「最新の新型コロナ感染状況に関する説明会」の場を設けたうえで最終的な判断を行わせた。そのうえで、留学を希望する学生について、派遣先の協定校への再度の受入依頼
をはじめさまざまな交渉を実施、アプリケーション書類の再提出などの支援を行い、2021年5月現在も継続的に支援している。

【学生の海外への興味・関心及び留学意欲の維持を目的とした留学支援】
2020年5月には、危機管理コンサルタントに相談のうえ、本学独自の「派遣留学再開判断基準」を設け、学生・教職員に周知した。
派遣留学が実質実現しない期間を「留学の準備をする期間」と位置づけ、学生たちの海外への興味・関心と留学意欲の維持を目的としてオンラインを活用した多彩な企画を提供した。本来は派遣留学予定者を対象とし
て実施している「危機管理セミナー」を、将来の留学に備えるための学びの場として内容を変更し、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の最新状況も交え、海外渡航・生活において留意すべき点について、海外留
学・渡航に興味のある学生に情報提供と啓発活動を行った。（第1回10月2日「初めての海外準備に向けて」登壇者:日本リスクマネジメント　酒井社長、国際センター長　近藤教授、第2回10月24日「現地生活編」登壇
者：日本リスクマネジメント社員（女性）、第3回11月2日「万一の際の心構えと対応法」登壇者：日本リスクマネジメント　酒井社長）



 2020年度自己点検・評価シート
（就職課）

任意2進路支援（就職課)

1.点検項目等に基づく状況確認≪評定形式≫

項目
№

①点検・評価項目
評価
①

②フェリスにおける点検項目（細目）
評価
②

④現状説明 ⑤特に効果があがっている点 ⑥今後改善が必要な点 ⑦大学基準協会が求める根拠資料（必須） ⑧任意で準備する根拠資料

1301

学生が学習に専念し、安定し
た学生生活を送ることができ
るよう、学生支援に関する大
学としての方針を明示してい
るか。

Ａ
（1）大学の理念・目的を踏まえた進路
支援に関する方針を明確に定めている
か。

Ａ

本学は、建学の精神及び教育理念をふ
まえて「フェリス女学院大学の教育・
研究活動の方針」を定めている。学生
支援（キャリア形成支援）に関しては
「学生支援方針」として定め、大学公
式サイトに掲載している。
https://www.ferris.ac.jp/informatio
n/approach/

■学生支援に関する方針を明らかにし
学内で共有した資料
・フェリス女学院大学の教育・研究活
動の方針「学生支援方針」

1302

学生支援に関する大学として
の方針に基づき、学生支援の
体制は整備されているか。ま
た、学生支援は適切に行われ
ているか。

Ａ

（1）学生の進路に関する適切な支援と
して下記を実施しているか。
・キャリア教育の実施＜2020年3月追加
＞
・学生のキャリア支援を行うための体
制（キャリアセンターの設置等）の整
備
・進路選択に関わる指導・ガイダンス
の実施

Ａ

低学年向けキャリア形成支援講座：年
間7件実施し、延べ258名の学生が参加
した。
インターンシップ：コロナウイルス感
染症の影響で、実習が中止となった
り、対面実習が不可となったりしたた
め予定していた活動を大きく変更せざ
るを得なかった。そのなかでもオンラ
インでの実習を行った受け入れ先もあ
り11名の学生が参加した。
就職活動支援講座：採用活動早期化に
対応し、模擬試験や講座の実施スケ
ジュールの見直しを行った。多くの講
座をオンラインで実施したところ、受
講生が増加した講座が多かった。ま
た、学内オープンセミナーもオンライ
ンで実施したが、対前年度比164％の動
員数増となり、全体の累計参加者数が
5,000人近くとなった。企業側として
は、新規20社を含む96社が参加した。
就職相談：外部キャリアカウンセラー
の増員、またオンラインでの相談を行
うなどして、就職相談体制を維持。
2020年度の就職相談利用件数は2,863
件、対前年度比124％であった。

■キャリア支援に関するガイダンス等
の制度と実施状況が分かる資料

・2021年度第1回就職委員会資料

（1）適切な根拠（資料、情報）に基づ
く点検・評価を実施しているか。 Ａ

学生支援（進路支援）の適切性につい
て、2021年度第2回就職委員会（2020年
5月26日開催）において、点検・評価項
目に従って、「2020年度自己点検・評
価シート（任意2進路推進）」の記載内
容をもとに点検・評価を行った。

（2）点検・評価結果に基づく改善・向
上に取り組んでいるか。 Ａ

就職支援に関する業務については、す
べて実施後すみやかに振り返りを行
い、次回、次年度へ向けての改善点の
洗い出しと効果的な施策の実施を行っ
ている。

任意2　進路支援

評価①、②欄は「A：適切に実行している」「B：概ね実行している」「C：あまり実行していない」「D：実行していない」の4段階で記入してください。

≪参考≫
・学生実態の把握とそれに基づく改
善・向上の取り組みや、学生支援の適
切性について検証し、改善・向上に向
けて取り組んだことが分かる各種委員
会、全学内部質保証推進組織等の資料
などが考えられます。

・2021年度第2回就職委員会記録

（大学基準7　学生支援）
大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学生支援に関する方針を明確にし、その方針に沿って、学生が学習に専念し、安定した学生生活を送る上で必要となる修学支援、生活支援及び進
路支援を適切に行わなければならない。

1303

学生支援の適切性について定
期的に点検・評価を行ってい
るか。また、その結果をもと
に改善・向上に向けた取り組
みを行っているか。

Ａ



任意2進路支援（就職課)

COVID-19への対応・対策に関わる事項

　・学生支援（修学支援、生活支援、進路支援等）において、COVID-19への対応・対策としてどのような措置を講じたか、記載してください。

キャリア支援に関しては、新型コロナウイルス感染症拡大により大学生の就職・キャリアを取り巻く環境が変化することを踏まえ、オンラインと対面の併用を前提とした就職活動に対応できるよ
う、講座・セミナー等を行った。実施方法もオンライン中心に切り替え、Zoomを使用したWeb就職相談、就職講座のWebでのLive配信、ガイダンスのオンデマンド配信など、学生が自宅にいながら就
職活動を進めたり、自身のキャリアを考えられるよう工夫した。
学内オープンセミナーについては、オンライン形式での開催としたところ、参加者数が大幅に増加し前年度比約164％増となった。就職相談については、Webまたは電話での対応としたところ、前年
度に比べ利用者数が増加、前年比約124％となった。なお、Webでの対応に伴い、従来紙で扱っていた書類を電子化したりオンライン申請にしたことで、就職相談における業務の効率化にもつなげる
ことができた。
また、コロナ禍により登校することのできなかった学生たちに、[キャリア・就職」という観点から大学の取り組みを知ってもらうことや、他の学生と交流、企業や社会人と接し視野を広げること
等を目的として、2020年度入学者を主な対象とした「キャリア形成支援講座」を2021年2月に企画、実施した。


